
延宝房総沖地震 につ いては，震源域 が明 らかでない ばか りか，そ もそ

もプ レー ト間地震 ではな く，プ レー ト内地震 で ある とす る見解 も存在

した。そ して，海溝型分科会 では 「長期評価 の見解 」 と前提 を異 にす

る見解 が示 され，長期評価部会及 び地震調査委員会 自身が， 「長期評価

の見解」 に対 して問題 点や 異な る領域 設定 を検討す る必要性 を指摘 し

ていた事実が認 め られ る。

また，だ か らこそ，津村博 士 も，前述 の とお り， 「『そ うい う考 え方

はで きな くもない』程度の評価 」で 「長期評価 の見解 」 を了 とした も

のであると述べ てい るのである。

（イ） 推進本部 自身 も，長期評価で示 された個 々の見解 にはその信頼度に

大 きな違 いが ある旨の注意喚起 を した上，「長期評価 の見解」の信頼度

を 「C： やや低い」と している こと

長期評価 においては， 「データ として用い る過去地震 に関す る資料 が

十分 にない こと等 による限界 が あるこ とか ら，評価結果 である地震発

生確率や予想 され る次の地震 の規模 の数値 には誤差 を含 んでお り，防

災対策 の検討 な ど評価結果の利 用 にあた っては この点に十分留意す る

必要が ある。」 （丙A第119号 証1枚 目） とのなお書 きが付 され てお

り，推進 本部 自身 が，長期評 価 の中で示 され た個 々の知見 には信頼度

に差が あ り，個別具体的 な評価検討 が必要 であ る旨の注意喚起 を行 っ

ている。

その上で，推進 本部 は，平成15年3、 月24日 ， 「プ レー トの沈み込

み に伴 う大地震に関す る長期評価 の信頼度 について」（丙A第25号 証）

を公表 してお り，地震本部 が公表 したプ レー トの沈み込み に伴 う大地

震 （海溝型地震） に関す る長期評価 について， 「評価 に用 い られたデー

タは量お よび質 において一様 でな く，そ のた めにそれぞれ の評価結果

につ いて も精粗 があ り，その信頼性 には差 がある」 （同号証1ペ ージ）
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と して ，評 価 の信 頼 度 を 「A： （信 頼 度 が） 高 いB： 中程 度C： や

や低 いD： 低 い」 の4段 階 に ラ ンク分 け してい る。

そ して ，推 進 本 部 は ， 「長 期 評 価 の 見解 」 につ い て ， 「（1）発 生 領 域

の 評価 の 信 頼度C」 ， 「（2）規 模 の評 価 の信 頼 度A」 ， 「（3）発 生確

率 の評価 の信頼 度C」 （丙A第25号 証8ペ ー ジ表 ） と評価 して お り，

推進 本 部 自身 が 「長 期 評 価 の 見 解 」 の信 頼 度 が高 い もの で はな い 旨の

見解 を示 してい る。 こ こで ， 評 価 の信 頼 度 につ い て は ，過 去 の参 考事

例 が ほ とん どない とい った 理 学 的 根 拠 が極 め て 乏 しい知 見 で な けれ ば

「D」 とい う最低 の評価 は付 け られ て い な か った の で あ り， 「C」 とい

う評 価 自体 が相 当低 い こ とを正 しく理解 す る必 要 が あ る。推 進 本部 は，

南海 地 震 か ら十 勝 沖 ～ 択捉 島 沖 で発 生 す るや や 深 い プ レー ト内地 震 に

至 る18個 の大 地 震 につ い て ， そ れ ぞ れ 発 生 領 域 ，規 模 ，発 生 確 率 を

評 価 して い るが ， 三 陸 北部 か ら房 総 沖 の海 溝 寄 りの プ レー ト内大 地 震

と福 島 沖 の プ レー ト間 地震 の 発 生 確 率 が 「D」 とい う評 価 に な っ て い

るの み で あ る。 結 局 ， 三 陸 北 部 か ら房 総 沖 の海 溝 寄 りの プ レー ト間大

地震 （津 波 地震 ） は，発 生領 域 につ い て は， 最 低 評 価 の 「C」 が付 い

た 五 っ の想 定 地震 の 一 っ で あ り， 発 生 確 率 は上 記 「D」 評 価 を除 い た

五 つ の 「C」 が付 い た想 定 地 震 の 一 つ で あ った の で あ り，極 め て信 頼

性 が低 い評価 しか な され なか った ので あ る。

なお ， 「長 期評 価 の見解 」 に関す る上記 信 頼 度 につ い て は ，推 進 本 部

調 査 委 員 会 委員 長 で あっ た津 村博 士 にお い て も， 「この長 期 評価 につ い

て は，A（ 信 頼 度 が 高 い），B（ 中程度 ），C（ 信 頼 度 がや や 低 い ），D

（信 頼 度 が低 い ） とい う信 頼 度 に 関す る4段 階の評 価 を付 しま した が，

長 期 評 価 の 日本 海 溝 沿 い の津 波 地震 の発 生 可能 性 に関 す る見 解 に はC

とい う信 頼 度 が付 され ま した。 この よ うな評 価 に も，信 頼 度 の濃 淡 が

あ る以 上 ，信 頼 度 を付 す る こ とは ， あ る意 味 当然 の こ とで ，信 頼 度 を
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付す る ことに疑 問を感 じませ んで した し，委員会 において，委員 か ら

異論 もあ りませ んで した。 また，長期評価 の見解 に，Cと い う信頼度

が付 され たの も，先 ほ ど指摘 した問題 点に照 らせ ば， 当然の ことで し

た。」 （丙B第13号 証4及 び5ペ ー ジ） として，信頼度 の高低 を示す

もの として当然の ものであった 旨を述べてい るところである。

（ウ） 中央防災会議 においても 「長期評価の見解」が採用 され なか った こ

と

推進本部 は，前記 （1）アで述べた とお り，地震 防災対策特別設置法 に

基づいて設置 され た機 関であ り，地震 に関す る観 測，測量，調査及 び

研 究の推進 にっい て総合的 かっ基本的 な施策 を立案 す るこ と等 の事務

を行 って い るが，後記6で 述べ るとお り，最終 的に推進本部 が示す 見

解 な どを踏 まえ，我 が国の防災分野 にお いて科 学的知見 に基づ いた専

門技術 的判断 を行 う機 関は中央 防災会議 であるか ら， 「玉石混渚」の長

期評価の 中か ら， どの よ うな見解 が 「最新 の科学 的，技術 的知 見を踏

まえた合理 的な予測」 に よって リス クを示唆す る知 見 と見 るべ きか を

判断す るに当た って は，推進本部 が特定 の見解 を示 しただ けでは足 り

ず，中央防災会議 における採否が重要 となる。

しか る ところ，その詳細 は後記6で 述べ る こととす るが，結論 か ら

言 って， 中央防災会議 では，福 島第一発電所事故前 に原子力発電所 も

含 めた地震 ・津波防災対策 の検討 を行 う中で 「長期評価 の見解」 につ

いて も審議 を してい る ところ， 中央防災会議 にお いて 「長期評価 の見

解 」は採用 され なかった。

（エ）土木学会津波評価部会 においても，「長期評価 の見解」は 「最新 の科

学的，技術的知見 を踏 まえた合理的な予測」 によ って リスクを示唆す

る知見で はな く，決定論 において取 り込むべ き知見 と判断 されなか っ

た こと
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a「 長 期 評 価 の 見解 」 が公 表 され た後 ， 津 波評 価 技 術 を策 定 した 土

木 学 会 津 波 評 価 部 会 に お い て も，原 子 力 発 電所 の 津 波 対 策 を行 う上

で 「長 期 評 価 の見 解 」 を どの よ うに取 り扱 うべ きか が判 断 され て い

る と ころ ，前 述 の とお り 「長 期 評 価 の 見解 」 は理 学 的根 拠 が極 めて

乏 しい もの と評 価 され て い た こ とか ら，決 定論 にお い て 取 り込 む べ

き 「最 新 の科 学 的 ，技 術 的 知 見 を踏 ま え た 合理 的 な予 測 」 に よ って

リスク を示 唆す る知 見 とは判 断 され なか った。

bす な わ ち， 土木 学 会 津波 評 価 部 会 は ，福 島 第 一 発 電 所 事 故 前 に確

率 論 的 津 波 ハ ザ ー ド解 析 に適 用 す る ロジ ック ツ リー の重 み につ い て

ア ン ケー ト調 査 を行 っ て い る とこ ろ， 平成20年 度 に土 木 学 会 津 波

評価 部 会 が行 った ア ン ケー ト （丙A第76号 証 ） で は ， 「Q．1－6

－1」 （三 陸 沖 ～房 総 沖海 溝 寄 りの津 波 地 震活 動域 につ い て ， この海

域 で超 長 期 の間 にMt8級 の津 波 地 震 が発 生す る可 能性 につ い て ，

現 在 の知 見 か らみ て いず れ が適 切 か とい うもの を問 うもの 。 同 号 証

20ペ ー ジ） にお い て 「③ 活 動 域 内 の どこで も津 波 地 震 （189

6年 タイ プ） が発 生 し，南 部 で も北部 と同程 度 の す べ り量 の 津 波 地

震 が発 生す る （赤枠 全 体 の 中で1896モ デ ル を移動 させ る）」 とい

う選択 肢 が設 け られ ， 「長 期 評 価 の 見解 」 を ロ ジ ックツ リー の分 岐 の

一項 目 と して取 り扱 っ てい る。

この ロ ジ ック ツ リー ア ン ケー トは， 平 成20年 度 に 土木 学会 津波

評 価 部 会 が， 同評 価 部 会 の委 員 及 び 幹 事34名 並 び に外 部 専 門 家5

名 の合 計39名 に配 布 した もの で ， うち34名 か ら回収 し， 各設 問

につ い て10な い し28名 の 回答 を得 た とい うもの で あ るが （丙A

第76号 証1ペ ー ジ）， これ は今村 教 授 が 「土木 学 会 で は ，決 定論 的

手 法 に よる津 波 評 価 技 術 を策 定 した後 も，決 定論 的 手 法 で 取 り入 れ

る こ とが で き な い よ うな不 十分 な知 見 ， つ ま り科 学 的 コ ンセ ンサ ス

104



が 得 られ て い な い知 見 に つ い て も安全 性 向 上 の た め に取 り入 れ るべ

く，確 率 論 的 津 波 ハ ザ ー ド解 析 手 法 の研 究 ・開発 を して い て ， そ の

中 の ロジ ック ツ リー 分 岐 に お い て ，科 学 的 コ ンセ ンサ ス が得 られ て

い な い知 見 につ い て， 複 数 の 専 門 家 に よ る 『重 み 付 けア ンケ ー ト』

を実 施 し，科 学 的 コ ンセ ンサ ス の程 度 に応 じた 安 全評 価 を行 うこ と

と した の です 。 そ して ， この 重 み付 け ア ンケ ー トで は，長 期 評 価 の

見解 も ロジ ック ツ リー の分 岐 の対 象 に な っ て い ます 。」 （丙B第30

号 証25ペ ー ジ） と述 べ て い る とお り， 「長 期評 価 の見解 」 の よ うに

理 学 的 根 拠 が不 十 分 で あ る こ とか ら決 定論 と して安 全評 価 に 取 り込

む こ とがで き な い よ うな知 見 を原 子 力 発 電 所 の 安全 評 価 に 取 り込 む

た め に行 われ た もので あ っ て ， この ア ンケ ー トの分 岐項 目と して 取

り扱 わ れ た とい うこ とは ， それ 自体 ， 当該 知 見 が 「最 新 の科 学 的 ，

技 術 的 知 見 を踏 ま えた 合 理 的 な予 測 」 に よっ て リス クを示 唆 す る知

見 と して 決 定 論 にお い て取 り込 め る よ うな性 質 の もの で は な い と判

断 され た こ と， す な わ ち ， 防災 対 策 上 ，設 計 基 準 に 取 り入 れ て 具 体

的仕 様 を決 し得 る よ うな知 見 で は な い と判 断 され た こ とを意 味す る

もので あ る。

cち な み に， 前 記 の ア ンケ ー ト結 果 に お いて ， 「長 期 評価 の見解 」 と

同様 の 「③ 活 動 域 内 の ど こで も津 波 地 震 （1896年 タイ プ） が

発 生 し，南部 で も北 部 と同程 度 のす べ り量の津 波 地震 が発 生 す る （赤

枠 全 体 の 中で1896モ デ ル を移 動 させ る）」 とい う選 択 肢 の重 み付

け は ，全 体 で最 も少 な い 「0．25」 （上記 質 問項 目の重 み付 けの合

計 は 「1．0」 で あ る。 ）で あ るが ， これ に加 え ， 「② 活 動 域 内 の

ど こで も津 波 地 震 が発 生 す るが ， 北 部 領 域 に比 べ 南 部 で はす べ り量

が 小 さい （北部 赤枠 内 で は1896モ デ ル を移 動 させ る。 南 部 赤 枠

内 で は1677モ デル を移 動 させ る）jと の選 択 肢 に対 す る重 み 付 け
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結 果 が 「0．35」 とな っ て い る こ とか らこれ らを合 わせ ， 明治 三

陸 地 震 と同等 か は別 と して福 島 沖 で も津 波 地 震 の発 生 を否 定 で きな

い の が多 数 派 で あ るか ら， これ を前 提 に津 波 対 策 が 考 え られ るべ き

と理 解 す る の は決 定論 と確 率論 の 区別 を理 解 しない もの で あ っ て ，

完全 な誤 りで あ る。

ロジ ックツ リー の ア ン ケー トとい うもの は ，今 村 教 授 が ，前 記 意

見 に続 いて ， 「長 期 評 価 の うち ，理 学 的根 拠 か ら発 生 が うか が われ る

とい う科 学 的 な コンセ ンサ ス が得 られ て い な い もの に つ い て ま で ，

決 定 論 的 手 法 の 中 で取 り入 れ る こ とは逆 に理 学 や 工 学 の否 定 に な り

ま す 。 推 本 は， 地 震 防 災対 策 の 強化 が 目的 と され て い ます が ， あ く

ま で 調 査研 究機 関 です の で ， 工 学 的 な視 点 は 考 えず ，科 学 的 な コ ン

セ ンサ スの 有 無 とは別 に ，理 学 的 に発 生 す る こ とが否 定 で きな い も

の が あれ ば， そ の よ うな地震 ・津 波 を示 す こ とにな ります。」 と述べ

た 上 ， 「私 た ち津 波 工 学者 や 津 波 学者 ・地 震 学者 が所 属 す る土 木 学会

で は， 原 子 力 発 電 所 に 高度 の安 全 性 が求 め られ る こ とを踏 ま え ，長

期 評 価 を無視 す る よ うな こ とはせ ず ， 先 ほ ど述 べ た よ うな確 率論 的

手 法 に よ る安 全 評 価 の 中 で取 り入 れ ， 確 率 論 的津 波 ハ ザ ー ド解 析 手

法 の研 究 ・開発 を進 めて き ま した。」 （丙B第30号 証28及 び29

ペ ー ジ） と述 べ てい る ほ か ， 首藤 名 誉 教 授 ，酒 井 博 士 が 「当 時 の福

島 沖 に関 す る長 期 評 価 の見 解 は 専 門家 の 間 で も コ ンセ ンサ ス が得 ら

れ て い な か った もの で す の で ， この見 解 は確 定 論 に取 り入 れ ， 直 ち

に 対 策 を取 らせ る よ うな説 得 力 の あ る見解 とは考 え られ て い ませ ん

で した。 です の で ，我 々専 門家 は， 津 波 評 価 部 会 にお い て ， こ の見

解 を ロ ジ ックツ リー の 分 岐 と して組 み 入 れ ， 確 率 論 の 中で 評 価 す る

こ と と した の で した。」 （丙B第45号 証23ペ ー ジ）， 「確 率 論 の ロ

ジ ックツ リー に 長 期評 価 の 見 解 を取 り込 ん で い る以 上 ， そ れ を確 定
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論 で も取 り扱 うべ きだ との 意 見 も あ る よ うで す が ，確 率論 と確 定論

の考 え方 の相 違 か らす る と， それ は と り得 な い考 え方 で あ る」 （丙B

第60号 証6ペ ー ジ） と指摘 して い る こ と，佐 竹教 授 にお い て も 「そ

もそ も この ア ン ケ ー トの趣 旨は確 率 論 的 な 津 波 ハ ザ ー ドを計算 す る

とき に 重 み を ど う付 け るか とい うこ とで して ，確 率 論 的 な とき に は

福 島沖 で は発 生 す る とい うこ とも計 算 してお ります 。」， 「確 率論 的 評

価 手 法 の中 に は，認 識 的不確 定性 ， （中略） つ ま り地震 学者 ，我 々の

知 識 が 十分 で な い た め に例 えば地 震 学者 で意 見 が ま とま らな い ， そ

うい う場 合 に どの よ うにす るか （中略 ），そ れ で ， ア ンケ ー トを取 っ

て 重 み を付 け る とい うの が そ の確 率論 的津 波 評 価 の 一部 で ご ざい ま

す 。」， 「確 定論 で は あ る もの を仮 定 しな い とで きな い わ けです ね。 で

す か ら， さっ き言 っ た よ うな意 見 が 異 な る，認 識 が 異 な る よ うな も

の に対 して は どれ か を1つ 選 ぶ しか な い。 だ け ど，認 識 論 的 な 不確

定 性 の とき に は ， それ に重 み を掛 け て確 率 と して表 す とい うこ とで

ご ざい ます 。」 （甲A第188号 証 に お け る証 人調 書40及 び65ペ

ー ジ （41及 び66枚 目）） と述 べ て い る とお り
，飽 くま で， 決 定論

で 取 り込 め ない よ うな知 見 を確 率 論 の 中 で評 価 し，原 子 力 発 電 所 の

安 全評 価 に取 り込 む た め に行 われ た もの で あ り， 「福 島沖 で津 波 地震

の 発 生 が否 定 で き ない 」 とい う見 解 の重 み 付 け の合 計 が 「0．6」

とな っ た こ とを もって ， 同見 解 が多 数 的見 解 に な っ た とか ， これ が

「長 期 評 価 の 見 解 」 を支 持 す る もの で決 定 論 と して取 り込 む べ き知

見 とな った と解 釈 で き る もの で はな い。

（オ） 原子 力規制 の分 野 に おい て も，「長期 評価 の 見解 」が 「最 新の 科学 的 ，

技 術 的 知 見 を踏 ま えた 合 理 的 な予 測 」 に よ って リス ク を示 唆 す る知 見

と評 す る意 見 が 出 され てい な い こと

a合 同WGに お ける検 討 につ いて
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（a）合同WGに つ いて

総合 資源 エネル ギー調 査会 は，資源エネル ギー庁 に置 かれ （福

島第一発 電所事故 当時 の経済産業省 設置法18条 ）， 「経済産業 大

臣の諮問 に応 じて鉱物資源及び エネル ギーの安定的かつ効率 的な

供給の確保 並び に これ らの適正 な利 用の推進 に関す る総合 的な施

策 に関す る重要事項 （中略） を調査審議す るこ と」を所掌事務 と

し （同法19条1項1号 の2） ，原子力安全 ・保安部会は，原子力

等の安全確 保 ・防災，及 び電力 の保 安 に関す る事項等 について調

査審議 す る ことを所掌事務 と して平成13年1月 に同調査会 に設

置 された。

原子 力安全 ・保安部会 には，基本政策 小委員会 ，原子力安 全規

制法制検討小委員会 ，放射線管理 小委員会 な どの各委員 会が置か

れ，そ の一つ として，原子力施設 の耐震安全性 に関す る技術 的事

項 について検討す るこ とを 目的 として，耐震 ・構 造設 計小委員会

が設置 され ていた。 同小委員会 の下 には， 同委員 会に検討材 料 を

提供す るための調査及 び整理 を行 うた めワー キンググループ が置

かれ てお り，その うちの地震 ・津波 ワー キンググループ及 び地質

・地盤 ワー キ ンググループが合 同で開かれたのが，合同WGで あ

った。

合同WGは ，地震学，地質学等の専門家によ り構成 されていた。

（b）合 同WGに おいて 「長期評価の見解 」に基 づ く検討が必要で あ

るとの意見は出され なかった こと

平成21年6． 月24日 の第32回 ，同年7月13日 の第33回

合 同WGに おいて は， 当時，被 告東電 が提 出 した福島第一発 電所

につ いての耐震 バ ックチ ェ ック中間報告書の評価 について議論 さ

れた。
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そ の際 ，被告 東電 は，福 島第一発 電所敷地周辺の地質 ・地質構

造及 び基準地震 動Ssの 策定 につ き， プ レー ト間地震 の地震動評

価 について，塩屋 崎 沖地震 を考慮す ることを説 明 した （甲A第6

0号 証の1・11ペ ー ジ）。 これ に対 し，一部の委員 か ら貞観 地震

について言及 が され たものの （同号証の1・16及 び17ペ ージ。

同号証 の2・7及 び8ペ ー ジ）， 「長期評価 の見解」 に基づ く検討

が必要であるとの意見 は出 され なかった （同号証 の1及 び2） 。

b保 安院 においても 「長期評価の見解」 は 「最新の科学 的，技術 的

知見 を踏 まえた合理的 な予測」 によって リス クを示唆す る知見 と評

価 され ていなか った こと

保安院 におい て も，福 島第一発 電所 事故前か ら，原子力施設 の耐

震安全性 に係 る新 た な科学的知見 の収集 ・評価 を して，重要 な知 見

につ いては耐震安全 評価 に反映 させ てい た ところ，平成22年12

月16日 付 けの 「原 子力施 設の耐震安全性 に係 る新 たな科学的 ・技

術的知見の継続的な収集及び評価への反映等のた めの取組について」

（平成21年 度）と題 す る報告書 （丙B第34号 証） において は，推

進本部 の 「全国地震 動予測地図」が，専門家の審議 を踏 まえて， 「新

知見情報」 （国内原子力施設 への適用範 囲 ・適用条件 が合致 し，耐震

安全性評価及び耐震裕度へ の変 更が必要 な もの）で はな く， 「新知見

関連情報」 （原子力施設 の耐震安全性評価 に関連す る新たな情報 を含

み，耐震安全性 の再評価や 耐震裕度 の評価 変更につなが る可能性 の

ある もの）と位 置づ け られてお り， 「長期評価 の見解 」が耐震安 全評

価 におい て直 ちに反 映す る必 要が あるな どとは判 断 され ていなか っ

た。

これ らの点については，名倉氏の陳述書 において も， 「私が知 る限

り，保安院 内部や各種WGの 専門家 の委員 か ら，推本見解 にっ いて
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言及 があった ことはな く，最新 の知見，つま り専門家が異論 を述 べ

ない程度 に確立 ・成熟 した知見 とは認識 されていませんで した。」（丙

B第31号 証27ペ ージ）と述べ られ てい るところである。

（3）小括

以上 の とお り，長期評価 の中で も原告 らが主張す る 「長 期評価 の見解 」

は， これ と異 なる理学的知見が多 く示 され ていたほか，そ の策 定 に深 く関

与 した専 門家 を含む，地震学 ・津波学及び津波 工学の専門家 らも，一様 に

「長期評価 の見解 」が理学的根拠 に乏 しい ものであった 旨の意見 を述 べて

お り，これ を裏付 ける事実関係 も多々存在す ることか ら 「長期評価 の見解」

はお よそ 「最新 の科学的，技術的知見 を踏 まえた合理的 な予測 」に よって

リスクを示唆す る知見 とは呼べず，福島第一発電所事故 に関す る被告 国の

予見可能性 を基礎づ ける知見ではなかった とい うべきであ る。

6「 日本海溝 ・千島海溝報告書」 （丙A第26， 同号証の2） について

（1）中央防災会議の 「日本海溝 ・千 島海溝報告書」 は，原子 力発電所 も対象

に含めた我が国の防災分野における地震 ・津波防災対策の検討 と して，「長

期評価の見解」 を含む科学的知見につ き専門技術的判 断 を行 った結果 を示

した ものであること

ア 中央防災会議 は，災害対策 基本 法11条1項 に基 づ き内閣府 に設置 さ

れた機 関で あ り，防災基本計 画 を作成 し，及 びその実施 を推進す ること

（同条2項1号 ），内閣総理大 臣の諮 問に応 じて防災に関す る重要事項 を

審議す るこ と （同項3号 ） な どの事務 をつか さどってい る。 中央防災会

議 は，内閣総理大臣 を会長 とし （同法12条2項 ），全閣僚 ，指定公共機

関の代表者及び学識経験者に より構成 されてい る （同条5項 ）。

我が国 の防災対策 は， 中央防災会議 の定め る防災基本計画 に示 され る

方針 の下に進 め られ てお り，地震調査研 究 もその中に位置づ け られてい

る。
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そのため，推進本 部 は，地震調査研 究 に関す る総合的かっ基本 的な施

策 を立案 す る際 には，中央防災会議 の意見 を聴 か なけれ ばな らない こ と

とされ てお り （地震防災対策特別措置法7条3項 ），防災対策全般 と地震

に関す る調査研究 との調整 が図 られている。

イ 中央防災会議 は， その議決 によ り，専門調 査会 を置 くこ とがで き （災

害対策基本法施行令4条1項 ）， 日本海溝 ・千島海溝調査会 もその一つで

あった ところ， 日本海溝 ・千島海溝 報告書 において は， 中央防災会議 が

地震 ・津波防災対策 の検討 を行 う前提 として，科学的知見 についての専

門技術的判断の結果が示 された。

す なわち， 日本海溝 ・千島海溝調査会 は，平成15年5月 に宮城 県沖

を震源 とす る地震 ， 同年7月 に宮城 県北部 を震源 とす る地震，同年9月

に十勝 沖地震 が発 生 し，特 に東北 ・北海 道地方 にお ける地震防災対策 強

化 の必要性 が認識 された こ とか ら， 当該地域 で発 生す る大規模海溝型地

震対策 を検討す るた め，平成15年10月 に中央防災会議 が設置 した も

ので ある ところ，同調査会 では，地震 学，地質学，土木 工学，建築学 な

どの専門家14名 を委員 として 当該 地域 で発 生す る大規模海溝型地震 に

ついての専門技術的検討を行われた （丙A第26号 証81ペ ー ジ）。

日本海溝 ・千 島海溝調査会 では，平成15年10月 か ら平成18年1

月までの約2年3か 月間，全17回 に及 ぶ協議検討 が行 われ たほか， 日

本海溝 ・千島海溝調 査会北海道 ワー キンググル ープが設置 され ，平成1

6年3． 月か ら平成17年4． 月までの間，全5回 にわたって 日本海溝 ・千

島海溝調査会 か らの付託事項について協議検討 が行われた。

北海道 ワー キンググルー プにおい ては，その委員 の一人 であった谷岡

教授 が， 「北海道周辺 で発 生す る海溝型地震 について防災対策 の検討対象

とすべ き地震 の判 定に必要 な事項や ，明治三陸地震 ，昭和三陸地震 等 に

よる津波 の検討 を，特に大 きな津波 を伴 う地震 との類似性 に関連 させ て

111



検討す るな どして きま した。そ して， これ らの知見 に基づいて，北海道

周辺 だけではな く， 日本海 溝周辺 の地震 による津波 について も領域 ご と

の整理 を行 うな どしま した。 （中略）その 中では，明治三陸地震 について

の議論 も行 われ， 当該議論 に基づ いて， 日本海溝周辺の地震 による津波

についての整理が行 われています。具体的 に言 うと，平成16年6月 に

行 われた第2回 会合 では，私 自身 も委員 として，明治三陸地震や津波地

震 に関す る研 究結 果 を説明 した ほか， これ まで提唱 され て きた津波地震

に関す る知見の紹 介 を し，委員 の間で， 明治三陸地震 の よ うな津波地震

が，福 島県沖や茨城 県沖な ど日本海溝 沿いの他 の領域 で も発 生 して きた

と考 えるべ きかが議論 され ま した。」 （丙B第58号 証14及 び15ペ ー

ジ） と述べ るとお り， 「長期評価 の見解 」について も専門技術 的検討が加

えられた。

ウ また， これ らの 日本海溝 ・千島海溝調 査会 の検討結果 を基に策 定 され

る津波 防災対策 は，原子力発電 所 も対象 に含 まれ るものであった。す な

わち，平成16年4月2日 ， 日本海溝 ・千島海溝周辺海溝型 地震 に係 る

地震 防災対策 の推進 に関す る特別措置 法が制 定 され ，平成17年9月1

日に施行 され た ところ，同法 は， 日本海溝 ・千島海溝周辺海溝型地震 に

よる災害 か ら国民の生命 ，身体及 び財産 を保護す るため， 日本海溝 ・千

島海溝i周辺海溝型地震防災対策推進地域 の指 定， 日本海溝 ・千 島海溝周

辺海溝型地震防災対策推進基本計画等 の作成 ，地震観測施設等 の整備，

地震防災上緊急 に整備すべ き施設等 の整備等 につい て特別 の措置 を定 め

ることに よ り， 日本海溝 ・千 島海溝周辺海溝型地震 に係 る地震防災対策

の推進 を図ることを 目的 としているものであった （同法1条 ）。

同法 において， 内閣総理大 臣は， 日本海溝 ・千島海溝 周辺海溝型 地震

が発生 した場合 に著 しい地震災害 が生ず るおそれが あるた め，地震 防災

対策 を推進す る必要 がある地域 を， 日本海 溝 ・千島海溝周辺海溝型地震
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防災対策推進 地域 （以下 「推進 地域」 とい う。） として指定す るもの とさ

れ （同法3条1項 ），推進地域 の指定 を しよ うとす るときは，あ らか じめ

中央 防災会議 に諮 問 しなけれ ばな らないこ ととされてい る （同条2項 ）。

推進地域 の指 定が あった場合 ，中央 防災会議 は， 日本海溝 ・千島海溝

周辺海溝型 地震 防災対策推進基本計画 を作成 し，その実施 を推進 しなけ

ればな らない とされ てい る （同法5条1項 ）。 また，推進地域 内において

病院等 の施 設又 は事業で政令 で定め るもの を管理 し，又は運 営す る こと

とな る者 は， あ らか じめ，当該施設又 は事業 ご とに，対策計画 を作成 し

なければな らない こととされてい る （同法7条1項 ）。

そ して ， 目本海溝 ・千 島海溝周辺海溝型地震 に係 る地震 防災対策 の推

進 に関す る特別措 置法7条1項 の政令 で定め る施設 又は事業 としては，

同法施行令3条 及び4条 が以下の とお り規定 していた。

第3条 法第7条1項 の政令 で定 める施設又 は事業 は，次 に掲 げる

もの （第3号 か ら第8号 まで に掲げ る施設 にあっては，石油

類，火薬類，高圧ガス又は次条に規定す るものの製造，貯蔵 ，

処理又は取扱い を行 うものに限る。） とす る。

一～六 （引用者略）

七 核原 料物質，核燃 料物質及 び原 子炉の規制 に関す る法律

（中略 ）第23条 第2項 第5号 に規 定す る原子 炉施 設 （以

下略）

八～二十 四 （引用者略）

第4条 法第7条 第1項 第2号 の政令 で定 めるもの は，次に掲げ る

もの （石油類，火薬類及び高圧 ガス以外の ものに限 る。） とす

る。

一
，二 （引用者略）

三 原子 力基本 法 （中略）第3条 第2号 に規 定す る核燃料物
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質

四，五 （引用者略）

この よ うに， 日本海溝 ・千島海溝 周辺海溝 型地震 に係 る地震 防災対策

の推進 に関す る特別措置法 では，原子力発電所 において も同法に基 づい

た対策計画 を策 定す ることを前提 に推進地域 の指定が され ることとなっ

ていたのである。

エ その上で，平成17年9月27日 ，内閣総理大臣か ら中央防災会議 に

対 して 「日本海溝 ・千 島海溝周辺海 溝型地震 防災対策推進 地域」 の指 定

につ いて の諮 問が され ， 日本海 溝 ・千島海溝調 査会において推進地域 の

指定基準及び推進地域 の妥 当性 について検討 され，その検討結果 を踏 ま

えて平成18年2月17日 に中央防災会議 か ら内閣総理 大臣に答 申が さ

れ，同．月20日 ，推進地域 が決定 され た。

そ して，同推進 地域 には，福 島第一発電所 が所在す る福 島県双葉郡 大

熊 町及び 同郡双葉町 も指定 された こ とか ら，福 島第一発電所 につ いて も

対策計画作成の対象 とされ た。

（2）日本海溝 ・千島海溝報告書では，「長期評価 の見解」は採用 されず，福 島

第一発電所周辺の津波高 さの最大値は5メ ー トル前後 と判断 された こと

ア 日本海溝 ・千 島海溝調査会 は，北海道 及び東 北地方 を中心 とす る地域

に影響 を及 ぼす地震 の うち，特 に 日本海溝 ・千島海溝周辺海溝型地震 に

着 目して，防災対策 の対象 とすべ き地震 を選 定 し，その結果 を 日本海溝

・千島海溝報告書 （丙A第26 ，同号証の2） に取 りまとめた。

その選 定手法 と検討結果 は，図表5の とお りで あ り，調査対象領 域 の

分類 につ いては， 「千島海溝 沿いの地震活動の長期評価」及び長期評価 に

よる分類が基本 とされた ものの，防災対策 の検討対象 とす る地震 （推進

地域 の指定 に当た って検討 対象 とす る地震） につ いては，以下の図表5

の左側の フローチ ャー ト 「防災対策 の検討対象 とす る地震の考え方 」に
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記 載 され た とお り， 理 学 的知 見 の程 度 に基 づ い た選 定 が 行 わ れ た結 果 ，

三 陸沖 北 部 の地 震 ， 宮城 県沖 の地 震 ， 明治 三 陸 タイ プの 地震 （明 治 三 陸

地震 の震 源 域 の領 域 で発 生す る津 波 地 震 ） 等 が検 討 対 象 と され た が ，福

島 県沖 海 溝 沿 い の領 域 に つ い て は検 討 対 象 と して採 用 され な か った。 す

な わち ，「長 期 評価 の見解 」は理 学 的根 拠 を十 分 に伴 ってい な かっ たた め，

防 災計 画 を策 定す べ き対象 と して採 用 され る段 階 に ない もの と専 門 技術

的判 断 が下 され た の で ある。

なお ，福 島県 沖 ・茨 城 県 沖 の領 域 につ い て は， 「M7ク ラス の 地震 （中

略） が発 生 して い るが ， これ らの地 震 の繰 り返 し発 生 は確認 され て い な

い。」 と判 断 され た （丙A第26， 同号 証 の2・4，6，9及 び14，5

2な い し67ペ ー ジ）。

そ して ， そ の結 果 ， 以 下 の 図 表6の とお り， 日本 海 溝 ・千 島海 溝 報

［図表5］ 丙A第26号 証 の2 ・59，62ペ ー ジより

平 成18年 「日本 海 溝 ・千 島海溝報告 書 」（中央防災会 議 ）
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告 書 に お い て 防 災 対 策 の検 討 対象 と した 地震 に よ る海 岸 で の津 波 高 さ

の 最 大値 は ，福 島 第 一発 電所 が あ る福 島 県双 葉 郡 大 熊 町 に お い て5メ

ー トル （T ．P． （＝東 京 湾 平均 海 面 ）基 準 ） を超 え ない もの と判 断 さ

れ ， そ の 周辺 自治 体 の 津 波 高 さも最 大 で5メ ー トル 前 後 と判 断 され た

の で あ る （丙A第26， 同号証 の2・65ペ ー ジ）。

［図表6］ 丙A第26号 証 の2 ・65ペ ージより

平 成18年 「日本海 溝 ・千島海溝報告書 （中央防災△議 ）
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イ 上記 の 日本海溝 ・千島海溝報告書 にお ける結論 は，谷 岡教授及 び笠原

名誉教授 が 「最終 的に中央防災会議 『日本海 溝 ・千島海 溝周辺海溝型地

震 に関す る専 門調査会』 で出 され た結論 は，北海道WGの 議論や結論 を

踏 まえて出 された ものにな ります。」 （丙B第58号 証15ペ ー ジ）， 「北

海道WGに ついては， （中略）専門調査会か らの付託事項 についての検討

を行 った もの で，そ の中では，三陸 か ら房総 まで入れ て，特 に大 きな津

波 を もた らした プ レー ト間地震等 の検討 もされてい る ところ，そこで明
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治三陸地震の よ うな津波地震 を どの よ うに考 えるべ きかについて も議論

が され ま した。 （中略）津波地震 としての明治三陸地震 については，慶長

三陸地震 との繰 り返 し性 を前提 に三陸沖 の領域 でモデル を置 き，防災対

策 として取 り入れた報告 を してい る一方 ，他 の領域 において明治 三陸地

震 と同様 の：津波地震 が発 生 しうる見解 に沿った防災対策 は提 唱 され るに

至っていませんが， これは先の よ うな北海道WGで の検討 を踏 ま えて報

告 され た もので した。」 （丙B第59号 証8な い し10ペ ー ジ） と述 べて

い る とお り， 日本海溝 ・千島海溝調査会 が北海道 ワーキ ングル ープに検

討 を委託 し，同 ワー キンググル ープが専門技術 的検討 を行 った結果 を踏

まえて出 されたものである。

そ して，谷 岡教授及び笠原名誉教授が， 「北海道WGは ， 中央防災会議

が防災対策 の対象 とすべ き地震 を検討す るために設置 され た ワーキ ング

グル ープで したので，その中で，福 島県沖や茨城 県沖な どの他 の領域 で

も過去 に明治 三陸地震 の よ うな津波 地震 が発 生 して きたのであれ ば，当

然 ，防災対策 の対象 とす べ きと考 え るこ とにな るのです が，明治 三陸地

震 のよ うな津波地震につ いては， （中略） そのメカニズムが解 明 され るに

至 っていませ んで した し， （中略）私 を含む多 くの地震学者 が津波地震 を

研究 し，様 々な仮説 を提 唱 して きた ものの， これ らの多 くは，明治 三陸

地震 の よ うな津波 地震 は，限 られ た領域や特殊 な条件 が揃 った場合 にの

み発 生す る可能性 が高い とい うもので した。 です か ら，私 は，地震学者

として，第2回 会合 では， （中略）同 じような説 明を しま した。私は，こ

の説 明の中で，瀬野博 士の論文 に も言及 しま した し，議論 の中で は，確

か，佐竹博 士か ら，鶴博士 の論文 だったかははっき り覚 えてい ない もの

の，ホル ス ト ・グラベ ン構造 につ いて，三陸沖 と福島県沖 の比較 に関す

る最新 の知 見につ いて も言及 があるな ど した もの と記憶 してい ます。 そ

して，北海道WGで は，明治三陸地震 の よ うな津波地震 は，限 られ た領

117



域や特殊 な条件 が揃 った場合 にのみ発 生す る可能性 が高い とい う方 向性

に異論は出 され ませんで した。 その結果，北海道WGで は， （中略） 明治

三陸地震 については三陸沖北部か ら三陸沖中部 の海溝軸付近 のプ レー ト

間地震 と してのみ考慮 され ，明治三陸地震 の よ うな津波 地震 を福 島県 沖

や茨城県 沖な どで も発 生す る可能性 があ るもの として取 り扱 うべ き とは

され ませ んで した。 ただ し，千葉 県沖については1677年 延宝房総沖

地震 が発生 してお り， この地震 については震源過程 が特 定できて いない

ものの，留意事項 と しての記述 を残すべ き としま した。」 （丙B第58号

証15な い し17ペ ー ジ）， 「北海 道WGで ，谷 岡先 生 が津 波 地 震 に関 す

る当時の地震 学分 野 にお ける知 見の集積状況 について説 明 し，そ の後 ，

審議が されて います。 （中略）その際は，谷岡先生 か ら，津波地震 に関す

る知見 の説 明が あった後 ，委員 の間で，三陸沖 とその他 の 日本海溝沿 い

の領域 にお け るホル ス トグ ラベ ン構造や堆積物 の集積モデル の違いや，

近年 の観測結果 につ いての言及 があ り，明治三 陸地震 の よ うな津波地震

は，限 られ た領域や特殊 な条件 下でのみ発生す る可能性 が高 いので はな

いか とい う方 向性 での意 見が出て，その方 向性 に異論 が出てい なか った

と記憶 して います。」 （丙B第59号 証9ペ ー ジ） と述べ る とお り，北海

道 ワー キング グルー プにお け る検討結果 は，’理学的根拠 に基づいた議論

・検討 によって導 き出 された ものであるこ とが認 め られ る。

ウ また， 「長期評価 の見解 」の取扱 いに関す る上記結論 については，以下

に引用する とお り，谷岡教授，笠原名誉教授 ，今村教授，首藤名誉教授，

松澤教授 及び津村博士 が 「中央防災会議 な どで実際 にこの見解 に依拠 し

た防災対策 を させ るべ きか と聞 かれれ ば，十分 な理学的根拠 があるのか

を検証 した上で判断 してい く必要が ある （中略） この結論 について，当

時の私は，北海道WGの 委員 として も明治三陸地震 を始 め とす る津波地

震 を長年研 究 して きた研 究者 として も妥 当な もので あると考えてい ま し
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た。」 （丙B第58号 証8及 び17ペ ージ）， 「最終的な政策 的当否や工学

的当否 につ いては，政策側や 工学者 に よる専 門的判断 にお任せ したい と

思います。 もっ とも，明治三 陸地震 の よ うな津波地震 につ いては，先 に

述べ た とお り，北海道WGで 検討 が され てお り，そ こでは理学的知見 と

しての精度や 可能性 の高低 に関 し，理学 的観 点に基づ いた議論が行 われ

た ことは間違 いあ りません。」 （丙B第59号 証11ペ ー ジ）， 「推本 の想

定を受 けて実際 に防 災基本計画 を作成す る中央 防災会議や，原子力防災

対策 として津波評価技術 の検討 を行 う土木学会 な どでは，工学的 な視 点

を取 り入れ なければな りませ ん。です か ら，これ まで述べてきた ように，

長期評価 の中で科学 的な コンセ ンサスを得 られ ていない よ うな見解 につ

いて， 中央防災会議 におい て も決 定論的 な津波評価技術 において も採 用

しない こ とは工学的 には 当然 の こ とで した。1（丙B第30号 証29ペ ー

ジ）， 「地震調査研究推進本部 は研究調査 の方 向を示す もので，災害対策

の方針 を決 めるものではあ りませ ん。防災対策 の実施方針 を決 めるのは

中央防災会議 です。」 （丙B第45号 証23ペ ー ジ）， 「中央防災会議 は，

実際の防災 を担 う機 関ですか ら，防災対策 に資す る実用的 な知見 を必要

としてお り，調査委 見解 は，他の想定すべ き地震 に比べて信頼度 は低 い

と判断 され たた め，採用 され なか ったのだ と思いますが，それ 自体はや

む を得 なかった と思います。」 （丙B第23号 証19ペ ージ）， 「防災対策

にっいては， 中央防災会議 な どの防災対策 を実務 的に担 当す る機 関や事

業者 において，推本 等の専門機 関が行 った地震 予測 等を踏 まえつっ，様

々な検討 を行 った上で判 断すべ きものだ と思います が，福 島県 沖 日本海

溝 沿いにお ける：津波 地震 の発 生可能性 については，過去 の地震 に関す る

デー タや歴 史資料 が乏 しい こ とに加 え， この領域 で過去 に津波地震の発

生は確認 され てお らず，いわ ゆる比較沈 み込み学 か ら， この領域では巨

大地震 が発 生 しに くい とい う考え方 が支配 的で した。 です か ら， 当時の
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地震学 において は， この領 域で大規模 な津波地震や 巨大地震 が発生す る

切迫 した危険性 が あるな どと考 える人 はほ とん どい なか った と思 います

ので， この点で， 中央防災会議 の判断 は，理解 で きるものだった と思い

ます。」 （丙B第13号 証6ペ ー ジ） と述べてお り，多 くの専門家 の意 見

によって，その正当性が裏付 けられてい るところである。

（3）小括

以上の とお り， 日本海溝 ・千島海溝 報告書 は，我が国の防災分 野にお け

る地震 ・津波防災対策の検討 として， 「長期評価 の見解」 を含む科学的知見

につ き専 門技術 的判断 を行 った結果を示 した ものであることか ら， 「最新の

科学的，技術的知見 を踏ま えた合理的 な予測」 によって リス クを示唆 した

知見で あると評価できるものであ る。

もっ とも，図表5で 示 した とお り， 日本海溝 ・千島海溝報告書 では，繰

り返 し発 生が確認 され ていない ものは津波 防災対策 の対象 と して取 り入れ

てい ない こ とか ら，福 島県東方沖地震 （塩屋崎 沖地震 ）がその対象 か ら外

されてお り，同報告 書 によって導 き出 され る津波 高 さは，福 島第一発電所

周 辺の 自治体で も5メ ー トル前後 で あ り，最 も安全 寄 りの考 え方 に基づ い

て波源 の設 定 をす るた めに福 島県東方 沖地震 （塩屋崎 沖地震） も波源 と し

て取 り込んだ津波評価 技術 によって導 き出 され た津波 高 さを超 えない もの

であった。

したがって， 日本海溝 ・千島海溝報告書 は 「最新 の科学的 ，技術的知 見

を踏ま えた合 理的な予測」 に よって リスクを示唆 した知見 であるが，そ こ

では敷 地高 さを超 える津波 を想 定す るものではない以上， 同報告書 によっ

て も福 島第一発 電所事 故の予 見可能性 は基礎づ け られ る もので はない。む

しろ，津 波評価技術 で導 き出 され た津波高 さの方 が同知見の想 定す る津波

の高 さよ り高 くなってい ることは，津波評価技術 が最 も安全寄 りの津 波対

策 をす るための知 見であった ことを裏付 ける ものである。 そ して，結果 と

120



して津 波 対 策 に 関 して 「長 期 評 価 の 見解 」 が 取 り入 れ られ な か っ た とい う

こ とは ， 当時 の専 門家 の 間 で は， 同知 見 が 「最 新 の科 学 的 ， 技術 的知 見 を

踏 ま え た合 理 的 な予 測 」 に よ って リス ク を示 唆 す る知 見 で なか っ た と評 価

され て いた事 実 を，何 よ りも実 証す る もの とい え る。

7「 溢 水 勉 強会 」 （甲A第39号 証 の1， 第42号 証 ，丙A第30号 証 の1な

い し第36号 証 の3， 第162な い し第165号 証 ） につ いて

（1） 「溢 水勉 強 会 」の趣 旨に つ いて

ア 保 安 院 とJNESは ， 平 成16年12月26日 ， ス マ トラ沖 地震 に伴

う津 波 の発 生 を受 け， 原 子 力発 電所 に係 る国 内外 の 事故 や トラブル や 安

全 規 制 に関 わ る情報 を収集 す る と とも に， これ らの 情報 を評 価 し，必 要

な 安 全規 制 上 の対 応 を行 う目的 で ， 定 期 的 に安 全 情 報検 討 会 を開催 して

い た が （第1回 は ， 平成15年11月6日 に 開催 され て い る。），平 成1

7年6月8日 に開催 され た 第33回 安 全 情 報 検討 会 は ， 上記 事 象 等 を踏

ま え，外 部 溢 水 問題 に関す る検 討 を開 始 す る こ と と した （丙A第29号

証 「対 応安 全 情 報 の 検討 状 況 」，丙A第162号 証 「溢 水勉 強会 の調 査結

果 につ いて」）。

イ また ，NRCは ， 平 成17年11月7日 ， 米 国 キ ウォ ー ニ ー原 子 力 発

電 所 で低 耐 震 ク ラス 配 管 で あ る循 環 水 系配 管 の破 断 を仮 定す る と， ター

ビン建 屋 の浸 水 後 ， 工 学 的 安 全施 設 及 び 安 全停 止 系機 器 が故 障す る こ と

が判 明す る との情 報 を事 業者 に 通知 した。 この 情報 は ， 同月16日 に 開

催 され た安全 情 報検討 会 にお いて紹 介 され ，今 後 の検討 項 目 とされ た （丙

A第29， 第162号 証 ）。

ウ そ こで ， 上記 各事 象 に係 る我 が 国 の現 状 を把 握 す るた め ，平 成18年

1月 ，保 安 院 ，JNES， 電気 事 業 者 等 で構…成 す る溢 水 勉 強 会 を立 ち上

げ ，調 査検 討 を開始 した （丙A第29， 第162号 証 ）。

この溢 水 勉 強 会 は ，保 安 院 とJNESで 構 成 し， 電 気 事 業者 ， 電 気 事
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業連 合 会 ，原 子 力 技 術 協 会 及 び メ ー カ ー は ， オ ブ ザ ーバ ー で参 加 す る と

い うもので あ った。

溢 水 勉 強 会 は， 平 成18年1月 か ら平 成19年3月 ま で ，合 計10回

に わ た り開催 され ，平 成19年4月 ， 「溢 水勉 強会 の調 査結 果 につ い て」

と題 す る報告 書 をま とめ た （丙A第162号 証）。

（2） 「溢 水勉 強会 」 の 内容 に つ いて

溢 水 勉 強 会 は， 原 子 力 発 電 所 内 の配 管 の破 断等 を理 由 とす る内部 溢 水 ，

津 波 に よ る外 部 溢 水 を 問 わず ，溢 水 に 関す る調 査 ，検 討 を進 め て い た が ，

検 討 の過 程 で ，原 子 力 安全 委 員 会 が示 して い る耐 震 設 計 審 査 指 針 が改 訂 さ

れ ， 同指針 にお い て ， 地震 随伴 事 象 と して津 波 評 価 を行 うもの と され た こ

とか ら，溢 水勉 強会 で は ， 内部 溢 水 に 関す る調 査 ，検 討 を行 うこ と とな っ

た 。溢 水 勉 強 会 で の検 討 内容 や そ の結 果 が い か な る意 味 を有 す る もの で あ

るか につ いて は， 当時 の検討 経過 を正確 に把握 す る必 要 が あ るた め，以 下 ，

時 系列 に従 っ て説 明す る。

ア 第1回 か ら第6回 ま で

（ア） 第1回 溢 水勉 強 会 （平 成18年1月30日 ）

第1回 溢 水 勉 強 会 は ， 平成18年1月30日 ，JNESの 会 議 室 に

お い て行 わ れ た。 出席 者 は，保 安 院 か ら2名 ，JNESか ら5名 ，電

気 事 業連 合 会 か ら1名 ， 被 告 東 電 を含 め た電 気 事 業 者4社 か ら10名

で あ る （丙A第30号 証 の1「 内 部溢 水 ， 外 部溢 水 勉 強 会 第 一 回 」）。

現 存 して い る資 料 （丙A第30号 証 の2「 外 部溢 水 ， 内部溢 水 の 対

応 状況 ， 一勉 強 会 の立 上 げ につ い て 一」） に よる と， 以 下 の事 実 が確認

で きる。

まず ， 内部 溢 水 ，外 部溢 水 共 通 の 事 項 と して ，海 外 の溢 水 に関 す る

指針 等 の調査 を行 うこ とと され た。

次 に ， 内部 溢 水 に 関 して は ，① 海 外 の 原 子 力発 電所 の 内部 溢 水 事象
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の調 査 ，② 国 内 プ ラ ン トの調 査 ・検討 ，③確 率論 的 安全 評価 （PSA）

の 確 立 を行 い ， 外 部 溢 水 に関 して は ，想 定 を超 え る津 波 （土木 学 会 評

価 超 ） に対 す る安 全 裕 度 等 につ い て ，代 表 プ ラ ン トを選 定 し， ① 津 波

ハ ザ ー ドの評 価 （太 平洋 ， 日本 海 各 々3地 点 程度 ）， ②機 器 ・設備 の脆

弱 性 （フ ラ ジ リテ ィ） の評価 ，③ 津 波PSA（ 確 率 論 的 安 全 評 価 ） の

高 度化 （津 波 リス クの 明確 化5年 計 画），④AM（ ア クシデ ン トマネ

ジ メン ト）策 の必 要性 等 の検 討 を行 うもの とされ た。d

この うち， 津 波溢 水 ア ク シデ ン トマ ネ ジ メ ン ト対 策 の検 討 にお い て

は， 浸 水 した と仮 定 して ， プ ラ ン ト停 止 ， 浸 水 防 止 ， 冷 却 維 持 の調 査

を行 うもの と され ， また ， 対 策 検 討 の ス ケ ジ ュー ル と して ，平 成17

年 度 か ら平 成22年 度 まで の 期 間 を想 定 した ス ケ ジ ュー ル （中長 期 検

討 計画 ） が示 され た。

そ して ，津 波溢 水 に関 して は， 平 成18年5月 又 は6月 ま で の 目標

と して ， ① 代 表 プ ラ ン トの津 波 ハ ザ ー ドの暫 定 評 価 ， ② 代 表 プ ラ ン ト

機 器 へ の影 響 評 価 ， ③ 中長期 検 討 計 画 の見 直 しを行 うもの と され た。

（イ） 第2回 溢 水勉 強 会 （平 成18年2月15日 ）

a第2回 溢i水勉 強 会 は， 平 成18年2月15日 に開 催 され た （丙A

第31号 証 の1「 内部 溢 水 ，外 部 溢 水 勉 強会 第2回 議 事 メモ 」）。 議

事 メ モ （同 号証 の1） に よれ ば ， そ こで は， 外 部溢 水 に 関す る検 討

と して ，「想 定外 津波 に対 す る機器 影 響 評価 の 計画 につ い て （案 ）」 （同

号証 の2） に よ り，検 討 項 目及 び ス ケ ジ ュー ル につ い て の検 討 状 況

の報 告 が され ， 「津波 に対 す る安 全 性 は，設 計 条件 にお い て十 分 に確

保 され てい る もの の，念 の た め想 定 外 津波 に対 す る検討 を実施 す る」

こ と と し，6月 ま で の 実施 項 目を明確 にす る よ う，JNESか ら電

気 事 業者 に対 し要望 した こ とが確 認 で き る。

さ らに， 電 気 事 業 者 側 の 検 討 対 象 プ ラ ン トと して ，沸 騰 水 型 原 子

123



炉 （BWR） について，福 島第一発電所5号 機 女川発電所2号 機

及び浜 岡発 電所4号 機 加圧水 型原子炉 （PWR） にっいて，大飯

発電所3・4号 機及び泊発電所1号 機が選定 された こと，この うち，

福 島第 一，浜岡及 び大飯 の各発 電所 について は，暫定的 な津波ハザ

ー ド評価結果 を参考 と し，それ以外のプ ラン トは，想定波高 を基 に

検討す るこ ととされ ，プ ラン トの現地調 査 に際 して は，勉 強会 とし

て も視察 を計画す ることとされた ことが認 め られ る。

b勉 強会で使 用 され た資料 「想 定外津波 に対す る機器 影響評価 の計

画 について （案）」 （丙A第31号 証 の2） には， 「津波 に対す るプラ

ン トの安全性 は，設計 条件 にて十分に確保 されてい る とい う考 え方

の下 ，念 のため とい う位置 づ けで，想 定外 津波 に対す るプ ラン トの

耐力 につ いて検討 を行 う」 とされた。 そ して，最終的 には， リス ク

とコス トのバ ラ ンスを踏 まえた合理 的な対 策 を立案 す ることを 目的

とす るが，想 定外津波 に対す るプ ラン トの耐力 ・対策 コス トについ

て概 略的 なイ メー ジを持つ ため，代表 プ ラン トにて決 定論 的な検討

（ここでい う決 定論的 な検討 とは，現行設 計高 さを超 える津波 が到

来す る可能性 につい て検討す ることな く，その よ うな津波 が来 るこ

とを決定 した前提 として行 う検討 を意味す る。）を行 うとされた。

具体的な検討手順 としては，以下の手順 が示 され ている。

① 津波水位 の仮定

例 えば，敷地高 さ＋1メ ー トル等 とい った現行設計津波高 を超

え る水位 を仮 定す る。参 考のた め，可能 なものは津波ハザー ド暫

定評価 を実施す る。

② 津波水位 による機器影響評価

津波水位 に よる建屋，構築物 ，機器 への影 響範囲 を段階的 に整

理 し，現地調査によ り確認す る。
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i屋 外 の機器 ，建屋，構築物へ の影響範 囲の整理 として，津波

到達範 囲の検討 と水没に よる機器 の機能喪失の評価 を行 う。

ii建 屋へ の浸水 に よる機器へ の影響範 囲の整理 として，浸水範

囲の検討 と水没 による機器 の機能喪失の評価 を行 う。

ii上 記 の各影響が波及 して機能喪失す る機器 の整理 を行 う。

③ プラン ト冷温停止移行過程 における影響評価

地震 ス クラム （緊急停止） に続 いて津波 が来襲 した場合 と，独

立事象 として津波 が来襲 した場合 にっ いて，プ ラン ト冷温停止 に

至 る過程 を整理 し，津波 による機器 の機能喪失の影響 を整理す る。

④ 影響緩和 のための対策の検討

津波来襲 による炉心損傷を防 ぐための合理的な対策 を検討す る。

⑤ 津波PSAの 検討

⑥ 対策要否 の検討

上記①か ら⑤ の検討 を踏 まえた対策 の要否 を検討す る。

なお，上記資料 におい ては，代表 プ ラン トを選定 した理 由が記

載 され てお り，福島第一発電所5号 機が選 定 され た理 由としては，

日本海溝 に想 定 され る津波 の影響 を考慮す るこ とができる場所 で

あ り，海水 に依存 しない非常用D／Gを 採 用す る2号 機 ，4号 機

及び6号 機 を除 くと，5号 機 がBWRの 代表プ ラン トとして考 え

られ ると記載 されていた。

c一 方 ，内部溢水 に関す る検討 として，「内部溢 水問題 に関わ る調査

対象 代表プ ラン トの選定」 に よ り，代表プ ラン トの選 定が行 われ ，

平成18年6月 まで に代表 プラ ン トで の評価 を行い ，その結果 を参

考に して，そ の後全プ ラン トでの評価 を行 うことが示 され，平成1

8年6月 まで に詳細 な検討 スケジュール を作成す る こととされた。

なお，全プ ラン トの評価 にお いては，各プ ラン トの配置，設備構成
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に基 づ い て判 断 す る必 要 が あ り， 代表 プ ラ ン トで の評 価 完 了後 約4

年 か か る との予想 も示 され て いた。

内部 溢 水 調 査 に 関す る代 表 プ ラ ン トは ，BWRに っ い て ，福 島 第

一発 電 所4号 機 及 び 大飯 発電 所3号 機 と され た
。

（ウ） 第3回 溢 水勉 強会 （平成18年5月11日 ）

第3回 溢i水勉 強 会 は ，平 成18年5． 月11日 に 開催 され た。 当時 の

資 料 （甲A39号 証 の1に お け る 「内部 溢 水 ，外 部溢 水 勉 強会 第3回

議 事 次 第 」） に よれ ば，JNES及 び 電気 事 業者 が それ ぞ れ 内部溢 水 及

び 外部 溢 水 に関 す る調査 状 況 の報 告等 を した こ とが確 認 で き る。

外 部 溢 水 に関 して は， 電気 事業 者 が代表 プ ラ ン トにつ い て ，前 記 （イ）

bの 「想 定外 津 波 に対 す る機 器 影 響 評 価 の計 画 につ い て （案 ）」 （丙A

31号 証 の2） に従 っ た影 響 評 価 の結 果 が報 告 され た。 各 プ ラ ン トの

評価 は， 以 下の とお りで あ る。

a福 島 第 一発 電 所5号 機 （甲A39号 証 の1に お け る 「1F－5想

定外 津 波検 討 状況 に つ いて」）

① 津 波水位 の仮 定

0．P． ＋14メ ー トル 及 びO．P． ＋10メ ー トル を仮 定 し

た。 前 者 は ，敷 地 高 さ （O．P． ＋13メ ー トル ） ＋1．0メ ー

トル の水 位 で あ り， 後者 は， 上 記 仮 定 水 位 と設 計 水 位 （0．P．

＋5．6メ ー トル ） との 中間 の 水位 で あ る。 検 討 に 当た っ て は ，

仮 定 水 位 の継 続 時 間 は 考 慮 しな い ， す なわ ち長 期 間 継続 す る もの

と仮 定 した。

② 津波 水位 に よ る機 器 影 響評 価

i屋 外機 器 ，建 屋 ，構 築物 の影 響

敷 地 高 さ を超 え る津 波 に対 して建 屋 に浸 水 す る可能 性 が あ る

こ とが確 認 され た具 体 的 な流 入 口 と して は ，海 側 に 面 した ター
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ビ ン建 屋 （T／B） 大 物 搬 入 口， サ ー ビ ス建 屋 （S／B） 入 口

等 が あ り，機 器 につ い て は ，津 波 水 位0．P． ＋14メ ー トル

及 び0．P． ＋10メ ー トル の 両 ケ ー ス とも に， 非 常 用海 水 ポ

ンプが津 波 に よ り使 用 不能 な状 態 とな る。

ti建 屋 へ の浸水 に よる機 器 へ の影響

津 波 水 位0．P． ＋10メ ー トル の場 合 に は ，建 屋 へ の 浸 水

は な い と考 え られ る こ とか ら，建 屋 内 へ の機 器 へ の影 響 は な い

が ，津 波 水 位O．P． ＋14メ ー トル の場 合 は ， ター ビ ン建屋

（T／B） 大 物搬 入 口， サ ー ビス建 屋 （S／B） 入 口か ら流 入

す る と仮 定 した 場 合 ， ター ビン建 屋 （T／B） の各 エ リア に浸

水 し，電源 設 備 の機 能 を喪 失す る可能性 が あ る。

③ 上 記影 響 が波 及 して機 能喪 失す る機器

津 波 水 位0．P． ＋14メ ー トル の ケ ー ス で は ，浸 水 に よ る電

源 の 喪 失 に伴 い ， 原 子 炉 安 全 停 止 に 関 わ る電 動 機 ，弁 等 の動 的機

器 が機 能 を喪失 す る。

bそ の他 の発 電 所の影 響 評価

浜 岡 発 電 所4号 機 （丙A32号 証 の1「 想 定外 津 波 に対 す る浜 岡

原子 力発 電 所 の機器 影 響 評価 （概 要）」） で は，津 波水 位 の仮 定 を 「敷

地 高 さ＋1m（T．P． （引用 者 注 ：東 京 湾 平 均海 面 ） ＋7．Om）

と仮 定 し， 長 時 間継 続 とす る」 とされ ， 大飯 発 電所3号 機 （同 号証

の2「 想 定外 津波 の影 響 評価 につ いて」）で は，津波 水位 の仮定 を 「勉

強会 用 に大飯3号 機 の建屋 周 辺 の敷 地高 さ （EL（ 引用者 注 ：標 高 ）

＋9．7m） に ＋1mと す る」 と され ， 泊発 電所 （同 号証 の3「 想

定外 津波 検討 状 況 につ い て 」）では ，津波 水位 の仮 定 を 「敷 地 高 さ （T．

P．10．Om） ＋1mと し，水 位 の継 続 時 間 は 考慮 しな い （長 時

間継 続）」 とされ て， そ の影 響 が検 討 され た。

127



（エ） 第4回 溢 水勉 強 会 （平成18年5月25日 ）

第4回 溢 水勉 強 会 は， 平 成18年5． 月25日 に 開催 され た。 内部 溢i

水 に関 して は， 第3回 で配布 され た 「内部 溢 水 問題 に 関わ る調 査 」 （丙

A163号 証 ） と同一 の資 料 （甲A第42号 証 「内部 溢 水 問題 に 関 わ

る調 査 」） が使 用 され た こ とが確認 で き る。

外 部 溢 水 に関 して は， 電 気 事業 者 か ら， 「確 率論 的津 波 ハ ザー ド解 析

に よ る試 計 算 につ い て」 （丙A164号 証 ） に基 づ き報告 が され た こ と

が確 認 で き る。 そ れ と と もに ，女 川 発 電 所2号 機 の機 器 影 響 評 価 の報

告 （丙A165号 証 ） が され て い る と ころ ，そ の 中 に は ， い わ ゆ るマ

イ ア ミ論 文 （甲A第41号 証 の1及 び2） を前 提 に ，JTT2（ 福 島

県 沖 ） で モ ー メ ン トマ グ ニチ ュー ド8．5の 地 震 が起 き る こ と も分 岐

項 目の一 つ と して 取 り上 げ た上 で ，確 率 論 的津 波 ハ ザ ー ド解 析 手法 を

用 いて 福 島県 沿 岸 にお け る津 波 高 さ及 び年 超 過 確 率 を試 算 してお り，

福 島第 一 発 電 所5号 機 の評 価 例 （丙A164号 証 ・2枚 目図 一5） の

ハ ザ ー ド曲線 にお い て，O．P． ＋10メ ー トル を超 え る津 波 高 さが

到 来す る年 超過 確 率 が10”4を 下 回 る こ とが報 告 され た。

（オ）現 地 調査

a第1回 現 地調 査 （平 成18年6月8日 及 び9日 ） （丙A第33号 証

の1「 国 内 出張 報 告書 」 （出 張期 間 が 平 成18年6月8日 か ら同 月9

日まで の もの））

福 島第 一 発 電 所4号 機 （内部 溢 水 ） 及 び5号 機 （外 部溢 水 ） にっ

い て，現 地調 査 が行 われ た。

b第2回 現地 調 査 （平 成18年6月27日 及 び28日 ） （丙A第33

号 証 の2「 国 内 出張報 告 書 」 （出張 期 間 が 平成18年6月27日 か ら

同 月28日 ま での もの ））

PWRの 代 表 プ ラ ン トと して ， 泊発 電所1号 機 及 び2号 機 に つ い
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て ，現 地調 査 が行 われ ，溢 水 対策 状況 を調査 した。

（カ） 第5回 溢 水勉 強 会 （平成18年6月13日 ）

第5回 溢 水勉 強会 は，平成18年6月13日 に開催 され た。 資料 （丙

A第34号 証 の1「 内部溢 水 ，外 部溢 水 勉 強会 第5回 議 事 次第 」） に よ

れ ば， 議 題 と して ，JNES及 び 電 気 事 業 者 の調 査 状 況 ・内容 等 の報

告 ， 中 間 の ま とめ方 が取 り上 げ られ た こ と， この うち ，前 者 につ い て

は ，福 島第 一 発 電 所5号 機 の 現 地 調 査 を受 け て の質 疑 応 答 ，海 外 の 内

部 溢 水 事 象 等 の調 査 の報 告 ， 津 波 ハ ザ ー ド暫 定評 価 結 果 が議 題 と され

た こ とが うかが われ る （同 号証 の1） 。

なお ，当 日の資料 と して，「海 外 の 内部溢 水 事象 等 の調 査結 果 （INES，

IRS，ASN等 よ り）」 （丙A第34号 証 の2） ， 「内部溢 水 問題 に関す る評

価 手法 の概 要 （BWR） 」 （同号証 の3） ， 「同 （PWR） 」 （同号証 の4） ，

「溢 水 に対 す る各 国 の対応 」 （同 号証 の5） ， 「米 国 にお け る溢 水 問題 へ

の取組 み状 況 」 （同号 証 の6） 等 の 資料 が使 用 され てい るが ， これ らは

いず れ も内部溢 水 に関す る もの で あ る。

（キ） 第6回 溢 水勉 強 会 （平 成18年7月25日 ）

第6回 溢 水勉 強 会 は， 平成18年7月25日 に開催 され た （「第53

回安 全情 報 検討 会 議 事 メモ （溢 水 問題 ）」 丙A第35号 証 の1・2ペ ー

ジ）。 当 日の 資料 と して， 「内部 溢 水 検討 方 法 とそ の特 徴 」 （丙A第36

号 証 の1） ， 「日本 の原 子 力発 電 所 の 分類 」 （同 号証 の2） ， 「内部 溢 水 検

討 の今 後 の展 開 工程 」 （同号 証 の3） 等 の 資 料 が用 い られ ， 内部 溢 水 に

つ いて の検 討 が行 われ た こ とが確 認 で き る。

イ 第53回 安 全情 報 検 討会 （平 成18年8月2日 ）

平 成18年8月2日 ， 経 済 産 業省 で 安 全 情 報 検 討 会 が 開催 され た。J

NESか ら，溢 水 勉 強 会 にお け る外 部 溢 水 に 関す る検 討 状 況 につ い て の

報 告 が され た （丙A第35号 証 の1「 第53回 安 全 情 報 検討 会議 事 メモ
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（溢水問題）」）。

そ こで提 出 された資料 「外部溢水検討会結果 について」 （丙A第35号

証の2） には， これまでの外部溢水 に関す る検討結果が整理 されている。

この資料 において， 「原子力発電所 の津波評価及び設計においては，『原

子力発電所の津波評価 技術』 （平成14年 ・土木学会） に基づ き，過去最

大 の津波 はも とよ り発生の可能性 が否定で きない よ り大 きな津波 を想 定

してい るこ とか ら，津波 に対す る発電所 の安全性 は十分 に確保 されてい

るものと考 えている。今 回， この想定 を大 きく上回 る津波水位 に対 して，

飽 くまで も仮 定 とい う位 置づ けで，想 定外津波 に対す るプ ラン トの耐力

について検討 を実施 した。」 と記載 されてお り，溢水勉強会 におけ る検討

は，津波評価 技術 に基づいた外部溢 水対策 （津波対策） の正 当性 が認 め

られ るこ とを前提に しつつ，飽 くまで具体的な津波発 生の可能性 を度外

視 した検討であった ことが確認 されてい る。

ウ 第7回 溢水勉強会 （平成18年8月31日 ）

第7回 溢水勉 強会 は，平成18年8月31日 に開催 され，第53回 安

全情報検討会の結果 （丙A第35号 証 の1） が報告 され た。

工 第8回 か ら第10回 まで

原子力安全委員会 は，平成18年9月19日 ， 「発電用原子炉施設 に関

す る耐震設計審査指針 」 を改訂 した。 同指針 は， 「8．地震随伴事象 に対

す る考慮」の 中で，津波 に関 して， 「施設 は，地震 随伴事象 について，次

に示す事項 を十分 に考慮 した うえで設計 され なければな らない。 （1）施設

の周辺斜 面で地震時 に想 定す る崩壊 等 によって も，施設 の安全機能 が重

大な影響 を受 けるおそれ がない こと。 （2）施設 の供用期 間中に極 めてまれ

ではあるが発生す る可能性が ある と想 定す るこ とが適切 な津波 に よって

も，施設の安全機能が重 大な影響 を受 けるおそれがない こと。」が定め ら

れた。
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保 安 院 は， 翌20日 ， 上記 の 改訂 指 針 を受 け，被 告 東 電 を含 む 原 子 力

事 業 者 等 に対 し，既 設 発 電 用 原 子 炉 施 設 につ い て， 改 訂 され た耐 震 指 針

に照 ら した耐 震 安 全 性 の評 価 を実 施 し，報 告 す る よ うに指 示 した。 この

改 訂 され た指 針 を既 存 の原 子 力 発 電 所 に も適 用 して 評 価 をす る とい う指

導 （い わ ゆ る 「バ ックチ ェ ッ ク」 ）は ，福 島第 一 発 電 所 のみ な らず ，全 国

の既存 の原 子 力発 電所 を対象 とす る もの で あった。

この 指針 の改訂 及 び バ ックチ ェ ック の実 施 を踏 ま え， 以 後 の溢 水 勉 強

会 （第8回 （平成19年1月11日 ）， 第9回 （平 成19年2． 月27日 ），

第10回 （平 成19年3月14日 ）） で は， 内部溢 水 に関す る事 項 が取 り

上 げ られ た。

（3） 「溢 水 勉強 会 」 の検 討結 果

ア 「溢 水 勉 強 会 の調 査 結 果 に つ い て」 （丙A第162号 証 ）の 取 りま とめ

溢i水勉 強 会 は ， 平 成19年4月 に 「溢 水 勉 強 会 の 調 査 結 果 につ い て」

と題 す る報 告 書 を取 りま とめた 。 同報 告 書 で は ，溢 水 に対 す る各 国 の状

況 と して， ① 概 要 ， ② ア メ リカ の溢 水 に対 す る規 格 基 準 及 び ③ 我 が 国の

状 況 が記 載 され て お り， これ らを受 け て ，今 後 の検 討 の方 向性 につ いて

言 及 され た。

これ らは ， 基本 的 に内部 溢 水 に 関 す る事 項 で あ り， 外 部溢 水 につ い て

は， 以 下 の とお り， 我 が国 の溢 水 に 関連 す る設 計 基 準 の うち， 安 全 設 計

審 査 指 針 及 び 省 令62号 の外 部溢 水 に 関す る規 定 につ い て の記 述及 び 福

島 第一発 電 所5号 機 の現 地調 査 につ い て の記 述 が あ るのみ で あ る。

イ 外部 溢水 に関す る記 述

（ア） 「H． 溢 水 に対 す る各 国 の状 況 」 の 「1． 概 要 」 と して ， 「溢 水 に係

る各 国 （米 国 ， フ ラン ス， ドイ ツ ， 日本 ）の規 制 対応 の概 要 を別 紙1に

示 す。 米 国 にお い て は，プ ラ ン ト基 本設 計 にお け る設 計基 準 （GDC）

か ら詳 細 設 計 に お け る規 格 基 準 （SRP，RG， 民 間規 格 ） ま で外 部

131



・内部 溢 水 に対 す る規 格 基 準 等 が整 備 され て きて い る。 フ ラ ンス ， ド

イ ツ に お い て はプ ラ ン ト基 本 設 計 に お け る設 計 基 準 と して は， 内部 溢

水 に 関 して はLOCA（ 引用者 注 ：「冷 却材 喪 失 事故 」 の こ と） に付 随

した溢 水 に つ い て の規 定 の み で あ り， 外 部溢 水 に つ い て は洪水 に対 し

て規 定 して い るに 留 ま っ て い る。 一 方 ， 日本 に お い て は， プ ラ ン ト基

本 設 計 に お い て は ，米 国 に お け る設 計 基 準 （GDC） に相 当す る もの

と して ，安 全 設 計審査 指針 及 び発 電 用原 子 力設備 に 関す る技術 基 準 （以

下 「技 術 基準 」 とい う。） におい て ，外 部 ・内部溢 水 に係 る要求 規 定 （方

針 ）は あ るが，詳 細 設 計 にお け る技術 基 準 の解 釈 （審 査 基 準）及 びそ の仕

様 規 格 とな る民 間規 格 は存 在 しな い。 この た め ，溢 水 に対 す る規 格 基

準 が 整 備 され て い る米 国 を 参 考 と して 調 査 ・検 討 を進 め る こ と と し

た。」

（イ） 「H． 溢 水 に対 す る各 国 の 状況 」 の 「3． 我 が 国 の状 況 」， 「（1）溢

水 に関連 す る設 計基 準 （指針 ，技 術基 準 ）」， 「1） 安 全設 計 審査 指針 （指

針2， 指 針4， 指針5） 」 と して ， 「安 全 設計 審 査 指針 に おい て ，『指針

2． 自然 現 象 に対 す る設 計 上 の考 慮 』 の 中で ，外 部 溢 水 に係 る規 定 が

あ る。 具 体 的 に は，『安 全機 能 を有す る構 築 物 ， 系統 及 び機 器 は， 地震

以 外 の想 定 され る 自然 現 象 に よっ て原 子 炉 施 設 の 安 全性 が損 な われ な

い 設 計 で あ る こ と。 重 要 度 の特 に高 い 安全 機 能 を 有す る構 築物 ， 系統

及 び 機 器 は ，予 想 され る 自然 現 象 の うち最 も過 酷 と考 え られ る条 件 ，

又 は 自然 力 に事 故 荷 重 を適 切 に組 み 合 わせ た場 合 を考 慮 した設 計 で あ

る こ と』 が要 求 され て い る。 ま た ，解 説 にお い て ，『予 想 され る 自然 現

象 』 とは ，敷 地 の 自然 環 境 を基 に， 洪 水 ，津 波 ，風 ， 凍結 ，積 雪 ， 地

滑 り等 か ら適 用 され る もの をい うと され て い る （対 応 す る技 術 基準 ：第

4条 第1項 ）。」

（ウ） 「H． 溢 水 に対 す る各 国 の状 況 」 の 「3． 我 が国 の 状況 」， 「（2）産
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業界 の取 組 み 」， 「5） 現 地調 査 の概 要 」 と して ， 「当初 ， 内部溢 水 及 び

外 部溢 水 （津波 影 響 ）に係 る現 地 調 査 につ い て は，BWRは 東 京 電 力 ㈱

福 島 第 一原 子 力発 電 所 ，PWRは 関 西 電 力 ㈱ 大 飯 発 電 所 を計 画 して い

た。 しか しなが ら， 関 西 電 力 ㈱ で は 美 浜発 電 所3号 機 事 故 を受 けて ，

運 転 中 の施 設 内 へ の 立 入 を制 限 して い る こ とか ら十 分 な調 査 が で き な

い た め，PWRに つ い て は北海 道電 力㈱ 泊発 電 所 へ調 査 先 を変 更 した。

この た め， 事 前 に 十 分 な準備 が整 わ な か った こ と もあ り，BWRと 比

べ調 査 内容 に差 が 生 じて い る ので ，必 要 で あれ ば， 改 め て現 地 調 査 を

計画 す る こ とと した い。」， 「①福 島第 一原 子 力 発 電所 （中略 ）外 部 溢 水

に関 して は，5号 機 を対 象 と して 津 波 に よ る浸 水 の可 能 性 が あ る屋 外

設 備 の 代表 例 と して ， 非 常 用海 水 ポ ンプ ， ター ビン建 屋 大 物搬 入 口，

サ ー ビス建 屋 入 口， 非 常 用DG吸 気 ル ーバ の 状 況 につ い て調査 を行 っ

た。 タ ー ビ ン建 屋 大物 搬 入 口及 び サ ー ビス建 屋 入 口につ い て は水 密 性

の扉 で は な く，非 常 用DG吸 気ル ーバ に つ い て も， 敷 地 レベル か らわ

ず か の 高 さ しか な い。 非 常 用海 水 ポ ンプ は敷 地 レベル （＋13m） よ り

も低 い 取水 エ リア レベ ル （＋4．5m） に屋 外 設 置 され て い る。 土 木 学

会 手法 に よ る津 波 に よ る上 昇水 位 は ， ＋5．6mと な って お り， 非 常

用 海 水 ポ ンプ電 動 機 据 付 け レベ ル は ＋5．6mと 余裕 は な く，仮 に海

水 面 が 上昇 し電 動 機 レベ ル ま で到 達 す れ ば ，1分 程 度 で 電 動機 が機 能

を喪失 （実験 結果 に基づ く）す る と説 明 を受 けた。」

（エ） な お ， 同報告 書 に は，溢 水 勉 強会 の経 緯 と して， 「津 波 に よる影 響評

価 に つ い て は ， 自然現 象 で あ る こ とに 由来 す る不確 実性 や解 析 の保 守

性 の観 点 か ら，設 備 対 策 で は一 定 の裕 度 が確 保 され る必 要 が あ る。 こ

の た め ，溢 水 勉 強 会 で は ， 津波 対 策 に係 る勉 強 を進 めて きた が ，耐 震

設 計 審 査 指 針 の改 訂 に伴 い ， 地震 随 伴 事 象 と して津 波 評 価 を行 うこ と

か ら，外 部 溢 水 に係 る津 波 の対 応 は耐 震 バ ック チ ェ ッ クに委 ね る こ と
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と した。 ただ し，溢水勉 強会では，引 き続 き津波PSAに ついて，適

宜，調査検討 を進 めてい くこととされ た。」 と記載 されてお り，溢 水勉

強会 を進 め る過程 で，外部溢水 に係 る津波に関す る事項は耐震 バ ック

チェ ックにおける検討に委ね られた ことが明 らかに されている。

ウ 今後の検討方針

同報告 書は， 「皿．検討 の方 向性」 にお いて，検討事項 として， 「工事

計画認 可 （詳細設計）以降 （建 設，運転 ・保 守）にお ける溢水 に対す る規制

基準 として技術 基準の解 釈＊（審査基準）及び仕様規格 として民 間規格 （溢

水対策設計指針）の整備 が必要 となる。 また，溢水 に対す る規制要求 を明

確 にす るた めに，技術 基準 に該 当条項 （第8条 安全設備）に機 能要求事項

の規 定＊を追加 す る ことが必要 と思 われ る。」 とし，上記 「技術 基準の解

釈 ＊」 の脚注 として， 「性能規定化 された技術基準で は機 能要求 を規定す

ることとなるので，『想定 され る溢水が発生 した場合 において も，原子炉

の安全停止 に必 要 となる安全系機器 の機 能は維 持 され，原 子炉 は安 全 に

停 止で きるこ と。』 と規 定す ることにな ると思 われ る。」 と指摘 し，今 後

の検討方針 として， 「まず，溢水勉強会の調査結果 について，以下に示す

『溢 水 ワーキ ングチー ム』 メンバーが この内容 を理解 す るための勉 強会

を開始す る。」， 「また，民 間規格策定 については， 日本電気協会に要請 す

るこ とを考 えてい るが，了承 が得 られ るまで には相応 の時間 を要す るも

の と想定 され る。 このた め， これ に先立 ち，民間規格 として整備す る事

項について，以下 に示す 『溢 水 ワー キングチーム』 において，米 国の規

制制度 を参考に して検討 す る。 なお， 当該検討結果 については， 日本電

気協会の分科会 に提供す る。」 と記載 してい る。

（4） 「溢水勉 強会 」の検 討結 果は，被告国の予見可能性 を基礎 づ ける知見 と

ならないこと

ア 前記 （2）で述べた ところによれ ば，溢水勉強会は，津波が到来す る可能
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性 の有 無 ・程 度 や ， 津 波 が 到 来 した 場 合 に予 想 され る波 高 に 関す る知 見

を得 る 目的 で設 置 され た もので は な く， 実 際 に も， 上記 の 各知 見 が獲 得

・集 積 され た こ とは な か った ので あ り， 飽 くまで も仮 定 され た水 位 の 津

波 が 到 来 し， か つ ， そ れ に よ る浸 水 が長 時 間継 続 した と仮 定 した場 合 に

お け る原 子 力発 電 所 施 設 へ の 影 響 を検 討 した にす ぎ ない もの で あ っ た こ

とが認 め られ る。

す な わ ち ，第2回 溢 水 勉 強会 に お け る資料 「想 定 外津 波 に 対す る機 器

影響 評 価 の計画 につ い て （案 ）」 にお い て ，津 波 に対す るプ ラ ン トの安 全

性 は，設 計 条件 にて 十 分確 保 され て い る とい う考 えの 下 ，念 の た め とい

う位 置 づ けで ，想 定 外 津 波 に対 す る プ ラ ン トの耐 力 につ い て検 討 を行 う

もの で ， 最 終 的 に は， リス ク とコ ス トの バ ラ ン ス を踏 ま えた合 理 的 な 対

策 を立案 す る こ とを 目的 とす る も ので あ り， 想 定 外 津 波 に対 す るプ ラ ン

トの 耐 力 ・対策 コ ス トにつ い て概 略 的 な イ メー ジ を持 つ た め ，代 表 プ ラ

ン トにて決 定論 的 な検 討 を行 うこ と とす る とい うもので あ った。

イ 実 際 ， 第3回 溢 水 勉 強 会 で 報 告 され た 福 島 第 一 発 電所 につ い て の影 響

評価 の 前提 と して の 想 定 外 津 波 水位 の設 定 につ い て み て も，福 島第 一発

電 所5号 機iでは ， 建 屋設 置 レベ ル が た また ま0．P． ＋13メ ー トル で

あった こ とか ら，想 定 外津 波水位 が 「0．P． ＋14m［ 敷 地高 さ （0．

P． ＋13m） ＋1．Om］ 」 と仮 定 され た にす ぎな い （甲A第39号 証

の1） 。 同様 に ，浜 岡発 電 所4号 機 で は ， 「想 定 外 津 波 に よ る浸水 を敷 地

高 さ＋1m（T．P． ＋7．Om） と仮 定す る。」 （丙A第32号 証 の1

「想 定外 津波 に対 す る浜 岡原 子力 発 電 所 の機 器 影 響評 価 （概 要 ）」）， 大飯

発電 所3号 機 で は， 「勉 強 会用 に水位 を大 飯3号 機 の建 屋周 辺 の敷 地 高 さ

（EL＋9．7m） に ＋1mと した。」 （同 号 証 の2「 想 定外 津 波 の影 響

評価 につ い て」），泊 発 電所1・2号 機 では ， 「T．P． ＋11m［ 敷 地 高

さ （T．P．10．Om） ＋1．Om］ 」 （同 号 証 の3「 想 定外 津 波 検 討
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状 況 につ いて 」）， 女川 発 電 所2号 機 では ， 「想 定外 津 波水 位 は，敷 地 高 さ

（O．P． ＋14．8m） ＋1mと す る。」 とされ ，全 て の プ ラ ン トにつ

い て，機 械 的 に等 し く建 屋 の敷 地 高 さ＋1メ ー トル を仮 定 水位 と して 設

定 してい るた め， そ れ ぞれ の想 定外 津 波 水 位 は ，敷 地 の高 さに応 じて 異

な る高 さ とな って お り，各 プ ラ ン トの地 理 的 状 況 に応 じて ，そ れ ぞ れ の

発 電 所 にお い て どの く らい の高 さの津 波 が到 来 す る可 能 性 が あ るか とい

った 観 点 か らの 津 波 水 位 の設 定 は全 く され て い な い ので あ る （上 記 の と

お り， 大飯 発 電 所3号 機 につ い て は単 に 「勉 強 会 用 」 で あ る こ とが 明 記

され て い るが ， ほか も同 趣 旨で あ る こ とは 明 らか で あ る。）。 なお ，福 島

第 一 発 電所5号 機 にお い て は ，O．P． ＋14メ ー トル （これ は， 敷 地

高 さ＋1メ ー トル で あ る。） の水 位 の ほか に ，0．P． ＋10メ ー トル の

水位 につ い て も影 響 評 価 を行 って い る が， これ も， 仮 定 水位 と設 計 水位

との 中間 の水 位 で あ って ， 便 宜 上 設 定 され た こ とが 明 らか に され て い る

（甲A第39号 証 の1） 。

しか も， 津 波 水 位 の継 続 時 間 に 関 して ，仮 定水 位 の継 続 時 間 は 考慮 せ

ず ， 長 時 間継 続 す る もの と仮 定 して ，影 響評 価 が行 わ れ て い るな ど， 現

実 の津波 で はあ り得 ない想 定の 下で の影 響 を評価 した もので もあ る。

この よ うに ，津 波 に 関 して溢 水 勉 強会 で検 討 され た こ とは ，机 上 で一

定 の 津波 水 位 と継 続 時 間 を仮 定 した 上 で ， 当該 仮 定 した 事象 が 実 際 に発

生 す るか ど うか は さて お い て ， 仮 定 した 事象 に よ る建屋 ，構 築 物 ，機 器

へ の影 響 を み る こ と に あ った の で あ り， それ 以 上 に，仮 定 した水 位 の津

波 が 到来 す る可能 性 が あ るか否 か を検討 した り，到 来す る可能 性 が あ る

津 波 の高 さに つ い て の 知 見 を集 約 ， 蓄積 した りす る もの で は な か った 。

福 島 第一 発 電 所 に つ い て も，他 の プ ラ ン トと同様 に ，敷 地 高 を超 え る津

波 が到 来す る可能 性 や ，到 来す るお それ の あ る津波 高 さにつ い ての調 査 ，

検 討 が行 われ た もの では なか った の で あ る。
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ウ また，第4回 溢水勉強会 では，被告東電 が ロジ ックツ リーア ンケー ト

に よる重み付 け結果 に基づ き確 率論的津波ハザー ド評価手法 を試 行 した

マイア ミ論文 （甲A第41号 証 の1及 び2） を前提 に，福 島第一発電所

5号 機 の評価例 （丙B第164号 証 ・2枚 目図一5） のハザー ド曲線 に

おいて， 同号機 にお いて0．P． ＋10メ ー トル を超 える津波高 さが到

来す る年超過確 率が10”4を 下回 ることを報告 したが， かかる評価手法

が開発途上 の ものであ り， これ に基づ いて福 島第一発電所 の主要建屋 の

敷地高 さを上回 る津波 の発生 の予見 可能性 が基礎づ け られ るよ うな性質

の もので はなか った ことにつ いては，マ イア ミ論文 の著者 の一人で ある

酒井博 士のほか （丙B第60号 証5な い し10ペ ージ），山 口教授 （丙B

第12号 証9な い し13ペ ージ）が述べてい るとお りである。

工 以上の とお り，溢 水勉強会 は，そ もそ も津波 が到来す る可能性 の有無

・程度や，津波が到来 した場合 に予想 され る波高 に関す る知見 を得 る 目

的で設置 された ものではな く，実際 に も，上記 の各知見が獲i得・集積 さ

れ た ことはなかったのであ り，飽 くまで も仮 定 され た水位 の津波が到来

し，かつ，それ による浸水が長 時間継続 した と仮定 した場合 にお ける原

子力発電所施設へ の影響 を検討 したにす ぎない。 そ して，無 限時間津波

が襲来す るとい う非現実的な想 定がある以上，同想 定を前提 とした場合 に

全交流電源喪失のおそれがあるとい う結果 が示 されたか らとい って，敷地

だけを越 える高 さの津波が到来 しさえすれ ば，当然に全交流電源喪失 の具

体的危険があるとい うことにはな らず，他 の知見 と併せて津波対策を導 き

出す よ うな知見 ともい うこ とはで きない。 しか も，最終的に は，外部溢

水 に係 る津波 に関す る事項 は耐震バ ックチェ ックにお ける検討 に委ね ら

れ ることとなった。

したが って，溢水勉 強会 が被告 国の福 島第一発 電所事 故の予見可能性

を基礎づ ける知見 にな らない こ とは もとよ り，津波対策 を導 き出す ため
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の知見に もならない ことは明 らかである。加 えて，溢水勉強会の存在は，

津波評価 技術 による津波対 策の合理性 が認 め られて きた 中で も，規制機

関や事業者 が津波の不確 か さが残 るこ とを前提 に，更 なる安全性 の向上

を図 るべ く，た ゆまぬ検討 ・研 究 を続 けて きた こ とを表す もの とい うべ

きであ り， この点 は，規制権 限不行使 の違法性 の判断 に当たって，被告

国が権 限行使 以外 に取 り組 んで きたその他の施 策 として考慮 され るべ き

事情 といえる。

8「 貞観津波」に関す る知見の進展 について

（1）貞観津波 とは

貞観地震 とは，西暦869年 に東 北地 方沿岸 を襲 った巨大地震 とされ ，

その地震 によって東北地方に貞観津波が到来 した とされている地震である。

しか し，貞観 地震及び貞観津波 は， 「日本三代実録」 と題す る歴 史書 に地震

の状況等 を描写 した記述が あるだけで，貞観津波 の潮位等 の記録 はない も

のであった。

貞観津波 について は，福 島第一発電所 事故前まで に進 展 した知見を踏 ま

えて も，福 島第一発 電所事故 を惹起す るに足 りるよ うな規模 の津波 の予 見

が可能 とな るか否 か について判然 とせず ，そ もそ も貞観津波 に関す る知 見

が被告国の予見可能性 を基礎 づ ける知 見 とい えるか否か については，前提

か らして主張立証が尽 くされている といえない。

また， この点 をお くとして も，以 下に述 べ る とお り，貞観津波 の知見 に

ついては，津波の堆積 物の分布 を調査す る堆積物調査等 に よ り地震の断層

モデル を推 定す る研 究が進 め られ て きたが，福 島第一発電所事故 に至 るま

での間，その詳 細は確 定せず 「最新 の科 学的，技術 的知 見を踏 まえた合理

的 な予測 」 によって リス クを示唆す る知 見 と して成熟す るには至 らなか っ

た ものである。

以 下，平成18年 までの研 究結果 とその後 の研 究結果 に分 けて知見の進

138



展状況 について説明す る。

（2）平成18年 までの 貞観津波 に関す る研究結果が福 島第一発電所事故の 予

見可能性 を基礎 づける知見ではなか った こと

平成18年 までに貞観津波 について言及 され てい る文献 の うち，主要 な

もの （甲A第2号 証 ・政府事故調査 中間報告書 ・本文編390ペ ー ジ以 下

において 「参照す べ き研 究成果 」 とされ てい るもの） は，以 下の とお りで

ある。

ア 阿部壽 ・菅野喜 貞 ・千釜章 「仙台平野における貞観11年 （869年 ）

三陸津波の痕跡高の推定」 （平成2年 ）（甲B第45号 証）

同論文 は，貞観 津波 に関す る仙台平野 での初 めての堆積物調査 の結果

に基づ き，津波痕跡 高 を推定 した ものであ り，東 北電力 に よる独 自調査

として行 われ た ものであ る。 貞観津波 の痕跡高 は，仙台平野 の河川 か ら

離れ た一般 の平野部 で2．5メ ー トル か ら3メ ー トル で浸水域 は海岸線

か ら3キ ロメー トル ぐらいの範囲であった と推定 してい る。

同論文 は，飽 くまで も貞観 津波 の 「仙 台平野 にお ける痕跡高 を考古学

的所 見及び堆積学 的検討 に基づ く手法 に よ り推定 し， さらに当時の仙 台

平野 での社会，地形状況 な どと照査」 した研究 であって （同論文 「§1

まえがき」），福 島第一発電所付近 の沿岸 に到来す る津波 の規模 につい

ては何 ら言及す るものではなか った。

イ 菅原大助 ・箕浦幸 治 ・今村文彦 「西暦869年 貞観津波 による堆積作

用 とその数値復元」 （平成13年 ） （甲B第19号 証の5）

この論 文は，津波堆積 物の調 査 を行い，福 島県相馬 市 の松川浦付近で

仙台平野 と同様 の堆積層 を検 出 した上 で，貞観 津波の波源モデル を推測

した論文で ある。 この論 文では， 「海岸線 に沿 った津波波高 は，大洗 （引

用者 注 ：茨城 県大洗町）か ら相馬 （引用者注 ：福島県相馬市）にかけて （引

用者注 ：福島第一発電所 は この部分の中に設置 されてい る。）小 さく，お
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よそ2～4m， 相馬 か ら気仙 沼 （引用者 注 ：宮城 県 気仙 沼 市） に か け て

は大 き く， お よそ6～12mと な っ た。」 （同 号 証 の5・9ペ ー ジ） と記

述 され て い る。 この記 述 か ら明 らか な とお り， 同論 文 に よれ ば ，貞 観 津

波 に よ って 福 島 第 一発 電所 付 近 の 沿 岸 部 に到 来 した 津 波 の波 高 は ，2～

4メ ー トル と され て い るの で あ って ， 同論 文 に よ って得 られ た知 見 に よ

って は ， そ もそ も福 島 第 一発 電 所 の主 要建 屋 の敷 地 高 さを超 え る津 波 高

さが 導 き出 され ない こ とか ら，福 島 第 一発 電 所 事 故 の 予 見 可能 性 を基 礎

づ け る知 見 とは な らない。

（3）平 成18年 以 降 の 貞観 津 波 に 関す る研 究 結 果 も福 島 第 一 発 電 所事 故 の 予

見 可能 性 を基礎 づ ける知 見 とは評 価 で きない もの で あ った こと

ア 平 成18年 以 降 にお い て も， 貞観 津波 につ い て確 定 した波 源 モデ ル が

示 され て い た わ けで もな く， ま して や ， 貞観 津波 の研 究 に基 づ い て ，福

島第 一 発 電 所 にお い て福 島第 一 発 電所 事 故 を惹 起す るに 足 りる津 波 が到

来 す る との科学 的知 見 が得 られ たわ けで は ない。

す な わ ち ， 貞観 津 波 につ い て は ，平 成20年 に 「石 巻 ・仙 台 平 野 に お

け る869年 貞 観津 波 の数 値 シ ミュ レー シ ョン」 （佐 竹 健 治 ・行 谷佑 一 ・

山本 滋 。 （佐 竹 ほ か2008） 甲B35号 証 ）， 平成22年 に 「平 安 の人

々 が見 た 巨 大津 波 を再 現 す る一 西暦869年 貞観 津 波 一」 （穴倉 正 展 ，澤

井 祐 紀 ，行 谷 佑 一 ， 岡村 行 信 。 甲B37号 証 ） が順 次 ，刊 行 され ， 貞 観

津 波 に 関す る知 見 が集 積 しつつ あ り，合 同WGで も貞観 津 波 につ い て 議

論 され た （甲A60号 証 の1，2） 。 しか し， これ らの論 文 で も貞観 地 震

の 断層 モ デ ル は確 定 され てお らず ，合 同WG内 で も， 貞観 津 波 の検 討 の

必 要 性 を指 摘 す る委 員 が い た もの の ， そ の 際 の 当該 委 員 の発 言 内 容 は，

貞 観 津 波 が福 島 県沿 岸 に どの程 度 の規 模 の津 波 が到 来 す る のか とい う点

を， 具体 的 に示 した もので は なか っ た。

イ 貞観 地 震 の 断層 モ デ ル が確 定 して い な か っ た こ とは佐 竹 ほか （200
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8） の論 文 内容 か ら も明 らか で あ る。佐 竹 ほか （2008） にお い ては ，

10の 断層 モ デ ル を仮 定 し， 津 波 の シ ミュ レー シ ョン結 果 と津 波 堆 積 物

調 査 の結 果 を比較 した 結果 ， 「プ レー ト間地 震 で 幅 が100km， す べ りが

7m以 上 の 場 合 には ， 浸水 域 が 大 き くな り， 津 波堆 積 物 の 分布 をほ ぼ完

全 に再現 で きた。」 （甲B35号 証73ペ ー ジ） と され て い る。

しか しな が ら， 同論 文 に お い て は， 上 記 の 「プ レー ト間 地震 で幅 が1

00km， す べ りが7m以 上 」 の条 件 を満 たす 断 層 モ デル と して ， 「モデ ル

8」 と 「モ デル10」 の 二 つ の 断層 モデ ル が仮 定 され て お り （甲B第3

5号 証75ペ ー ジ第1表 ）， 「これ らの場合 （「モ デル8」 及 び 「モ デル1

0」 の場 合 ） は ，仙 台 平 野 で の 浸水 距離 も長 く，津 波堆 積 物 の分 布 を ほ

ぼ再 現 で きて い る。」 （同号 証73ペ ー ジ） と され て い るに と どま り， 「モ

デ ル8」 と 「モ デ ル10」 の いず れ が よ り妥 当 で あ るか は 明 らか に され

てお らず ， 同論 文 の 中 に お い て も，貞 観 地 震 の断 層 モデ ル は確 定 して い

ない。

さ らに， 同論文 に お いて は ， 「本 研 究 で は ，断 層 の長 さは3例 を除 い て

200kmと 固 定 した が ，断 層 の南 北 方 向 の広 が り （長 さ） を調 べ るた め

に は， 仙 台 湾 よ り北 の岩 手 県 あ る い は南 の福 島県 や 茨 城 県 で の調 査 が 必

要 で あ る。」 （甲B第35号 証73ペ ー ジ） と記 され て い る とお り， 福 島

県 沿 岸 にお け る貞 観 津 波 の影 響 が どの よ うな もの で あ っ た か は同 県 や 茨

城 県 での調 査 が必 要 で あ る とされ ，未解 明 と され て いた。

した が っ て ，佐 竹 ほか （2008） に よっ て も貞観 地 震 の波 源 モ デル

が確 定 してい な か った こ とは明 らかで あ る。

ウ この 点 につ い て は ， 同論文 の著者 で あ る佐 竹 教 授 自身 が ， 「この証 人 の

論 文 （引用 者 注 ：佐 竹 ほか （2008） ） で， 貞観 地震 の断層 モ デ ル は全

て 明 らか にな っ た の で し ょ うか 」 との質 問 に対 し， 「仙 台平 野 と石 巻 平野

につ い て は ， 再 現 で き る とい うモ デ ル は この8と10と い うこ とだ っ た
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ん で す けれ ども， こ の2か 所 しか これ は説 明 して お りませ ん の で ，特 に

断 層 の長 さにつ い て の押 さえが 効 い て お りませ ん で した の で ，全 て 明 ら

か にな った とは言 え ない と思 い ます 」 （甲A第186号 証 にお ける証 人調

書48ペ ー ジ） と証 言 し， 同論 文 にお い て ， 貞観 津 波 の 断層 モ デル が確

定 して い なか った こ とを明確 に述 べ て い る。

ま た ，佐 竹 教 授 は ， そ の後 も貞観 津 波 に 関す る研 究 を続 け ， 平成22

年 には行 谷 佑 一 ほか と 「宮城 県 石 巻 ・仙 台 平 野 お よび福 島 県請 戸川 河 口

低 地 に お け る869年 貞観 津波 の 数 値 シ ミュ レー シ ョン」 を発 表 す るな

ど してい るが ， 「これ で も，や は り断 層 の長 さにつ い て は確 定 で きて お り

ませ ん 」， 「断 層 の 長 さ とい うの は， 南 北 に伸 び て い るわ けです か ら， 北

が どこま で伸 び て い るか ， 南 が どこま で 伸 び て い るか とい うの を，仙 台

・石 巻 ・請 戸 か ら押 さえ る こ とは難 しい わ けです 。 長 さを 正確 に 求 め る

た めに は ， もっ と南 の茨 城 の デ ー タ とか 北 の岩 手 の よ うな デ ー タが必 要

で あっ た とい うこ とで ， この段 階 で も， 断層 の ，特 に長 さ を押 さえ る こ

とは で き て お りませ ん で した 」 と証 言 し， 同論 文 を発 表 した 平成22年

の段 階 にお い て も， 断層 モ デル の パ ラ メー タの 一つ で あ る断層 の長 さに

つ い て確 定す る こ とが で きず ， 貞観 地 震 の 断層 モデ ル は確 定 して い な か

っ た 旨述 べ て い る （甲A第186号 証 に お け る証 人 調 書50，51ペ ー

ジ）。

さ らに， 上 記 の点 につ い て は， 佐 竹 教 授 が述 べ る ほ か ， 同 じく貞 観 ：津

波 の研 究 を長 年 行 って きた 今村 教 授 及 び 松澤 教授 にお いて も， 「行 政や 事

業 者 に意 思 決 定 を して も ら うた めに は ， 更 に堆 積 物 調 査 を継 続 して特 に

断 層 の南 北 の広 が りを特 定 し， よ り精 度 の高 い 断 層 （波源 ）モ デ ル を構 築

し， 具 体 的 な津 波 の 高 さや 流速 を算 出す る必 要 が あ りま した」 （丙B第3

0号 証36ペ ー ジ）， 「産 総 研 か ら （中略） 研 究結 果 が示 され た もの の，

津 波 堆 積 物 の年 代 推 定 は幅 が大 き く， ま た ，別 の地 点 との対 応 関係 の 判
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断 も極 めて難 しいた め， この結論で本 当によいのか，個人的には十分 な

確信 は持 てませんで した。」 （丙B第23号 証20ペ ー ジ） と述べ てい る

ことか らも裏付 け られている。

エ このよ うに平成18年 以降 も福島第一発 電所 事故 に至 るまでの間，貞

観 津波の詳 細 は不明で あったた め，貞観津 波 に関す る知見の進展 は 「最

新 の科学的，技術的知見 を踏ま えた合理的な予測」 によって リス クを示

唆す る知見 となるには至 らない ものであった。

9予 見可能性 に関する結論

以上 の とお り，福 島第一発 電所事故前の時点において，津波評価技術 は，

4省 庁報告書や7省 庁手 引の策定 を踏 まえっっ， 当時 の地震学 ・津波学及 び

津波工学の知識 の粋 を集 めて策 定 された知見であ り，正 に， 「最新 の科学的，

技術 的知 見を踏 まえた合理的 な予測」 に よって福 島第一発電所 におけ る津波

対策を考 える もの として最 も合理性 が認め られ るべき ものであったことか ら，

これ に基づ き福 島第一発電所 の最大想 定津波 を0．P． ＋6．1メ ー トル と

して津波対策 を行 っていた被告東電の津波対策 は十分 に合理的な ものであっ

た と認 め られ る。

また，4省 庁報告書や7省 庁 手引， 日本海溝 ・千島海溝報告 書，溢水勉強

会 な どの知見 は，何 ら福 島第一発電所事故の予見可能性 に結 びつ く知見 では

な く，む しろ，津波評価技術 による津波対策及び被 告国や被 告東電 の対応 の

正 当性 の裏付 け となるべき知見 とい うべきである。

他 方，原告 らが予見可能性 の主要論拠 と してい る 「長期評価 の見解」や貞

観津波 に関す る知 見の進 展 について は，多 くの理 学者及 び工学者 が異 口同音

に 「最新 の科学的 ，技術的知見 を踏 まえた合理的な予測 」に よって リス クを

示唆す る知見で はなかった 旨を述べてい る上に， 中央防災会議 において も，

防災上 のハー ド面 での対策の基礎 とな るべ き知見 と評価 されず， この点が議

論 され て取 り入れ られ るこ ともなか ったか ら， これ らに よって被告国にっ き
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福 島第一発電所事故の予見可能性が基礎づ け られ る余地 はない。

したがって，福 島第一発 電所 事故 に至までの間，被 告国の福 島第一発電所

事故 に関す る予見可能性 を基礎づ ける知見が存在 しなか った こ とは明 らかで

ある。

第5予 見可能性 に関する知 見の評価 について，異 なる評価 を前提に した場合 で

も，切迫性 を踏 まえた他の リス ク との優先関係や現実 に行われ た措置 との関

係 において，被告国に作為義務が生 じるまでには至 らないこと

1は じめに

前記第3の5に おいて詳述 した とお り，地震 学 ・津波 学の理 学分野 にお け

る知見 の成熟性 の評価や津波工学 に基づいた専門技術的判 断に よって，特 定

の地震や津波 に関す る知見 が 「最新 の科学的，技術 的知見 を踏 ま えた合理 的

な予測」 に よって リス クを示唆す る知見 とい えた として も，原子力発電所 に

おいて想 定 され る リスクは無 限にあることか ら， 「最新の科学的，技術的知 見

を踏 まえた合理的 な予測」 によって示 され る リスクが複数 存在す るよ うな場

合 は，切 迫性 の程度 に応 じて，規制権限 を行使すべ き経 済産業 大臣の負 う義

務 の内容 も当然 に異な るこ とになる と考 えるべ きで あ り， ある知 見の存在 の

み を もって直 ちに作為義務が生 じる程の予見可能性 が ある と認 め ることはで

きない。 そ して， 「相対 的安全性」 を確保す る上では，工学的判 断に依拠 しな

い対策 とい うのは， リス クの優 先度 を考慮 しない誤 った判 断を是認す るこ と

になるため， リスクが複 数存在す るよ うな場合は， グ レーデ ッ ドアプ ロ・一一チ

を踏 まえた原子力工学に基づいた専門技術的判断が必要 となって くる。

しか る ところ，福 島第一発電所事故前 の時点にお いて，原告 らが予見可能

性 の主要 な論拠 として主張 してい る 「長期評価 の見解 」を含 め，福島第一発

電所事故 の予見可能性 を基礎 づ けるに足 りる知見が存在 しなかったこ とは，

前記第4で 詳述 した とお りであるが，万万が一， 「長期評価の見解」や貞観津
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波 の知見が予 見可能性検討 のぞ上 に載 る よ うな ことがあって も，以下に述 べ

るとお り， 「長期評価の見解 」や貞観津波 の知見 によって示 され る リスクは切

迫性 が低 い ものであ り， グ レーデ ッ ドアプ ロ・一チの観点か ら検討 した場合 ，

他 に優 先 され るべ き リス クが存在 していた ことは明 白で あって，現 に，被 告

国及 び被 告東電 を含む事業者 は，福 島第一発電所事故前 まで，そ の対応 に注

力す るな ど，上記観点 か ら工学的に合理性 が認 め られ る対応 を行 っていた。

したがって， 「長期評価の見解」や貞観津波 の知見が予見可能性検討 のぞ上 に

載 った として も，被告 国において作為義務 が生 じるまでには至 ってい なか っ

た もの と評価せ ざるを得 ない とい うべ きである。

そ こで，この点 を明 らかにす るた め，被告 国が，福島第一発電所事故前 に

切迫性 が高 く最 も優先 され るべ き リスクであった地震対策 を行 うた めに耐震

バ ックチ ェック等 を指示す るな どし，被告東電 が これ らを実施 していた こ と

や ，地震の リスク と比較 した場合 ， 「長期評価の見解」や貞観津波の知 見が示

す リス クは切迫性 が著 しく劣 るものであった ことや，地震対策 を優 先的 に行

っていた こ とが工学 的合理性 を有す る ものであった こと， さらに，その よ う

な中で も被告東電 な どの事業者 が津波対策 にっ いて も工学的合理性 が認 め ら

れ る対応 を していたこ と等 について主張す る。

2被 告国が福島第一発 電所事故前 に切迫性が高 く最 も優先 され るべ き リス ク

で あった地震対策 を行 うために耐震バ ックチ ェックを指示す るなど し，被 告

東電が これ らを実施 していた こと

（1）原子 力安全委員会が耐震設計審査指針 を改訂 し，保安院が これに基づ く

耐震バ ックチェックを指示 したこと

、ア 原子力安全委員会 は，平成18年9月19日 ，昭和56年 の 旧指針策

定以降改訂 までにお ける地震 学及び地震 工学 に関す る新 たな知 見の蓄積

並び に発 電用軽 水型原 子炉施設 の耐震設 計技術の著 しい改良及 び進歩 を

反映 し， 旧指針 を全面的に見直す との趣 旨か ら， 「発電用原子炉施設 に関
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す る耐震設 計審査指針」 （耐震設計審査指針） を改訂 した （丙A第10号

証の2） 。 この改訂 においては，地震 に関 して最新 の知見 を反 映 し，原子

力発電所 のよ り一層の耐震安全性の確保 を図るとともに，津波に関 して，

「8． 地震 随伴事象 に対す る考慮」 の中で， 「施設 は，地震随伴事象 につ

いて，次に示す事項 を十分考慮 した うえで設計 され なけれ ばな らない。（1）

施設 の周 辺斜 面で地震 時に想 定 し得 る崩壊 等 によって も，施設 の安全

機能 が重大な影響 を受 けるおそれ がない こ と。 （2）施設の供用期間 中に

極 めてまれ で はあるが発生す る可能性 が ある と想 定す るこ とが適切 な津

波 によって も，施設の安全機能が重大な影響を受 けるおそれがない こと」

との規定 を置き，津波対策の必要性 も明確化 した。

上記耐震設計審査指針 は， 同指針改訂後 の原子炉設置等許 可処分 の 申

請 に対す る安全審 査 において適 用 され るものであったが，保安院 は，同

月20日 ，上記 改訂 指針 を受 け，被告東 電を含 む原子力事業者 に対 し，

既設 の発電用原子炉 施設等 について，改訂 され た耐震指針 に照 らした耐

震安全性の評価 を実施 し，報告す るよ う指示 した （耐震バ ックチ ェック）。

改訂指針 を適用 して評価す ることに よ り，既設 の原子炉施設 （福 島第一

発電所を含 む。）にお いて も，原子炉施設 の供用期 間中に極 めてまれ では

あ るが発生す る可能 性があ ると想 定す ることが適切 な津波 に よって も施

設 の安全機 能 が重 大な影響 を受 け るお それ がないか，行政指導 として，

改めて検討す ることを求めた ものである。

イ また，保 安院は，バ ックチェ ックルール にお いて，①耐震安全性 評価

の基本方針 ，②基 準地震動Ssの 策定 ，③原子炉建屋基礎地盤 の安定性

評価，④安全上重要 な建物 ・構築物 の耐震安全性評価，⑤安全上重要な

機器 ・配管 系の耐震 安全性評価 ，⑥屋外重要土木構造物の耐震安全性評

価，⑦地震随伴事象 に対す る考慮 （周辺斜面の安定性 ，津波 に対す る安

全性） に関す る評価 手法及び確認基準 を示 し，電気事業者 に対 して これ
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らにつ いて の評 価 を報 告 す る よ う指 示 した （丙A第59号 証2及 び3ペ

ー ジ）。

さ らに ， 平成19年7． 月13日 に は ，原 子 力 安 全 委 員 会 事務 局 か ら，

バ ックチ ェ ックに係 る検 討 の 全 体 イ メー ジが示 され た （丙A第59号 証

2ペ ー ジ）。

そ して ， 当初 ， 被 告 東 電 か ら提 出 され た耐 震 バ ッ クチ ェ ックの 実施 計

画 に お い て は ，福 島 第 一発 電所 につ い て は ， 平成18年 度 に 地 質調 査 が

行 われ ， 平成21年6月 ま で を め ど と して 地震 随伴 事象 で あ る津 波 に対

す る安 全 性 評 価 を含 めた耐 震 安 全性 評 価 が行 われ る もの と され て い た。

（2）被 告 東電 が 耐 震バ ック チ ェ ック作 業 を行 っ て いた 際 ，最 優 先 で地 震 対策

を行 うべ き状 況 が 生 じた た め ， 耐 震安 全 性 の評 価 を 先 行 させ た 中間 報 告 書

の 提出 が求 め られ た こ と

ア 被 告 東 電 が耐 震 バ ックチ ェ ックの作 業 を進 め て い た と こ ろ，平 成19

年7月16日 ，新 潟 県 中越 沖 地震 が発 生 した。 そ の た め ，経 済産 業 大 臣

は ， 同月20日 ，被 告東 電 を含 む電 気 事 業者 に対 し， 同地 震 か ら得 られ

る知 見 を耐 震 安 全 性 の評 価 に適 切 に反 映 す るな ど して ， 国 民 の安 全 を第

一 と した耐震 安全 性 の確認 な どを指 示 した （丙A第50号 証 ）
。

これ を受 けて ，被 告 東 電 は， 同年8月20日 ， 従 前 提 出 してい た バ ッ

クチ ェ ック 実施 計 画 書 を 見直 し，平 成20年3月 末 まで に基 準 地 震 動S

sの 策 定 の ほ か， 代 表 プ ラ ン トを選 定 し，そ の主 要 設 備 の耐 震 安 全 性評

価 の概 略 につ い て 中間報 告 書 を提 出す る と した （丙A第51号 証 ）。

保 安 院 は， バ ックチ ェ ックの 報 告 に係 る評価 に つ い て ， 発 電 所 ご とに

検 討 の ポイ ン トを絞 っ た上 で ，バ ック チ ェ ックル ー ル に基 づ き， 耐震 構

造 設 計 小 委 員 会 の下 に設 置 され た ワー キ ン グ グル ー プ ， サ ブ グル ー プ に

お い て ， 専 門家 らに よる審 議 を踏 ま えて 検討 す る方針 で あ った （丙A第

166号 証 ）。 また ，原 子 力 安 全委 員 会 に お いて も，耐 震 安 全性 評 価特 別
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委 員 会 ， そ の 下部 組 織 と して ， 主 に基 準 地 震 動 の検 証 を行 う地 震 ・地 震

動 評 価 委 員 会 ， 主 に施 設 の健 全 性 評 価 の検 証 を行 う施 設 健 全 性 評 価 委 員

会 を設 置 し， ダ ブル チ ェ ック体 制 でバ ックチ ェ ック の審 議 を効 率 的 に進

め るた め の体 制 を採 っ て い た。 さ らに ，調 査 審 議 を進 め る中で ， これ ら

の委 員 会 の 下 に4つ の ワー キ ング グル ー プ を設 置 し，審 議 の効 率 化 を 目

指 した運 営 を行 っ てい た （丙A第167号 証）。

当初 ，原 子 力 安 全 委員 会 は ， 保 安 院 の 評 価 を受 けて 調 査 審 議 を 開始 す

る予 定で あ っ た が， 新 潟 県 中越 沖 地震 が発 生 し，50基 近 くの発 電 用 原

子 炉 が稼 働 中 で あ る とい う現 実 を踏 ま え， 保 安 院 の評 価 作 業 と並 行 して

調 査 審 議 を 開始 した。 そ の調 査 審 議 が進 む と と もに ，新 潟 県 中越 沖 地 震

か ら知 見 が得 られ つ つ あ った こ とを踏 ま えて ，原 子 力 安 全 委 員 会 は， 平

成19年7月30日 か ら平成21年4月13日 にか けて ，5回 にわ た り，

バ ックチ ェ ック の調 査 審 議 の 中 で評 価 に 当 た っ て考 慮 す べ き事 項 を示 し

た （丙A第168号 証 の1な い し5） 。 そ して， そ の都 度 ，保 安院 は， 提

示 され た論 点 に立 ち返 って評 価 作業 を行 うこ と とな った。

イ 被 告 東 電 は ，平 成20年3月31日 ， 保 安 院 に対 し， 福 島第 一発 電 所

につ いて ，耐震 バ ックチ ェ ック中 間報 告書 を提 出 した ところ，保 安 院 は ，

合 同WGの 議 論 に基 づ き ，平 成21年7月21日 付 けで ， 各 評価 書 （被

告 東 電 の 耐 震 バ ックチ ェ ック 中 間報 告 書 に対 す る保 安 院 の 評価 書 ・丙A

第37， 第38号 証 ） を作 成 し， 同 日， 被 告 東 電 に これ を通 知 した （丙

A第52号 証 ）。

上記 各評 価 書 は ，原 子 力 安 全委 員 会 に よ り更 に審 議 され ，原 子 力 安 全

委 員 会 は， 平 成21年11月19日 ， 同 ．月17日 に同委 員 会 耐震 安 全性

評 価 特 別 委 員 会 で 取 りま とめ られ た上 記 各評 価 書 を審議 した結 果 ， いず

れ も妥 当 な もの と認 め， そ の 旨 の原 子 力 安 全 委員 会決 定 を した （丙A第

53号 証 ）。

148



ウ 保安院 は，平成22年6月 頃，電気事業連合会 に連絡 し，各事業者 の

バ ックチ ェ ックの進捗状況 をま とめた一 覧表 を作成 させた上，作業が遅

れ てい る被告東電等 の事業者 に対 して，保安院 と して津波対策 を含む最

終報告書 の早期提 出を促すべ く，指示 を出す ことを検討 してい るこ とを

伝 えた。

保安院 は，平成23年3月7日 にも，被告東電 に対 して，早期 に津波

対策 につい ての検討 を行い ，バ ックチ ェ ックの最終報告 を提 出す るよ う

促 した （甲A第2号 証 ・政府事故調査 中間報告書 ・本文編404ペ ー ジ

以下）。

この よ うに，耐震 バ ックチ ェ ックの作業 は， 当初の計画か ら遅れて し

まった ものの，それ は，新潟県 中越沖地震 の発生 を受 けて，被告国が，

電気事業者 に対 し，同地震 か ら得 られ る最新知 見を耐震安全性 の評価 に

適切 に反 映 し，国民の安全 を第一 とした耐震安全性 を確認 するよ う求め，

また，調 査審議 にお け る専 門家 か らの指摘事項 について電気事業者 に回

答 を求 め，電気事業者 におい て，改 めて活断層評価，地震動評価 等のた

めの追加 の調査等 が必要 となったためである。 また， こ うした電気事業

者 にお ける追加 の調査等や保安院及び原子力安全委員会 にお ける調査 審

議 が，バ ックチ ェ ックの対象 となる全 国23の 原子炉施設 について同時

進行的に行 われていたか らである。

（3）被告東電 は，最優先で地震対策 を行 うべ き状 況が生 じたため，中間報 告

書 の提 出以外 にも経済産業大 臣の指示に基 づいて設備の追加整備 を行 うな

どしていた こと

前記 （2）の 中間報告書の提 出のほか，被告 国は，平成19年7月 に発生 し

た新潟県 中越 沖地震 が設計時 に想定 してい た地震動 を大 きく上回った こ と

や火災 が発生 した こと等 か ら，安全確保 に万全 を期すべ く，同月20日 ，

化 学消防車 の配置等 の 自衛消防体制の強化 等 を各事業者 に指示 した （丙A
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第50号 証 「平成19年 新潟 県中越沖地震 を踏 まえた対応 について」）。

この指示 を受 けて被 告東電 は， 同月26日 ，改善計画 を提 出 し，平成2

0年2月 までに化学消防車2台 及び水槽 付消防車1台 を福 島第一発電所 に

配備す る とともに，防火水槽 を複数箇所 に設置 し，平成22年6月 には，

同発電所の各号機の ター ビン建屋等 に消火系につながる送水 口を増設 した。

さらに，平成22年7月 頃，発電所対策本 部 を設置す る緊急 時対策 室 を事

務本館 か ら免震重要棟 に移転 した （甲A第2号 証 ・政府 事故調 査 中間報告

書 ・本文編438ペ ージ）。

これ らの一連 の対応 は，一次的 には地震 と火 災な どの複合 災害発 生時等

にお ける初期消火活 動の よ り確 実な実施 を 目的 とす るものであ るが，新潟

県 中越 沖地震の よ うな 当初想 定 していた地震動 を上回 る大規模 な震 災が発

生 しても原子炉施設 の安全確保 をすべ く追加 で整備 されたものである。

ちなみに，前記 の経過 に よって建設 され た福 島第一発電所 の免震重要棟

については，本件 地震 の際 に特段 の被 害はな く，発 電所対策本部 が免震重

要棟 内の緊急時対策室 に設置 され，その機能 を果たす ことがで きたほか （甲

A第2号 証 ・政府事故調査 中間報告書 ・本文編441ペ ージ），消防車にっ

いて も，本件地震 の際の臨機 の応用動作 と して，消防車 に よる原子炉へ の

代替注水及 び海水 注入 が実施 され るな どしてい る （同号証 ・政府事故調査

中間報告書 ・本文編165及 び166ペ ージ）。

3地 震の リスクと比較 した場 合，「長期評価 の見解」や貞観津波の知見による

津波の リスクは切迫性が著 しく劣るものであった こと

（1） 「長期評価 の見解」 は， 日本海溝 沿いで あれば南 北 を問わず どこで も明

治三陸地震級 の津波地震 が起 こ り得 るとしていたが，明治三陸地震 と同様

の地震 が三陸沖北部 か ら房総 沖の海溝寄 りの特定海域 で発生す る発 生間隔

については，1896年 の明治三陸地震 の断層長 が三陸沖北部か ら房総 沖

の海溝 寄 り全体0．25倍 程度 を占めるこ とか ら，特定の海域 では同様 の
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地 震 が530年 に1回 発 生 す る もの と して ， ボ ア ソン過 程 か ら今 後10年

以 内 の発 生 確 率 を2パ ーセ ン ト程 度 ，20年 以 内 で4パ ー セ ン ト程度 ， 今

後30年 以 内 で6パ ー セ ン ト程 度 と算 出 して い る （丙A第119号 証14

ペ ー ジ （16枚 目））。

この特 定 の海 域 にお け る発 生確 率 と して ， 今 後10年 以 内 の 発 生確 率 を

2パ ー セ ン ト程 度 ，20年 以 内で4パ ー セ ン ト程 度 ， 今 後30年 以 内で6

パ ー セ ン ト程 度 とす る算 出結 果 は， 要す るに， 「長 期 評価 の見解 」 が公 表 さ

れ た平 成14年 か ら福 島第 一 発 電 所 事 故 まで の 間 を考 え る と，福 島 県 沖 な

どの特 定海 域 にお け る津 波 地 震 の 発 生確 率 はわ ず か2パ ー セ ン ト程 度 に な

る もの で あ るか ら， 他 の領 域 で 起 こ り得 る次 の 地 震 の発 生確 率 に比 して も

特 段 高 い もので は な い。 そ うす る と， 「長 期評 価 の見解 」 にお け る発 生 確 率

を もっ て して は， 福 島 第 一発 電 所 事 故 前 にお い て ， 福 島 第 一発 電所 の 主 要

地 盤 に遡 上 して くる津 波 が到 来 す る危 険性 が 高 い と も切 迫 して い た ともい

え ない。 しか も， 「長 期 評 価 の見解 」 は前記 第4の5及 び6で 詳 述 した とお

り， 中央 防 災 会議 で も採 用 され な か った 見解 で あ る ほか ， 多数 の 専 門 家 が

懐 疑 的 な意 見 を抱 い て い た もの で ， 実 際 に平成20年 に被 告 東 電 の担 当者

が ， 耐 震 バ ックチ ェ ックの 中で 「長 期 評 価 の 見解 」 を取 り入 れ た対 策 をす

べ きか を専 門家 らに尋 ね た際 ， 阿部 勝 征 教授 は ， 「対策 を取 るの も一 つ 。 無

視 す るの も一 つ。」 と発 言 し， 直 ち に対 策 を採 るべ き もので は な い 旨評価 を

下 して い る ほか （乙A第4号 証 の1・24ペ ー ジ），今 村 教授 にお い て も，

直 ち に津 波 対 策 に 取 り入 れ られ るべ き もの で は な く，科 学 的 な コンセ ン サ

ス が得 られ た段 階 で 具体 的 な対策 の検 討 に入 って い くべ き もので あ った （丙

B第30号 証33ペ ー ジ） と述 べ て い る とお り，複 数 の専 門家 にお い て ，

切 迫 性 が あ る もの とも考 え られ てい な か ったの で あ る。

この よ うに， 「長 期 評価 の 見解 」 が 予見 可 能性 検 討 の ぞ 上 に載 っ た と仮 定

した と して も，福 島第 一発 電 所 の敷 地 高 を超 え る津 波 の危 険性 は切 迫 した
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もの とは い えな い もの で あ っ た。 この こ とは 至急 の対 策 の必 要 性 を否 定す

る強 い 要素 で あ る。

（2）ま た ，貞 観 津 波 の知 見 につ い て も， 前記 第4の8で 詳 述 した とお り，佐

竹 教授 や ，松 澤 教 授 及 び今 村 教 授 な ど貞 観 津 波 に 関す る研 究 を行 って い た

専 門 家 ら自身 が ， いず れ も福 島第 一 発 電 所 事 故 前 は ，波 源 モ デ ル す ら確 定

しない 段 階 で あ り， さ らに堆 積 物 調 査 を行 わ な くて は な らない 状 態 で あ っ

た 旨を述 べ て いた上 ， そ の切 迫性 につ い て も，松澤 教 授及 び今 村 教授 が 「平

均 再 来 間 隔 が約600年 で ，前 回 の地 震 が約600年 前 と聞い て も， そ の

ば らつ きは ±200年 もあ るので ，正 直 な と ころ ，私 も含 め地 震 学者 の 多

くは， 自分 が 生 きて い る間 に貞 観 地 震 の再 来 とな る よ うな地 震 ・津 波 が 発

生す る とは考 えて い ませ んで した。 （中略 ） 私 を含 め た長 期 評 価 部 会 の委 員

で あ る地震 の 専 門家 が そ の よ うな感 覚 で あ っ た わ け です か ら， 貞 観 地 震 及

び これ に伴 う津 波 に 関す る知 見 につ い て も3．11地 震 ・津 波 以 前 の 時 点

で は，東 電 が この知 見 に基 づい て何 らか の対 策 を講 じた り， 国 が東 電 に対

策 を講 じる よ う規 制 権 限 を行 使 す べ き とい え る ほ どの切 迫 性 を残 念 なが ら

有 して い なか った と思 い ます。」 （丙B第23号 証20及 び21ペ ー ジ）， 「ハ

ー ド面 で の津 波 対 策 に
， 貞観 津 波 の知 見 を どの よ うに生 かす べ き か は， 論

文 の著者 の一 人 で あ る私 自身 ，悩 ん でい ま した。 とい うの は， 一 般 防 災 に

せ よ原 子 力 防 災 にせ よ，ハ ー ド面 の対 策 を講 じる に は， そ の構 造 物 を設 計

す る に足 りるだ け の定 量化 され た 情 報 を与 える必 要 が あ ります が ， 貞観 津

波 はま だ信 頼 で き る断 層 （波 源 ） モ デ ル が構 築 され てお らず ， 定 量化 され

た情 報 を十 分 に与 え る もの とな っ てい ませ ん で した。 （中略 ） そ の た め， 貞

観 津 波 に 関す る知 見 に基 づ い てハ ー ド面 で の対 策 を講 じる こ とや そ の 地理

的 範 囲 ， 内容 につ い て ，私 は，2011（ 平 成23） 年3月 時 点 で の 貞観

津 波 に 関す る知 見 の進 展 状 況 を考 慮 して も， この知 見 を直 ちに 取 り入 れ て

原 子 炉施 設 でハ ー ド面 で の津 波 対 策 に着 手 しな か った こ とが ， 事業 者 と し
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て，また国 として不合 理だった とは言 えない， と考 えて います。」 （丙B第

30号 証36及 び37ペ ージ） と述べ てお り，直ちに，対策 を要す る切迫

性 が認 められ る状況 になかった ことを明言 している ところである。

4被 告 東電 の優 先的な地震対策への取組み 及び津波対策に関す る検討経過の

いずれの点に おいて も，被告東電の対応は工学的合理性 が認め られ るもの で

あったこと

（1）被告東電が地震対策 を優先的 に行 って いた ことがグ レーデ ッ ドアプ ロー

チの観点か らも正当なものであった と認め られる こと

ア 前記2及 び3で 述 べた とお り，福 島第一発電所事故前 にお いては，い

わゆる 「阪神 ・淡路 大震災」 を契機 と して一連 の地震対策 が喫緊 の課題

と考 え られ ていた こ とか ら，被告 国は，平成13年 に耐震設計審査指針

の改訂作業 を始 め， 平成18年9月19日 に これ を改訂 し，同月20日

か ら耐震バ ックチ ェ ックを進 めていた ものであ り， しか も， これ を進 め

ている最 中であった平成19年7月16日 には新潟県 中越沖地震が発生

し，地震動へ の更 なる検討 ・対策 が必要 となるに至 ってい るため，被告

東電はその対応 も行 っていた。

イ しかるところ，被告東電の上記対応 については，原子力工学者 であ り，

リスクの優先度 を踏 まえた 「相対的安全性」 の確保 につい て専門的知見

を有す る岡本教授 ，山 口教授及び阿部博士が，いずれ も， 「津波 よ りも地

震 の被害が圧倒 的 に多い 日本で は，平成18年 か らの耐震バ ックチ ェ ッ

クや，平成19年 の新潟県 中越沖地震の発生 を踏 まえ，地震動 に対 す る

安全対策が緊急かつ最優 先の もので した ので， 当時，地震動 に対す る対

策 を遅 らせてで も，そ の試 算 に対す る対策 をす るた めには相 当な精度 ・

確度が ある試算 であ る必要 があった と思います。」 （丙B第11号 証9ペ

ー ジ）
， 「本件事故前 に 『設計想 定の津波』 を超 える津 波 を想定 した対策

や米国同様 の シ ビア アクシデ ン ト対策 を優先事項 として行 お うとした場
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合， 当時の喫緊の課題で あった設計想定 を超 える地震 動 に対す る安全 対

策の遅延 を来す こ とにな るわ けで，仮 に，現実的な危 険が あった地震 動

に対す る安全対策 を遅 らせ たが故 に，新た に発 生 した基 準地震動 を超 え

る地震に よって事故 が起 きた とすれ ば，それ こそが原子 力工学の観 点か

らあってはな らない事態 です。」 （同号証12ペ ージ）， 「本件 事故前， 日

本 の原子炉施設 の安全性 において， シ ビアア クシデ ン トの誘 因 とな る外

的事象 の うち最 も重視 され ていたのは地震動 で した。 地震動 の安全対 策

の分 野では，平成7年 の阪神淡 路大震 災の教 訓を踏 ま え，構 造物 の耐震

性 に関す る研 究が進 歩 し，地震 に関す るデー タが充実 して きた ことな ど

か ら，原子力安全委員会 での検討 が行 われ ，平成18年9月 には耐震設

計審査指針 が改訂 され ま した。つ ま り，地震動 につ いては，設計想 定を

超 え る未知 の現象へ の予測 を立て る強い動機付 け となる よ うな科学的知

見が確 立 してい ま した。 （中略） しか しなが ら，この よ うな地震動 におけ

る一 連 の知 見 の進 展 と異 な り， 津 波 につ い て は， 地 震 と比 べ て発 生 事 例

自体 も少 ない し，被害 を受 けた経験 も少 なか った こ とか ら，確率論的 な

リスク評 価手法 を取 り入れ るた めに必要 となる知見の進 展 が十分な もの

ではあ りませ んで した。 津波学の分野 では，最大既往 津波 といって実際

に歴 史上起 きた津波 を基本 として設計想定が され ていま したが，その設

計の 中で不確 実 さが十分 に考慮 されてい る と考 え られていて，いわば設

計想 定の向 こ う側 を想像 す る， とい う考 え方 を とらないのがむ しろ一般

的で あった と考 え られます。 平成18年9月 改訂後 の新 耐震設計審査指

針 において も津波 を地震 の随伴 事象 として考慮す るよ う求 める文言 が入

った ものの，確 率論 的アプ ローチ を とるよ うに求 め られ ることはあ りま

せ んで した。 この よ うに，津波 の分野では地震動 と違 って，設計想 定 を

超 え る未知 の現象へ の予測 を立て る強い動機付 け となる よ うな科学的知

見が確 立 していなか ったわ けです」 （丙B第12号 証10及 び11ペ ー
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ジ）， 「施 設 に安 全 上 の影響 を及 ぼ し得 る誘 因事象 と して は， 自然現象 （地

震 ， 津波 ，火 山， 台風 な ど），施 設 外 人 為 事象 （航 空機 落 下， 有毒 ガ ス，

テ ロな ど），施 設 内事象 （施設 内火 災 ，施 設 内浸 水 ， ター ビン ミサイ ル な

ど） と， 数 多 くあ る。 これ らの誘 因事 象 の うち， 当時 ， 対 策 を強化 す べ

き対 象 と して 喫 緊 の課 題 と考 え られ てい た の は地 震 で あ り， 耐震 設 計 審

査指 針 の改 訂 を受 けて の耐震 バ ックチ ェ ックが進 め られ てい た。他 には，

施設 内火 災 や 施 設 内浸 水 は実 炉 で の トラ ブル 事 例 の報 告 が多 か った こ と

か ら， 安 全 研 究 を進 め る な ど， 課 題 に注 力 して き た。 津 波 につ い て は，

耐 震 バ ックチ ェ ック にお い て ， 地 震 随 伴 事 象 と して 検 討 す べ き もの と さ

れ て はい た が， 私 の知 る限 り， 早 急 な対 策 を要 す る喫 緊 の重 要課 題 とは

認 識 され て い なか った。」 （丙B第29号 証43ペ ー ジ） と述 べ て い る と

お り， 工学 的合 理 性 が認 め られ る判 断 で あっ た。

ウ この よ うに ，福 島第 一 発 電 所 事 故 前 は， 津 波 対 策 に先 ん じて 地震 対 策

を採 る必 要 性 が高 い 状 況 下 に あ っ た こ とは多 くの専 門家 が述 べ て い る と

こ ろで あ り， 被 告 東 電 が 地震 対 策 を優 先 的 に行 って い た こ とは グ レー デ

ッ ドア プ ロー チ の観 点か らも正 当な もので あ った と認 め られ る。

（2）被 告 東 電 に よ る津 波 対 策 の検 討経 過 も工 学 的 正 当性 が 認 め られ るべ き も

の で あ った こ と

ア 前記 （1）の とお り，福 島第 一発 電所 事 故 前 は ，津 波対 策 に先 ん じて地震

対 策 を取 る必 要 性 が 高 い 状 況 に あ り，被 告 東 電 の 対 応 も正 当性 が認 め ら

れ るべ き で あ る。 そ して ， 以 下 に主 張 す る とお り，被 告 東 電 は ，地 震 対

策 を最 優 先 に行 いつ つ も， 「長 期 評 価 の 見解 」 や 貞観 津 波 の 知 見 に対 して

も，事 業 者 と して 工 学 的 正 当性 が認 め られ る対 応 を して い た もの と認 め

られ る。

イ す なわ ち，被 告 東 電 は ， 「長 期 評 価 の 見解 」 が 「最 新 の 科 学的 ，技 術 的

知 見 を踏 ま えた合 理 的 な 予測 」 に よ って リス ク を示 唆す る知 見で は な か
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った に もか か わ らず ， そ の 理 学 的 知 見 の成 熟 性 に つ い て ， 事業 者 と して

独 自に調 査す るた め ，阿 部 勝征 教 授 や 今 村 教授 を始 め とす る多 くの 専 門

家 の意 見 を確 認 した ほ か ，後 述 す る とお り平 成20年 に明 治 三 陸 地震 の

波 源 モ デ ル を福 島県 沖 に置 い て そ の影 響 を測 る な どの試 算 （以 下 「平 成

20年 試 算 」 とい う。） をす るな どの社 内的検 討 を行 った （乙A第4号 証

の1・19な い し21ペ ー ジ）。

そ して ， これ らの意 見確 認 や 社 内検 討 を踏 ま え て 「長 期 評 価 の 見解 」

の 取 扱 い につ い て は， 土 木 学 会 へ 審議 を依 頼 す る に至 り， 地震 学 ・津 波

学 ， 津 波 工 学 な どの専 門的 知 見 を有 す る者 らに よ る専 門技 術 的 判 断 に基

づ い た対応 をす るべ く行 動 した （乙A第4号 証 の1・21ペ ー ジ）。

ま た ， 貞観 津波 の 知 見 につ い て も， さ らに堆 積 物 調 査 を行 う必 要 が あ

る状 況 に あ っ た と こ ろ，被 告 東 電 は，福 島第 一 発 電 所 等 へ の影 響 を確 認

す るた め ，事 業 者 と して独 自に知 見 を集 積 す るべ く 自 ら堆 積 物 調 査 を 実

施 す る こ と と した ほ か， 「長 期評 価 の見解 」 と同様 ， 土木 学会 へ の審議 依

頼 も して お り， や は り地 震 学 ・津 波 学 ， 津 波 工 学 な どの専 門 的 知 見 を有

す る者 らに よ る専 門技 術 的 判 断 に基 づ い た 対 応 をす るべ く行 動 した （乙

A第4号 証 の1・21及 び22ペ ー ジ）。

上記 の よ うな被 告 東 電 の行 動 につ いて ，津 波 工学 者 で あ る今 村 教授 は，

「事業 者 と して ， 即座 に対 策 を取 るべ きか ど うか は別 と して ，様 々 な知

見 の影 響 を把握 して お くこ とは重 要 な こ とだ と思 うの で ，東 京 電力 が念

の た め に試 算 を して いた こ と 自体 は 当然 の こ とだ と思 い ます し， 工 学 的

に も正 しい こ とを してい た と思 って い ます 。」 （丙B第30号 証33ペ ー

ジ） と述 べ ，知 見 の収 集 を行 っ て いた こ との 正 当性 を評価 した上 で ， 「念

の た め に試 算 を して影 響 を把 握 して お く こ と と，具 体 的 に対 策 を取 る こ

とは別 問題 で あ っ て ， この よ うな試 算 が あ っ て も科 学 的 な コンセ ンサ ス

が ない もの で あ る以 上 ， 直 ち に この試 算 を前 提 に した 津波 対 策 をす べ き
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で あ っ た とは 考 え て お りませ ん。 それ で は ，津 波 工 学的 に， この よ うな

試 算 を把 握 した場 合 に ど うす べ きで あ っ た の か と聞 かれ れ ば，試 算 の前

提 と した知 見 に科 学 的 な コンセ ンサ ス が な い以 上 ，複 数 の専 門 家 に調 査

検 討 を依 頼 す るな ど して科 学 的 な コ ンセ ンサ ス の有 無 を詰 めて い く作 業

をす るべ き で ， そ の 上 で試 算 結 果 の前 提 とな る知 見 に科 学 的 な コ ンセ ン

サ ス が得 られ た段 階 で具 体 的 な対 策 の検 討 に入 っ て い くべ きで あ る と思

い ます 。 です か ら， この よ うな試 算 を把 握 した東 京 電 力 が， 直 ち に対 策

をす る とい う方 向 に舵 を切 らず ， 専 門家 に対 し， さ らな る調 査 検 討 を依

頼 す る方 向 で動 い た の で あれ ば ， それ は先 送 りで は な く，工 学 的 に は正

しい行 動 で あ った と評 価 され るべ きです。」 （同号証33及 び34ペ ー ジ）

と して， 津 波 工学 の観 点 か ら正 当性 が認 め られ るべ き対 応 だ った 旨 の評

価 を下 して い るので あ る。

ウ さ らに ，前 記 第4の5（2） ウ （エ）で 述 べ た とお り， 土木 学 会 で は ，決 定

論 にお い て 当 時 の英 知 を結 集 した津 波 評 価 技 術 を策 定 した後 も， 津 波 の

不 確 か さの存 在 を前 提 に ， さ らな る安 全 性 向 上 の た め確 率 論 的 津 波 ハ ザ

ー ド評 価 手 法 の研 究 開発 を行 っ て い た と ころ ，被 告 東 電 にお い て も，マ

イ ア ミ論 文 を発 表 す るな ど同手 法 の研 究 開発 を行 っ てお り （乙A第4号

証 の1・20ペ ー ジ）， 「最 新 の科 学 的 ，技 術 的知 見 を踏 ま えた 合 理 的 な

予 測 」 に よっ て リス クを示 唆 す る知 見 とは い えず 決 定 論 と して 取 り込 め

な い知 見 で あ っ て も， これ を原 子 力 発 電 所 の安 全 対 策 に取 り込 む た め の

手 法 の 開発 に注 力 して い た事 実 が認 め られ る。 そ して， この 点 につ いて

は ，確 率 論 的 リス ク評 価 （PRA） 研 究 の専 門家 で あ る 山 口教授 にお い

て も， 「本 件事 故 前 も，事 業 者 は ，津 波PRAに つ い て ，何 もや っ て い な

か っ た わ け で もな く，津 波 にっ い て も知 見 の集 積 を重 ね ， 津 波PRAの

手 法 を確 立 させ る方 向で動 い て い ま した。 （中略 ） この よ うに，津 波 に対

す る安 全 対 策 につ い て は， 日本 で は我 々原 子 力 工学 者 も事 業者 も， 知 見
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が少 ないなが らも確 率論的 リスク評価の研究 を進 めるな ど知見の進展 に

努 めてきま した ので， 当時，津波 に対す る安全対策 が不十分で あった と

い う意見は正 当では ない と考 えます。」 （丙B第12号 証11及 び13ペ

ー ジ） として，被告東電 の対応 の工学的正 当性 を述べてい る ところで あ

る。

5ま とめ

以上 の とお り， 「長期評価 の見解 」や貞観 津波 の知見 を正当に評価すれば，

これ らが 「最新 の科 学的，技術 的知見 を踏 ま えた合理的 な予測」 によって リ

ス クを示唆す る知 見でなかった ことは明 らかであ るが，万万 が一 これ らの知

見 を予見可能性検討 のぞ上 に載せた と仮定 して も， グ レーデ ッ ドアプ ローチ

の観 点か ら検討 した場合 ，福 島第一発電所事故前 は，津波 の リス クに切迫性

はな く，一連 の地震対策 が優先 され るべ き状況 であったので あるか ら，被告

国において，被告東電 に対 し，地震対策 に優先 して津波対策 を させ る作為義

務 が生 じていた とは認 め られ ない。 しか も，被告東電 は，津波の リス クが低

い中で も，更 なる安全性 の向上 のため， 自ら知見 の収集や安全対策のための

手法 の研 究 ・開発 を行 っていたほか，未成熟 な知見で あって も，積極 的に土

木学会へ審議 を依頼す るな ど，事業者 として工学的正 当性が認 め られ る行動

を採 っていたため，被告 国にお いて， 二次的 ・補完的責任 を果たすべ く規制

権 限 を行使 しなけれ ばな らない よ うな事情 も存在 しなか ったのであ るか ら，

この点 を踏 まえれ ば，なお さら被告国 に作為義務 が生 じる余地はない とい う

べ きである。

第6予 見可能性 の存在 を仮 定 して も，福 島第一発電所事故前の知見を前提 に津

波対 策 を行 った場合 には，福 島第一発電所事故の結果回避可能性 がないこと

1結 果回避可能性 の有無 を検討す る場合 には，福島第一発電所事故前の工学

的知 見によって導かれ る結果回避措置 による結果回避可能性 が検討 されな け
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ればな らないこと

（1）規制権 限の不行使が違法 となるのは， ある時点において，予 見可能 な被

害 に応 じた適切 な結果 回避i措置 を事業者 が講 じるよ うに，所管行政庁が規

制権 限 を行使すべ きであったに もかかわ らず ，それ を怠 った とい う行為規

範 か らの逸脱 とい う点 に求 め られ る ところ，結果 回避可能性 を考 える上 に

おいて も，行政庁 が，事後 的な知見や事後 的に可能 となった措置 を講 じる

よ うに求め ることは不 可能 であ るか ら，そ の当時の科学的知 見に基づ いて

適切 と考え られ ていた結果 回避措置 に よって結果 を回避 でき る可能性 があ

ったのか ど うかを問題 と しなけれ ばな らない。 しか も，規制権 限の不行使

が違 法 とな るとい うことは，行政庁 に一定 の規制権限 の行使 を義務付 ける

とい うことであ り，それ に よって，事業者 は行使 され た規制権 限の内容 に

沿 って結果 回避措置 を実施 しなけれ ばな らない ことになるのであるか ら，

事業者 にその よ うな負担 を負 わせ る以上，規制権限 を行使 す ることで実施

され ることにな る結果 回避措置 によって被害 の発生 を回避 でき ることにっ

いて，客観的 かつ合理的 な根拠 がなけれ ばな らない とい うべ きである。そ

うす る と，あ る結果回避措置 に よって結果 回避可能性 がある とい うた めに

は，原則 と して，規制権限 の不行使 が問題 となってい る時点 で， 当該結果

回避措 置を とることが物理 的に可能 であっただけで は足 りず ，当時 の確 立

した科 学的 ・工学 的知見 に よって， 当該結果回避措置が問題 となってい る

被 害 を回避 でき る措置 として導 かれ る状況 にあった ことが必要 となる とい

うべ きである。

（2）最高裁判決 もまた，結果回避 の可否 に 当たって，単 なる物理的可否 だけ

を問題 にすれ ば足 りる とい う前提で ない と解 され るので あ り，工学的知見

に基づいた具体 的な措置 に基づ く結果回避 の可否 を問題 に してい るのは，

これ まで最高裁が一貫 して取って きた立場 とい うべ きであ る。

す なわち，筑豊 じん肺最高裁判決 において も，その結果回避 につながる
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措 置が 当時の技術水準 か らかな り限定 され て特 定 され ていたた めに， どの

よ うな結果回避措置 を想 定すべきかが正面か ら論 じられ たわけではないが，

少 な くとも，筑豊 じん肺訴訟判決 では，昭和30年 代 にお いて，衝撃式 さ

く岩機 の湿 式型化 に よる粉 じんの発 生を著 しく抑制 でき るとい う工学的知

見が明 らかで あった こ と及 びそれ を導入す る技術的知 見があった ことが前

提 とな ってお り， 当時の被害拡大 のための措置 として当時の工学 的知見及

び技術 的知 見に よると，湿式化 した衝撃式 さく岩機 しか一般的 に考 え られ

ない こ とを踏 ま えた ものであ り，結果 回避措置 を考 え るに当たって，当時

の工学的知 見及 び技術 的知見のみ を取 り入れ ることを所与 の もの と してい

るといえる。

また，大阪泉南アスベ ス ト最 高裁判決の調査官解説 に， 「石綿工場にお け

る石綿製 品の製 造 ・加 工等の工程 は，多種 多様 な作業 内容及び作業用機械

が多数 ない し連続 的に組 み合 わ さった ものであ るために，それぞれ の作業

に適合 した局所排気装 置 を設置す る必要 が あ り， しか も，機械 の種類や そ

の配置状況 な ど，作業 現場 ごとの実情 に応 じた設置 ・設計 が必要 である。

このよ うな局所排気装 置の特性等 を考慮す る と，局所排気装置 につ いての

実用的な工学的知 見がない状況 でその設置 を法 的に義務付 ける ことは，使

用者 に著 しい困難 を強い ることにな りかねず ，局所排気装置 の設置 を法的

に義務 付 けるためには実用 的な工学 的知 見の確 立 （及 びその広範 な普及）

を要す る とす る見解 にも相応 の理 由があ る といえ よ う （特 に本件 では罰則

付 きで設置 を義務付 けるのであ るか ら義務付 けに当たっては よ り慎重 な検

討 を要 しよ う。）」， 「石綿 の粉 じんによ り生命 及び身体 とい う重要 な法益 に

重大かっ深刻 な被 害が生 じていたに もかかわ らず，使用者 に対す る国の行

政指導が十分な もので なく，他方 で，石綿 工場 の労働者 において石綿の粉

じんば く露防止策 を採 ることは困難 であったな どの事情 が認 め られ るので

あ り， この よ うな事情 の下では，国に よる結果 回避可能性 ，す なわ ち，局
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所排気装 置の設 置の義務付 けの可能性 につ いては緩や かに （前倒 しで）判

断 され るべ きであ るよ うに思 われ る。」 （角谷 昌毅 ・法 曹時報68巻12号

182な い し184ペ ージ） と解説 され ている よ うに，大 阪泉南 アスベ ス

ト最 高裁判決 は，既 に重要 な法益 に重大 かつ深刻 な被害 が生 じていた とい

うよ うな結果 回避措置 を早急 に実施 しなけれ ばな らない とい う状況 にあっ

た こ とな どを考慮 して，例外 的に，結果 回避可能性 が認 め られ る時期 を工

学的知 見が確 立す るよ りも早 めた もの と解 され る。 とはいえ，大阪泉南 ア

スベ ス ト最 高裁判決 が，前記 の よ うな例外 的な状況 の下で，結果 回避 可能

性 が認 め られ る時期 を工学的知見 が確 立す るよ りも早 め る可能性 がある こ

とを認 めている もの としても，同最高裁 判決 においては，他方で， 「昭和3

3年 には，局所排気装 置の設置等 に関す る実用的 な知識及 び技術 が相 当程

度普及 して石綿 工場 において有効 に機能す る局所排気装置 を設置す るこ と

が可能 とな」 っていた ことをもって， 「石綿工場 に局所排気装置 を設置す る

ことを義務付 けるため に必要 な実用性 のあ る技術 的知 見が存在す るに至 っ

ていた」 とい う判 断 も してい るのであって，結果 回避可能性 がある とい う

た めには，少 な く とも，特 定の結果 回避措置 を実用化す るに足 りる技術的

知 見が相 当程度確 立 してい ることが必要 である ことを前提 としてい るもの

と考 えられ る。

（3）したがって，大阪泉南ア スベス ト最高裁判決 に至 るまでの一連 の最高裁

判決 の考 え方 か らすれ ば，本件 の よ うに， いまだに被害 が生 じてお らず，

被害発 生の切迫性 が高 かった とい えない事案 にお いて は，規制権限の不行

使 が問題 となってい る時点 で，当該結果回避措置 を とるこ とが物理的 に可

能 であ ることだけでな く，当時 の確立 した科学的 ・工学的知見 によって，

当該結果 回避措置 が問題 となって いる被害 を回避 で きる措置 として導 かれ

る状況 にあった ことが必要 とい うべ きであ り， このよ うな当該結果回避措

置 を前提 とした結果回避 の可否が論 じられ るべきである。
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2福 島第一発電所事故前 の工学 的知見 に照 ら し，津波対策 と して導かれ る結

果回避措置 について

（1）ドライサ イ トコンセプ トにつ いて

ア 福 島第一発電所事故前の知見 に照 らして適切 と考 えられ る措 置を正 し

く認 定す るためには，その前提 として，原子力発電所 にお ける津波対策

が どの よ うな考 え方 の下で行 われ るものであ るのか を理解す る必要 があ

る。福島第一発電所事故前の時点では，原子力発電所 における津波対策 は，

ドライ サイ トコンセプ トに基 づいて行 われ てきた。 ドライサイ トコンセ

プ トとは，安全 上重要 な全 ての機器 が設計基準津波 の水位 よ り高い場所

に設置 され るこ とな どに よって，それ らの機器 が津波 で浸水す るのを防

ぎ，津波 による被害 の発生 を防 ぐとい う考え方で ある。

福 島第一発電所 につい て も， ドライサイ トコンセ プ トに基 づいて，安

全上重要 な機器 のほ とん どが設置 され る主要建屋 の敷地 高 さを，想 定 さ

れ る津波の高 さ以上の もの として津波の侵入 を防 ぐことを基本 としっつ，

津波 に対す る他 の事故 防止対策 も考慮 して，津波 に よる浸水等 に よって

施設 の安全機能 が重大 な影響 を受 け るお それ がない もの とす ることを求

めてきた。

前記 第4の2で 詳 述 した とお り，福 島第一発 電所の原子炉設置許可処

分 にお け る安全審査 にお いては，立地条件 として 「海象」 につ いて調査

審議 され ている ところ，潮位 の記録 と して，小名浜港 （敷地南方約50

キロメー トル） にお ける観測記録 に よれ ば，昭和35年 のチ リ地震 津波

の波高 が最高 で0．P． ＋3．122メ ー トル があった一方，福島第一
、

発 電 所 の主 要 建 屋 の敷 地 高 さが0．P． ＋10メ ー トル で あ った こ とか

ら， 津 波 の不 確 定 性 を考 慮 して も， 敷 地 高 さ と想 定 津 波 との間 に十分 な

高 低 差 が あ り， ドライ サ イ トと して津 波 対 策 が 図 られ て い る もの と判 断

され た ほ か （丙A第67号 証1及 び2ペ ー ジ），福 島第 一 発 電所 事 故前 に
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お け る最 終 的 な想 定津 波 の最 大 値 も，津 波 評 価 技 術 に基 づ い た0．P．

＋6．1メ ー トル で あ る こ とか ら， ドライ サ イ トと して津 波 対 策 が図 ら

れ て い る もの と判 断 され て きた ので あ る （丙A第129号 証1ペ ー ジ）。

イ この よ うな ドライ サ イ トコ ンセ プ トにつ い て は ， 工学 の専 門的 知 見 を

有 す る今 村 教 授 ， 阿部 博 士 ， 山 口教 授 及び 岡本 教授 らにお い て も， 「本 件

事 故 を経 験 す るま で は ， 防災 関係 者 一般 の認 識 と して ，原 子 炉 施 設 にお

け る津 波 防 護 は ，主 要機 器 の あ る地盤 高 を設 計 想 定津 波 の高 さよ り高 く

す る こ とで必 要 十分 で あ る と考 え られ て き ま した 」 （丙B第30号 証38

ペ ー ジ）， 「福 島 第一 事 故 以前 の安 全 審 査 に お い て は ，敷 地 高 さが想 定 さ

れ る津 波 の高 さ以上 に あ る こ とを もっ て津 波 の影 響 が生 じない こ と （い

わ ゆ る 「ドライ サ イ ト」） が基 本 設 計 で の想 定 だ っ た 」 （丙B第29号 証

44ペ ー ジ）， 「本 件 事 故 前 の知 見 は ， 主要 機 器 の設 置 され た敷 地 に浸 水

す る とい うこ と 自体 が あ っ て は な らな い非 常事 態 で した の で， 事 業者 も

規 制 当局 も， 水 を入 れ ない とい う対 策 を考 え る はず 」 （丙B第12号 証6

ペ ー ジ）， 「工 学 的 な見 地 か ら言 え ば ，そ の試 算 の水 位 に対 応 した 設 計 に

基 づ き浸 水 を 防 ぐ こ とが で き る対 策 （ドライ サイ トを維 持 す る対 策 ） を

とってい るので あれ ば，一概 に合 理性 を否 定 で き るもの では あ りませ ん」

（丙B第11号 証14ペ ー ジ） な ど と 口々 に述 べ て い る ほか ，福 島 第 一

発 電 所 事 故 後 にJNESが 発 行 した 「津 波 に対 す る構 造 設 計 ・リス ク評

価 手 引 き」 （平成26年1月 ） （丙A第149号 証 ） に 引用 され て い る，

平 成25年 のIAEAの 国 際 専 門 家 ミー テ ィ ン グ 「Protectionagainst

ExtremeEarthquakesandTsunamisintheLightoftheAccidentatthe

FukushimaDaiichiNuclearPowerPlant」 にお け る議 長 サ マ リー に 「3．Main

IssuesandLessonsfromtheFukushimaAccidentinrelationtoEarthquakesand

Tsunamis」 （訳 ：地震 及 び津 波 に関 し，福 島事 故 か ら得 られ た重要 な幾 っ

か の論 点 と教 訓） の項 目で ， 「Plantlayoutshouldbebasedonmaintaininga
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‘d
rysiteconcept’ ，wherepracticable，asadefenceindepthmeasureagainst

sitefloodingaswellasphysicalseparationanddiversityofcriticalsafety

systems； （訳 ：施 設 や設備 の配 置 は， ドライ サイ トコンセ プ ト維 持 の考 え

方 に基 づ か な けれ ば な らない 。 そ の よ うな考 え方 は， 重 大 な安 全 シス テ

ム の物 理 的 な隔 離 や 多 様 化 と同様 に， サ イ ト浸 水 に対 す る深 層 防護 方 法

と して 実 効 性 が あ る。）」 と され て い る とお り， 福 島第 一 発 電 所 事 故 以 前

は も ち ろん の こ と， 福 島第 一 発 電 所 事 故 の 教 訓 を踏 ま えた 現在 も， ドラ

イ サ イ トコ ンセ プ トの下 で 津 波 対 策 を図 って い く こ とは， 津 波 防護 策 の

基本 と され て い る ところで あ る。

（2）福 島第 一 発 電 所 事 故 前 の 科 学 的 ・工学 的知 見 に 照 ら した場 合 ， 敷 地 高 さ

を超 え る津 波 が 予 見 され た 場 合 に導 か れ る対 策 は， 防 潮 堤 ・防 波 堤 等 の 設

置 に よ って ドライサ イ トで ある こ とを維 持 す る とい うもの で あ った こ と

ア 福 島第 一 発 電 所 事 故 前 に保 安 院 にお い て 安 全 審 査 官 を務 めて い た名 倉

氏 が ， 「当時 は， 主要 建 屋 な どが あ る敷 地 を津 波 が 浸水 す る こ とが予想 さ

れ た 場合 ， 防潮 堤 の 設 置 が 最 も抜 本 的 か つ 実 効 的 な回避 措 置 と して合 理

的 で あ る と考 え られ て い た」 （丙B第31号 証20ペ ー ジ） と述 べ る とお

り，福 島 第 一発 電 所 事 故 前 の 科 学 的 知 見 ・工 学 的 知 見 に照 ら した判 断 と

して は， 主 要建 屋 の 敷 地 高 さを超 え る津 波 が 予 見 され た 場 合 に導 かれ る

対 策 は， 防潮 堤 ・防 波 堤 等 の 設 置 に よ って ドライ サ イ トで あ る こ とを維

持す る こ とにな り， かつ ， この よ うな対策 が最 も望 ま しい と され て いた 。

そ して ， この よ うな判 断 に科 学 的 ・工 学 的合 理 性 が認 め られ る こ とに

つ い て は ，原 子 力 工 学者 で あ る岡 本 教授 及 び 山 口教 授 が 「ドライサ イ ト

へ を維 持 す るた め に10メ ー トル盤 の敷 地 高 さ を上 回 る津波 が来 る南 北 の

み に防潮 堤 を建 て る とい う安 全 対 策 には 合理 性 が認 め られ る とい え る一

方 ， それ とは別 の 方 法 と して ， あ るい は 前記 安 全 対 策 に付 加 して， 主 要

施設 の水 密 化 や 非 常 用電 源 ・配 電盤 ・高圧 注水 系 等 へ接 続 す るた め の各
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種 ケーブル等 の高所移設 な どをす べきであった とは とて もいえない とい

うのが工学的 な知見 に基づ いた意見 にな ります。」 （丙B第11号 証17

ペ ージ）， 「浸水 を前提 に対策 を講 じさせ るとい う知見 はあ りませ んで し

た し， リソー スが有 限であ る中で安全対策 を考 える以上 ，余計 な設備 を

増やす ことに よって ，かえって施設全体 の安全性 に不 当な リスクが生 じ

る危 険性 もあるため，計算 上， ドライサイ トを維持 でき る対策 のみ を講

じることの合理 性を否 定で きるものではな く， この点 も岡本先生 の意 見

書 と同 じ考 えです。」 （丙B第12号 証7ペ ージ） と述べ ているのみ な ら

ず ，津波工学者 であ る今村教授 も，敷地 高 さを超 え る津波 が予見 され た

場合 に導 かれ る対策 について， 「原子力施設 における津波対策 に関す る工

学的 な研究 （「耐津波 工学」 と呼ばれています。） が体系 的に行 われ るよ

うになったのがそ もそ も本件津波 の後 である， とい うこ とです。本件事

故 を経験す るまで は，防災 関係者一般 の認識 と して，原子炉施設 にお け

る津波防護 は，主要機器 のあ る地盤高 を設計想 定津波 の高 さよ り高 くす

るこ とで必要十分 である と考え られて きま した。」， 「信頼 のお ける試算 に

よって津波の想定が変 わった ことになるのです か ら，それ に応 じて防潮

堤 ・防潮壁 を設 置す るこ とに よ り，それ まで どお り主要地盤 への津波の

越流 を防 ぐとい う対策 を講 じると判断す ることには，合理 性が認 め られ

たはずです。そ して ，本件事故前 ，更 に想定外 の津波が到来す るこ とを

想定 し，津波 の越 流 を前提 とした津波対策 を講 じる との考 え方 は，防災

関係 者一般 で とられ てい ませ んで した。 です か ら，本件 事故前の知 見 に

基づ く限 り，防潮 堤 の設置 に よって新た な想定津波の越 流 を防 ぐこ とが

で きるので あれ ば，国 も事業者 も，防潮堤 に加 えて重要な施設 ・機器 の

水密化や非常用電源 設備等 の高所へ の増設 な どの対策 を講 じなかった と

しても，工学的に不合理 だ と評価 され ることはなかったはず です。」 （丙

B第30号 証38及 び39ペ ージ） と述べてい るところである。
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イ また，敷地高 さを超 える津波が予見 され た場合 に導かれ る対策 が，前

記 の とお り，防潮 堤 ・防波堤等の設置 に よって ドライサイ トであ るこ と

を維持す る とい うものにな り，かつ， これ を もって足 りる とされていた

こ とについては，今村教授及び岡本教授が， 「本件事故前，東海第二発 電

所で は，茨城 県の津波浸水想 定 区域 図の公表 を受 けて延 宝房 総沖地震 に

伴 う津波 を再評価 し，新た な試 算結果 を得た ことか ら，海 水ポ ンプ室の

側 壁 の高 さを嵩上げす る との対策 を決定 して着 工 しま した。 しか し， こ

の対策に加 えて，側壁 か ら津波が越流 す るこ とを想定 して海水 ポ ンプそ

の もの を水密仕様 にす る とか，代替設備 を高所 に増設す るな どの対策 は

されませ んで した し，誰 も要求 しませ んで した。 これ は，先ほ ど述 べた

当時の工学的な考 えに沿 うもの と考 えるこ とがで きます。」 （丙B第30

号証40ペ ージ）， 「私 は，以前か ら，茨城 県原 子力安全対策 委員会 に参

加 してお り，現在 は委員長 を務 めてい るた め東海 第二原子 力発電所 の安

全 対策 に携 わっています。東海 第二原子 力発電所で は，本件事故前 に 中

央防災会議 の検討結 果 を受 け，県か ら設 計想 定 の津波の再評価 とこれ に

基 づ く対策 を求 め られ，従前の設 計想 定の津波 を5．7メ ー トル に見直

した結果 ，浸水 防護 のた めに高 さ6．1メ ー トルの防潮壁 を増設 してい

ますが，本件事故前 に浸水 防護 を図 るた めの上記対策に加 え，施設 の水

密化や非 常用電源 ・配電盤 ・高圧 注水 系等へ接続 す るための各種 ケー ブ

ル 等の高所移設 な どは行 っていませ ん。 これ は，ま さに 当時の工学的知

見 としては，設計想 定の津波 を見直す な どした結果 として，浸水防護 に

問題 が生 じた場合 ，まず 防潮堤 のか さ上げや 防潮壁 の増設 に よって浸水

防護 を図 る とい う発想 にな ることの現れ で，それ とは別 の方法 として ，

あ るいは上記発想 に付加 して，施設 の水密化や 非常用電源 ・配電盤 ・高

圧 注水系等へ接続す るための各種 ケー ブル等 の高所移設 な どをすべ き と

い う発想 にはな らない ことを表 してい る ものです し， これ まで述べて き
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た とお り防潮堤 のか さ上げに よって ドライサイ トを維持す る対策 のみ を

講 じる ことの工学的 な合理 性を表 してい る もの といえます。」 （丙B第1

1号 証17ペ ー ジ） と述べ てい る とお り，東海 第二原子力発電所で実際

に行 われ た津波対策 か らも裏付 け られ てい る。 さ らにいえば，被告東電

の事故調査報告書 において も，後述す る福 島第一発電所事故前 に被告東

電 が行 った 「長期評価 の見解」 を前提 とした試算津波 につ いて，対策 の

要否 を議論す るに 当た り 「津波対策 につ いては，一般 的な方法 として防

潮堤等 を設置す る案で例示 した」 （乙A第4号 証 の1・23ペ ージ） 旨記

載 され てお り，被告 東電において も，津波対策 の現 実の要否や 可否 が未

確定 の段階 か ら，一 次的に想起 され た対策 と して防潮堤等 の設置 によっ

て ドライサイ トを維 持 して方 向での対策 を例示 してお り，かか る事実経

過 か らも，福 島第一発電所事故前 に敷地 高 さを超 える津波 が予 見 され た

場合 に導かれ る対策が防潮堤 ・防波堤等の設置 によって ドライサイ トであ

ることを維持す るものであった ことが裏付 けられている。

ウ 上記 の よ うな考 え方に対 し，防潮堤以外 の津波対策 （水密化 な ど） の

措置 も講 じられ るべ きであった 旨の考 え方 が福 島第一発電所事故後 に示

され るな どもしてい る。 しか しなが ら，防潮堤 以外 の津波対策 につ いて

は，津波 の不確 か さの存在 を前提 に，その解 消を図 ろ うと していた首藤

名誉教授 が以 下の よ うに防潮堤 な どの構造物 に よる津波対策 の限界 を意

識 しなが ら研究 を続 けていた 旨述べ てい る。

若 干長文で あるが，首藤名 誉教授 の考 え方 の趣 旨を正確 に理解す るた

め，首藤名誉教授 の意 見 （丙B第45号 証20な い し24ペ ー ジ） を一

部 引用す る。

「私 は，例 えば平成12年7月28日 の第5回 部会 では 『想定津波以

上 の規模 の津波 が来襲 した場合 ，設計上 ク リテ ィカル な課題 があるのか

否 か検討 してお くべ きである。』 とコメン トし，想定津波 を超 えた場合の
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議 論 を進 めてい くよ う促 してい ま した し，電力 会社 の人間 と話 をす る際

も，折 をみて想定津波 を超 えた場合の対策の必要性 について言 及 して き

ま した。」， 「この想 定津波 を超 えた場合の対策 として，私 が どの よ うなも

の を考 えていたのか について説明 しますが，私がいつ も例 に挙げていた

のは原子力潜水艦で した。 （中略） しか しなが ら，原子力発電所 に原子力

二潜水艦の よ うな水密 化 の発想 を適用す る とい って も一朝一夕で可能 にな

るもので はあ りませ ん。 （中略）原子力発電所の津波対策 として水密化 を

考 えた場合 ，津波の挙動や高 さをコン トロ・一ルで きないわ けですか ら，

動水圧 に よる影響や 漂流物の影 響 も踏ま えた設計が必要 になって きます

し，想 定津 波 を上回 った場合 ， どの よ うな経 路 ・機 序で設備 が浸水 して

トラブル を起 こすのか とい った解析 も必 要にな って きます。 しか しなが

ら，私が電 力土木誌 に論 文 を寄稿 した 当時 も津波評価 技術 を策定 した 当

時 も， これ らを可能 とす るた めの設計手法 も解析 手法 も確 立 してはいま

せ んで した。 これ は，我が国 においてのみな らず ，世界 中を見渡 して も

そ うで した。 また，想 定津波 を超 えた場合 の対策 には， も う一 つ乗 り越

えるべ き問題 があ りま した。 一言で 『想 定津波 を超 える』 といって も，

どこまで超 えて くるのか とい う基準 を設 定 しな けれ ば，対策 を考 えるこ

とがで きない とい う点です。動 水圧 に よる影響や漂流物 の影響 も踏 まえ

た設 計が可能 にな り，浸水経 路や設備 が トラブル を引 き起 こす機構 の解

析 が可能 になった と して も，潜 水艦 が限界潜水深度 までの水密性 しか維

持 で きない よ うに無 限の水密化 とい うものはあ り得 ませ んので，想定津

波 を超 えて くる場合 に， どの くらいの波 高の津波 があ りうるのかを設定

しない と工学的な設計 がで きないのです。 そ して，一 定の波高 を想定 し

て水密化 の仕様 を決 定す ると して も，仕様 とコス トは比例 します ので，

や は り作 り手を納得 させ るだ けの根拠 がなけれ ばな りませ んが， 当時，

津波評価技術 に よって導 き出 され る想定津波 を超 える津波 として危険性

168



を示唆 でき る程度 の津波 を示す ことができ るだ けの知見 もあ りませ んで

した。つま り，津波評価技術策 定当時，『想定：津波 を超 えた津波対策 と し

て水密化 をすべ きである。』 と言 った として も，その時点の工学的知 見で

は，『それで は， どこを どの よ うな計算 で水密 化すればいいです か。』 と

聞かれた場合 に確 実な答 えを出す ことができない状態 で した し，『どの く

らいの津波 を想定 して水密化 の仕様 を決 定すべ きです か。』 と聞かれ て も

仕様 を決 定す るだけの危険 性が示唆 され る津波 高 さを示す ことがで きな

かったわけです。 そ こで，私 た ちは，津波評価技術 の策 定を した第一期

津波評価部会 に引き続 き，第 二期津波評価部会 においては，水密化 をす

るための前提 とな る津波 の波力 と砂移動 の計算 手法 を確 立 させ るととも

に，想 定津波 を超 え る津波 の危 険性 を示す 手法 として確率論 的アプ ロー

チに よる津波ハザー ドリス クの計算手法 の確 立 を 目指す こととな りま し

た。」， 「しか しなが ら，本件事故 までに これ らの手法 の研 究開発 を続 けて

きた ものの，その確 立に至 る前 に平成23年3． 月11日 が来 て しまいま

した。」， 「私 は，津波 工学 の創始者 として，『地域 防災計画 におけ る津波

対策強化 の手 引き』や 『津波評価技術』 の策 定に関与 してきま した し，

その後 も原子力発電所 にお け る津波対策 として想 定津波 を超 え る津波 の

対策 をす るための研 究を進 めて きま した。 平成23年2月 には，電気 ・

機械 ・建築 の専 門家 も入れ て水密化 のための研 究を さらに加速 させ よ う

としてきた ところで したが，その3月 には津波が来襲 して しまいま した。

研 究にあ と5年 ，施 工にあ と5年 の10年 あれ ば，想定津波 を超 える危

険性 のあ る津波 を示 した上 で， これ に基 づいた対策 を とる ことがで きた

のではないか と思います。」

この とお り，首藤名 誉教授 は，津波工学 の第一人者 として，福島第一

発電所事故前 までの工学的知 見 として確 立 していた事項や種 々の見解等

の成熟度 につ いては，いまだ津波評価技術 に よって導 き出 された最大想

169



定津波 を超 える津波 として， どの よ うな想 定外の津波 を想 定す べきか と

い う知見や ， 当該津波 に対す る具体的な対応 方法 に関す る知見がな く，

これ を研究 ・開発 してい る途 中の段階にあった旨を述べ ているのであ り，

津波 工学の分野 において， 「防潮堤 ・防波堤等 の設置」以外の結果回避措

置の対策 を とるた めには研 究 に約5年 ，施 工 に約5年 の合 計10年 程度

を要す る段 階 にあった旨を述べ，福 島第一発 電所事故前までに これ を行

うこ とが不可能で あった と述べてい るので ある。そ して，福 島第一発電

所 事故前 も現在 も，津波工学は，首藤名 誉教授や今村教授 を中心に研 究

・発展 して きた学術分野なのであ り，福 島第一発電所事故以前 の段階で，

両名 とも実質的 に想定津波 を超 えた場合 の対策 として具体的な仕様 を算出

す るだけの知見が存在 していなかった 旨述 べてい ることか らす る と，他

に津波 工学 的 に見て具体的な津波 対策 を可能 とす るよ うな専門的知 見は

存在 していなか った とい うほかな く，福 島第一発電所事故 前の工学的知

見 に照 らして，福 島第一発電所事 故後に示 された よ うな津波対策 が福 島

第 一発電所事 故前 に導かれ るこ とは あ り得 なか った とい うべ きであ る。

工 以上の とお り，福 島第一発電所 事故前の科 学的 ・工学的知見に照 らし

た場合 ，敷 地高 さを超 える津波 が予見 され た場合 に導かれ る対策 は，防

潮堤 ・防波堤 等の設 置 によって ドライサイ トで あるこ とを維持す る とい

うもので，それ以外 の対策， あるいはそれ に付加 した対策 が導 かれ るこ

とはあ り得ない。

3福 島第一発電所事故前 の科学 的 ・工学的知見 に照 らし，適切 と考 え られ た

対策 を講 じた場合，福島第一発電所事故が防げなか ったこと

（D「 長期評価の見解」を前提 と した想定津波と本件津波の違い

ア 前記2の とお り，福 島第一発電所事故前 の科 学的 ・工学 的知見 に照 ら

した場合，福島第一発電所事故前の科学的 ・工学的知見に照 らした場合，

敷 地高 さを超 える津波が予見 され た場合 に導 かれ る対策 は，防潮堤 ・防
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波堤等の設 置に よって ドライサイ トであ るこ とを維持す るとい うものに

なる。被告 国において，福 島第一発電所 の敷 地地盤 面を超 える何 らかの

津波 の予見が可能 とな ったた めに， ドライサイ トコンセ プ トの下で何 ら

かの規制権 限 を行使 し，事業者 が防潮 堤 ・防波 堤等 の設置 に よって ドラ

イサイ トであ るこ とを維持す る対策 を講 じた として も，津波 の規模 （継

続時間の違 い を前提 に した水 量，水圧 のほか浸水域や浸水域 ごとの浸水

深，津波 の遡上方 向等）が異 なって くれ ば， これ らに対 して ドライサイ

トを維持す るた めの対策 として必要 とな る防潮堤 の高 さ ・強度 な どの仕

様や設置位 置は大き く異なって くる。

そのため，予見可能 とされ た津波 の性質 に従 って導 かれ る結果回避措

置 によって福 島第一発 電所事 故が回避 できたか否 かにつ いては，詳細 な

検討 を行わな くてはな らないが，福島第一発電所事故前 の時点において，

福 島第一発電所 の敷 地地盤 面 を超 える何 らかの津波 を導 き出す ための知

見 としては， 「長期評価 の見解」 を用いるほかないた め， これ を前提 に検

討す る。

この点について，第5の4（2） イで述べた とお り，被告東電 は，以下の

図表7に 示す方法に より，平成20年 試算においてこれ を行 っている （以

下，平成20年 試算 による想定津波 を 「試算津波」 とい う。）。
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［図 表7］ 丙A第119号 証 ・18枚 目より

乙A第60号 証 ・9ペー ジより

平成20年 に東京電力が「長期評価の見解」を前提にし
た場合，福島第一発電所に襲来する津波の高さを試算

9
．
所

、

電

1896年 明治 三 陸地 震

の領 域 （Mw8．3）

明治三陸地震の波源モ

デルを福島県沖の日本

海溝沿いに移した場合
の影響を試算

イ そ こで，平成20年 試 算 による試算津 波 に基づ き， ドライサイ トであ

るこ とを維持 す る対策 を講 じた場合 ，福 島第一発電所事故 を回避 し得 た

か について詳 述す るが， この検討 に当た って は，以下の図表8に 示す と

お り， 「長期評価の見解」 に基づ いた試算津波 と本件地震 が惹起 した本件

津波 は規模 が全 く異 なるもので あった こ とを前提 と して理解 してお く必

要が ある （なお，図表8で 示 した本件 津波の波源モデル は，被告東電 が

行 ったL67モ デルで あ り，本件津波 に関す る試算 は同モデル に基づ く

もので あるが，同モデルの正 当性 については，佐竹教授 が意見書 （丙B

第50号 証）で述べている とお りである。）。
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［図 表8］
乙A第60号 証 ・8，9ペ ー ジ より

前提 ：
「長期評価の見解」による試算津波と本件津波はまったく違う
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地 震 の エネ ル ギー と してマ グニ チ ュー ドが1大 き くな る と， 地震 のエ

ネル ギー は約30倍 とな る。 地 震 ・津 波 の一般 的 な知 見や 「長期 評 価 の

見解 」 が前提 とす る 明治 三陸 地震 と本 件 地震 の違 い につ い て見 る と，試

算 津 波 が前提 と してい る地 震 と本件 地 震 とは ，地 震 エ ネル ギー だ けで も

試 算 津 波 の 前提 とな る地震 がMw8．3で あ るの に対 し，本 件地 震 はM

w9．0で あ る こ とか ら，本件 地震 の方 が約11倍 大 き な もので あっ た。

また ， 地震 は断 層 面 が急 速 に ずれ 動 くこ とで発 生 す る もので あ るが ，

試 算 津 波 が 前提 と して い る地震 に よって 動 く と され た 断層 領域 は， 南 北

の長 さが210キ ロメー トル ，東 西 の幅 が50キ ロメー トル で あ るの に

対 し， 本件 地震 に よ って動 いた 断層 領 域 は南 北 の長 さ400キ ロメー ト

ル 以 上 ， 東 西 の幅 が200キ ロメ ー トル 以上 で あ る こ とか ら，本件 地 震

に よって動 い た断 層領 域 の方 が南 北 に約2倍 ， 東 西 に約4倍 広 い もの で
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あった。

さ らに，津 波 は ，海 底 の隆 起 又 は沈 降 に よ り， そ の海 域 の海 水 が持 ち

上 げ られ た り沈 み 込 ん だ りす る こ とに よって発 生 す るた め， 断層 のす べ

り量 が大 きい ほ ど津 波 も大 き くな る とい う関係 に立 つ。 試 算 津波 が前提

と してい る地震 の断層 す べ り量 は9．7メ ー トル で あっ た の に対 し， 本

件 地 震 の 断層 す べ り量 は50メ ー トル 以 上 で あ る こ とか ら， 本件 地 震 の

断層す べ り量 は約5倍 大 きな もので あ った。

この よ うに ，試 算津 波 が前提 と してい る地震 と本件 地震 は， 地震 エ ネ

ル ギー の 大 き さ， 動 い た断 層領 域 の広 さ， 断層 す べ り量 な どにお い て，

比 較 に な らない ほ ど異 な るもので あ った。

そ して ，前 記 の よ うな地震 の違 い は， 以 下 の図表9に 示 す とお り，福

島第 一発 電 所 に襲 来す る津 波 の方 向 も規模 も大 幅 に異 な る もの に して し

ま うので あ る。
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甲A第216号 証 ・15ペ ー ジより

甲A第2号 証 資料 編20ペ ージより

前 提 ：

福 島第一発電所に襲来する津波の方 向も規模もまったく違う

「長期評価の見解」による試算津波

畢 畢 畢

r，tむ

潮 灘 嗣、
浸水 深 約2～5メ ー トル

｛2号機 付近 も4，5m）

す な わ ち， 図 表7に お い て も記 され て い る とお り，試 算 津 波 は ，福 島第

一発 電所 の南 東 方 向 に置 かれ た 波源 か らの津波 で あ る こ とか ら
，福 島第 一

発 電所 に襲 来 す る津 波 は南 側 か らの もの が大 きな もの とな り，福 島第 一発

電 所 の 主要 建 屋 の敷 地 高 さ （0．P． ＋10メ ー トル ） を超 えて津 波 が流

入 して くる の は南側 か らのみ にな る一 方 ， 本件 津 波 は南 北 に広範 な領 域 で

断層 が動 い てい る こ とか ら，波源 も三 陸沖 か ら房 総 沖 の広 範 囲 に及 ん で い

るた め，福 島第 一発 電 所 に は北側 ，東 側 ， 南側 の全 て の方 向か ら津 波 が襲

来 して お り， 南側 のみ な らず ，東 側 か ら もO．P． ＋10メ ー トル盤 を超

えて津 波 が流 入 して い る （北側 も0．P． ＋13メ ー トル盤 を超 えて5，

6号 機 の主 要建 屋 設置 エ リアに浸水 してい る）。

そ して ， この よ うな方 向，規 模 の違 いか ら，1な い し4号 機 の主要 建 屋

付 近 の浸 水 深 と して も，試 算津 波 は ，越 流地 点 で あ る敷 地 南側 に最 も近 い
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4号 機 原 子 炉建 屋 付 近 が2．604メ ー トル ， ター ビン建 屋 付 近 が2．0

26メ ー トル で最 も浸 水深 が大 き くな って い るが，1号 機 付 近 で は1メ ー

トル未 満 の浸水 深 とな って い る一方 ，本 件 津波 は総 じて2な い し5メ ー ト

ル程 度 の浸 水深 とな って い るな ど大 きな違 い が あ る。 特 に2号 機 ター ビン

建屋 の大 物搬 入 口付 近 で は ，前者 が約1メ ー トル 程 度 で あ るの に対 し，後

者 が4な い し5メ ー トル に及 ぶ な ど顕著 な違 い が 出て い る。

さ らに，前 記 の よ うな規 模 の 違 い は， 津 波 の継 続 時 間 に も現 れ て お り，

試 算 津 波 で は ，福 島 第 一発 電 所1号 機 ない し4号 機 の 取水 口前 面 の水 位 が

0メ ー トル か らお よそ6メ ー トル程 度 に達 した後 に， 再 び0メ ー トル に低

下す るまで の 時 間 は， いず れ の 号機 にお い て もお よそ10分 弱 程 度 とな っ

て い る こ とが読 み取 れ る （甲A第216号 証17ペ ー ジ）。 一 方 ，被 告 東

電 が行 った本 件 津 波 の再 現 計 算 にお い て は，港 湾 内 の検 潮 所位 置付 近 にお

け る水位 の 時 間経過 が示 され て い るが，水 位 が5メ ー トル を超 えて最 大1

3．1メ ー トル に達 した後 に，0メ ー トル ま で低 下 す るまで の 時 間 のみ で

もお よそ17分 程度 （水位 が0メ ー トル か ら上 昇 し，再 び0メ ー トル に低

下す るま で の場 合 は約30分 程 度 ） で あ る こ とが 読 み取 れ る な ど大 き な違

い が認 め られ る （甲A第234号 証 の2・2ペ ー ジ）。

この よ うな福 島第 一 発 電 所 に襲 来 した津 波 の規模 の違 い につ い て は，今

村 教 授 の意 見 書 にお い て も， 「2008（ 平成20） 年 の東 電試 算 にお い

て想 定 した津 波 で あ る明治 三 陸津 波 級 の 巨大 津 波 と本 件 津 波 とで比 較す る

と，そ の規 模 が大 き く異 な るこ とは多 くの デー タが示 してい ます。例 えば，

沿岸 に押 し寄せ た水 量 を概 算 して比 較 す る と，本 件 津 波 の方 が圧 倒 的 に大

きな量 で あ った と考 え られ ます 。 本件 津波 で は， 断層 長 さ （南 北 ）約40

0～500キ ロメー トル ， 幅 （東 西 ）約200キ ロメー トル に わた る広 域

で断 層破 壊 が起 こ り， だい た い平 均10メ ー トル く らい海 水 が持 ち上 が っ

た こ とに な りま す が ，そ の水 量 は単 純計 算 で1000立 方 キ ロメー トル に
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もな ります 。 そ の うち波源 の西側 に位 置 した東 北 地 方沿 岸 には ，お お ざっ

ぱ に見 て約 半 分 の量 の海水 が押 し寄せ た と考 え られ ます か ら，500立 方

キ ロメー トル に相 当す る海 水 が 押 し寄 せ た こ とに な ります 。 これ は， 日本

最 大 の流 量 を誇 る信 濃 川 の年 間 流 出量 （約16立 方 キmメ ー トル ） で換 算

して み る と， 本件 津 波 で は ，信 濃川 が一 年 か けて海 に注 ぎ込 む水 量 の約3

0倍 もの水 量 が一 気 に東 北地 方 沿岸 に押 し寄せ た こ とに な ります。同様 に，

2008（ 平 成20） 年東 電 試 算 で用 い られ た 明治 三 陸津 波 の波 源 モ デル

に基づ い て，断層 破 壊 に伴 って持 ち上 げ られ た水 量 を単純 計 算 して みます 。

す る と， 明治 三 陸津 波 の 断層 パ ラメー タで は ， 断層 長 さ約200キ ロメー

トル ，幅約50キ ロメー トル，すべ り量9．7メ ー トル とされ てい るので ，

そ れ らを乗 じた97立 方 キ ロメー トル が持 ち上 げ られ た海 水 の 量 と計算 さ

れ ます。 そ こで ， これ と本件 津 波 にお け る水 量 と比 べれ ば ，お よそ10倍

もの違 い とな る こ とが分 か ります 。」（丙B第30号 証47及 び48ペ ー ジ）

な どと述べ られ ，詳 細 な分析 が され て い る ところで あ る。

（2） 「長期 評 価 の 見解 」 を前 提 と した 想 定 津 波 に 対 し，防 潮 堤 ・防 波 堤等 の

設 置 に よ って ドライ サ イ トで あ る こ とを維 持 す る対 策 を と った と して も ，

福 島第 一発 電 所事 故 を回避 で きなか った こ と

ア 被 告 東 電 は ， 「長 期 評 価 の 見解 」 を前 提 と した想 定津 波 に対 し，以 下 の

図表10で 示 す とお り，試 算 津 波 で高 い波 高 が予 測 され る場 所 に防潮 堤

を設 置 して ドライ サ イ トで あ る こ とを維 持 す る対 策 を講 じた 場合 の シ ミ

ュ レー シ ョンを行 い ，本 訴 訟 にお い て は ，そ の結 果 が 書 証 と して提 出 さ

れ てい る （乙A第60号 証 ）。
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［図 表10］ 乙A第60号 証 ・11ペ ー ジより

甲A第216号 証 ・15ペ ー ジより

● 試算津波を基に鉛直壁を設定して波高を確認した上で，

高い波高が予測される場所に防潮堤を設置して浸水防止

前 記 図表10に 示 した 津 波 対 策 が ， 工学 的 に合 理 性 を有 す る もので あ

る こ とにつ い て は， 今 村 教授 ， 岡 本 教 授及 び 山 口教 授 が ， それ ぞれ 「2

008（ 平 成20） 年 の東 京 電 力 の試 算 結 果 で は， 敷 地 南側 で0．P．

＋15．7メ ー トル の浸 水 高 とな る な ど，津 波 が敷 地 の南 北 か ら遡 上 し

て く る こ とに な る一 方 ，O．P． ＋10メ ー トル に あ る1～4号 機 前 面

（敷 地東 側 ） か らは 津 波 が遡 上 しな い との結 果 に な っ て い ます 。 この こ

とにつ いて ，訟 務 局 の担 当者 か ら，『敷地 の南 北 に のみ 防潮 堤 を設置 して

ドライ サ イ トが維 持 で き る ので あれ ば，1～4号 機 前 面 には 防潮 堤 を設

置 しない とい う考 え方 を採 用 して も， 工学 的 に合 理 的 と言 え るか。』 と質

問 され ま した。 これ に対 して も，東 京 電 力 の試 算 に あ る津 波 ， つ ま り福

島 県 沖 を波 源 とす る明 治 三 陸津 波 級 の 巨 大津 波 が実 際 に発 生 す る蓋 然 性

が あ る こ とにつ い て 専 門 家 の 間 で コ ンセ ンサ ス が あ る とい う仮 定 で お 答
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え します 。 この仮 定 を前 提 と し， そ の試 算 にお い て 断層 （波源 ）モ デ ル

を用 い た パ ラ メー タ ス タデ ィ が行 われ て 最 もサ イ トに厳 しい結 果 に な っ

た の がそ の試 算 結 果 で あ る とい うの で あれ ば， 工 学 的 に は， 津 波 が遡 上

す る敷 地 南 北 に のみ 防 潮 堤 を建 設 す る とい う対 策 を講 じた と して も不合

理 で は ない と思 い ま す 。」 （丙B第30号 証40ペ ー ジ）， 「試 算 に十分 な

精 度 ・確度 が認 め られ る場合 に対策 を取 る際， 工学 的 な見 地か ら言 えば，

そ の試 算 の水位 に対応 した設 計 に基 づ き浸水 を防 ぐ こ とがで きる対策 （ド

ライ サ イ トを維 持 す る対 策 ） を とっ てい るの で あれ ば， 一概 に合理 性 を

否 定 で き る もので は あ りませ ん。 なぜ な ら， 先 に述 べ た とお り，原 子 力

発 電 所 の安 全 対 策 とい って も， 投 入 で き る資源 や 資 金 に も限 りが あ るの

で す か ら， あ りとあ らゆ る事 態 を想 定 した ア ク シデ ン トマ ネ ジ メ ン トを

行 うとい うの は工 学 的 な考 え方 と して あ り得 ない か らで す 。 そ の た め，

合 理 的 な津 波 の想 定 に よ り水 位 が導 き 出 され ， 敷 地 の南 北 の み で敷 地 高

さを越 え る津 波 が発 生 す る と言 え るので あれ ば， ドライ サ イ トを維 持 す

る た め に南 北 に のみ 防 潮 堤 を建 て る とい う対 策 は， 工 学 的 な見 地 か らは

合 理 性 を有 す る もの で す。」 （丙B第11号 証14ペ ー ジ）， 「リ ソー ス が

有 限 で あ る中 で安 全 対 策 を考 え る以 上 ， 余 計 な設 備 を増 や す こ とに よっ

て ， か え っ て施 設 全 体 の安 全 性 に不 当 な リス ク が生 じる危 険性 も あ るた

め ，計 算 上 ， ドライ サ イ トを維 持 で き る対 策 のみ を講 じる こ との合 理 性

を否 定 で き るもので は な く，この点 も岡本 先 生 の意 見書 と同 じ考 えです 。」

（丙B第12号 証7及 び8ペ ー ジ） な ど と述 べ て い る こ とか らも， 十分

に認 め られ る ところで あ る。

ウ そ して ，被 告 東 電 が行 っ た前 記 シ ミュ レー シ ョンの よ うに，試 算 津 波

で 高 い波 高 が予 測 され る場 所 に防 潮 堤 を設 置 して ドライ サ イ トで あ る こ

とを維 持 す る対 策 を講 じた場 合 ，以 下 の図 表11に 示す とお り，試 算 津

波 が福 島第 一 発 電 所 の主 要 建 屋 設 置 エ リア に流 入 す る こ とを完 全 に 阻止
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で き る こ と とな る。

● 試算津波を基に鉛直壁を設定して波高を確認した上で，

高い波高力

しか しな が ら，前 記 （1）で詳 述 した とお り，試 算 津 波 が前 提 と して い る

地 震 と本 件 地 震 とで は ， 地震 エネ ル ギ ー の 大 き さ，動 いた 断 層 領 域 の広

さ， 断 層 す べ り量 な どが 大 幅 に異 な って い た こ とか ら，福 島第 一 発 電 所

に襲 来 す る津 波 も試 算 津 波 と本 件 津 波 とで は， 津 波 の 規模 （継 続 時 間 の

違 い を前 提 に した水 量 ， 水 圧 の ほ か浸 水 域 や 浸 水 域 ご との 浸水 深 ，津 波

の遡 上方 向等 ） も全 く異 な る もの とな っ て い る こ とか ら， 以 下 の 図表1

2に 示す とお り，被 告 東 電 が行 っ た前 記 シ ミュ レー シ ョン の よ うに，試

算 津 波 で 高 い 波 高 が 予測 され る場 所 に 防潮 堤 を設 置 して ドライ サ イ トで

あ る こ とを維 持 す る対策 を講 じた場 合 で は，東 側 か らO．P． ＋10メ

ー トル 盤 へ の津 波 の流 入 を防 ぐこ とが で きず ，1な い し4号 機 の主 要 建

屋 付 近 の浸 水 深 は ，福 島第 一 発 電 所 事 故 時 の 現 実 の 浸水 深 と比 べ ， ほ と
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ん ど変 化 が ない こ とが 明 らか とな って い るの で あ る。

（3）結果回避の可否に関する結論

以上詳述 した とお り，福 島第一発電所事故前 の科学的 ・工学的知見 に照

らした場合 ，敷地 高 さを超 える津波が予見 され た場合 に導かれ る対策 は，

防潮 堤 ・防波堤等 の設置 に よって ドライサイ トで ある ことを維持 す る とい

うものにな るところ，仮 に，被告国 において，福 島第一発 電所 の敷地 地盤

面 を超 える何 らかの津波 の予見が可能 となったた めに， ドライサイ トコン

セプ トの下で何 らかの規制権 限を行使 し，事業者 が防潮堤 ・防波堤等 の設

置 に よって ドライサイ トで あることを維持す る対策 を講 じた として も， 「長

期評価の見解」 を前提 に した津波対策では，試算津波 と本件津波 の規模 （継

続時間の違いを前提 に した水量，水圧 のほか浸水域や浸水域 ごとの浸水深，

津波の遡 上方 向等） が全 く異 なるもので あった こ とか ら，本件津波 を防 ぐ
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ことは不可能で あった のであ り，福 島第一発電所事故の結果回避 可能性 は

認 められない。

4福 島第一発電所事故前 の状況及び許認可手続 に要す る時間等 を考慮 した場

合 ，本件津波までに対策工事 を終 える ことがで きないこと

（1）前記3で 述べた とお り，福 島第一発電所事故前 の科学的 ・工学的知見に

よって導かれ る対策で は，福 島第一発電所事故 を防 ぐこ とはで きないが，

さらに言 えば， 当該対策工事 に要す る時間等 を踏ま える と，時間的な側 面

か らも福 島第一発電所事故の結果回避 可能性 は認 められない。

すなわち，被告 国 （保 安院）が，被告東電か ら平成20年 試 算の結果 の

報告 を受 けたのは，本件地震の4日 前で ある平成23年3月7日 であ り （甲

A第2号 証 ・本文編404ペ ー ジ），上記試算 を根拠 と して規制権限を行使

した として も，4日 間で対策工事 を行 うこ とな どはお よそ不可能であ る。

また， この点をおいて，仮 に，被 告東電が平成20年 試 算 を行 った時期

を起点 として，規制権限 を行使 して対策工事 を行 わせ よ うとした として も

（い うまで もな く，被告国が，被告東電の試算に先立ち，同社 に代わって，

明治三陸地震 の波源 モデル を福 島県沖 に移 して平成20年 試算 と同様 の津

波高 さの試 算 をす る義務 な どな く，被 告東電 に依頼 して同様 の試算 をす る

義務 もないか ら，規制権限行使 の局面において，結果回避措置の起算点が，

被告東電の上記試算 時点 よ り遡 る余地はない とい うべ きである。），以下に

主張す るとお り，お よそ対策工事 の完了に至った とは認 め られ ない。

（2）福島第一発 電所事故前 の時点 で前記 の よ うな対策工事 を行 お うとした場

合 に要す る期 間について，原 子力 工学者 として学識経験 を有 し，原子力発

電所 にお ける総合 的な安全性 の構 築や 耐震審査 を含 め我 が国の規制基準 に

も精通 してい る岡本教授 は， 「これ らの対策 が福島事故以前にな された場合

（中略）には，事業者 は原子炉設置変更許可 申請 を提 出 し，そ もそ も見直 し

後 の想定津波 による設計水位 の適正 と，高台に配備 され る非 常用電源 ・配
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電盤 ・代替 注水設備 な どの基本設計 の妥 当性 にっいて，十分 な安全審査期

間が必要にな るもの と考 えます 」 （丙B第27号 証14ペ ージ）， 「少 な くと

も，福 島事故 前に実施 していた場合 には，事故後 の緊急安全対策 ほ どの切

迫性 を有す るとの認識 はなかった と想像 され る ことか ら，製作 ・工期 期間

につ いて も，福 島事故後 に各発電所 で行 われた もの と， 同様 の期間で完了

した とい うこ とを前提 にす る ことは，明 らかに不適切 な前提で あ り，加 え

て許認 可に要す る期間 も加 えれ ば， とて も2～3年 で完 了 したな どとは言

えない とい うのが，私 の意見 にな ります」 （同号証15ペ ージ）と述べてお

り，少 な く見積 もって も3年 を大幅 に上回 るもので あった 旨述べてい る。

そ して，前記 岡本教授の意見書 にある とお り， これ らの結果回避 措置 を

講 じるには，当該工事 のみ な らず ，そ の前提 として，許認 可 に係 る規定の

整備 （技術基 準規則の策定）や認 可手続 （設置変更，工事計画，使 用前検

査），地元への説明な ど様々な工程 が必要 となるところ，この点については，

保安院 で原子炉 の安全審査 に携 わってきた現職 の審査官で ある青木氏が，

津波 が主要地盤 に浸水 して くるこ とを前提 とす る 「津波対策の許認 可手続

には，少 な くとも設置変更許 可 申請 か ら許可 までで少 な くとも約2年 ，工

事計画 の申請 か ら認 可 までで約3か 月 が必要 とな ります。そ して，実際 に

対策 が完 了す るまでの期間 を推測す るので あれ ば， この約2年3か 月に，

東電 が行 う実験デー タの取得，設備施設の設計 ・施 工 に要す る期 間が加 わ

ります し， これ まで述べた所 要期間 を延 ばすで あろ う種 々の要因 （論 点の

重要 さや社会的影響の大 き さ，指針改訂の動向，地元了解 の必要性 な ど）

が加 わるので， さらに長い期間が必要 となった と考 えられ ます。」 （丙B第

32号 証12及 び13ペ ー ジ） として長年の原 子力規 制実務経験 に裏打 ち

された意見を述べている。

（3）さらに，福島第一発電所事故 の教 訓を踏 まえて新規制基準 として新 たに

技術基準規則 が設 け られ るだ けで も福 島第一発 電所事 故か ら約2年3か 月
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を要 してい るこ とや， 実際 には， これ ら以外 に地元の 了解 を得 るた めの期

間や被告東電 による対策 工事 の設計 ，施工 に要す る期 間等が加 わるこ とか

ら，それ らを含 める と，全体 として，被告 国が対策工事 を行 わせ るた めに

規制権 限を行使 した と して も，権 限行使 に向けた動機付 けを受 けた時点か

ら被告東電 に よる結果 回避措置 が完 了す るまでに，優 に約5年 を超 える期

間を要 した と考 えられ る。

なお，前記 の よ うな結果 回避措置 を講ず るために要す る時間を検討す る

場 合， 当時の社会状況 （本件津波 が発 生 していない状況 ） を前提 に時間的

な検討 を しな くてはな らず，福 島第一発 電所事故後 の防潮堤等 の設置 時間

を根拠 に論 じるこ とはハイ ン ドサイ トバ イアス排 除の観 点か ら許 され ない

もので ある。 この よ うな判断手法の不 当性 については，今村 教授 の意 見書

においても， 「本件津波 の発生後の津波対策の進捗経過 に基づいて，本件津

波が起 きる前に取 るべ きであった とされ る津波対策に要 したであろ う時間，

内容等 を推 測 して も，到底信頼で きる結論 を導 くこ とはで きない と考 えま

す。 なぜ な ら，誰 も予想 して いなか った規模の 巨大津波が現 に起 き，それ

が歴 史的事実 となった ことに よ り， 国や事業者， 関係機 関が1000年 に

一度発生す るか しないかの超 巨大津波へ の対策 を最重要 かつ最優先の課題

であると認識 し，挙国一致で復興，災害対策に取 り組む ことにな りま した。

そ こで行 われ てい る津波対策 と，既往最 大を コンセ ンサ ス とす る従来 の防

災の考 え方 と相容れ ない考 え方 に基づ いて行 われ た （中略）津波対策 とで

は，様 々な点で大 きな違 いがあ るか らです。す なわち，福 島第一発電所事

故の前 と後 とでは，時期の違 いに基 づ く専門的技術 的知 見の充実度 の差異

が あるこ とは も とよ り，検討 対象 とな る対策 工事 の内容 の範 囲や施工期 間

の長短，事業者 の予算額，投入 され る人的資源 ，取 り巻 く社会情勢等，様

々な点で大 き く違 います。 本件津波の後は，津波被 害に遭 った東北各地 の

震 災復 旧工事で土木関係の労働 力が全国か ら東 北に集 中 し，他 の地域 で資
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材や人材不足 が深刻 な問題 となってい た中で，全 国各地 の原子力発電所 で

は，数 多 くの労働力 が集 中的 に動員 され ，各種対策工事 が不眠不休 で行 わ

れ ていた と聞いています。 また，再稼働 を 目指す各事業者 間の競争原 理 も

対策工事 のス ピー ドを速めた事情 として挙げ られます。（中略）このよ うに，

本件 津波が歴 史的事実 とな る前 と後 とで は，津波対策 の完 了までに要す る

期間等が大 き く異な るのは明 らかです か ら，本件津波 後の緊急安全対策や

それ に引き続 く中長期 的な津波対策 の進 捗状況か ら本件 津波の発 生前 の対

策 に要す る時間等 を推測す るのは避 けるべ きだ と考 えます。」 （今村教授意

見書丙B第30号 証43及 び44ペ ー ジ） として正 しく指摘 されてい る と

ころである。

（4）したがって，福 島第一発電所事故前 の状況下で，被告 国が， 「長期評価 の

見解 」 を前提 に防潮堤設置 による対策 工事 を させ るべ く規制権 限を行使 し

た として も，対策 工事 終了までは優 に5年 以上 を要 した と認 め られ るので

あるか ら，平成20年 試算 時を起算 点 とした場合 ，時間的な側面 か らも福

島第一発電所事故 についての結果回避可能性 は認 め られ ない。

第7結 語

本準備書面 では，規制権限不行使 の違法性 の判断枠組 み，予見可能性 ・結

果 回避 可能性 の前提 とな る考 え方及び被告 国に福 島第一発電所事故 について

の予見可能性 ，結果回避 可能性 がない こ とについて詳論 してきたが， これ ら

をま とめ，被 告国が本訴 訟において，最 も重要 と考 える点を要約す る と以下

の内容 に尽 きる。

まず，本訴訟 にお ける主要争点 であ る予 見可能性 の有無及び結果回避 可能

性 の有無 につ いて，正確 な判断 を下すた めには，福 島第一発電所事故前の地

震 学，津波学 ，津波 工学 ，原子力工学 な どの各分野 におけ る専門家 の見解 が

どの よ うな ものであったのかや，科学的知 見 として確 立 していた事項や個 々
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の知 見の成熟度が どの よ うな もので あったのか について，基準時点を明確 に

した専 門家 らの意見 に虚 心坦懐 に耳 を傾 け， これ を正確 に理解す る必要 があ

る し，それ らの意見 を適 切 に評価 す るた めにはセカ ン ドオ ピニオ ンを含む複

数 の専門家 の見解 との整 合性 も確認 しな けれ ばな らないので あって，一部 の

専 門家 の意見 の声の大 き さに引きず られ，多数の専門家の意見の存在 を無視

す るよ うな恣意的な認定手法や回顧的な認定手法 を採 ることは相 当ではない。

しかる ところ，本訴訟 においては，高度 の専門的知 見 を有す る佐竹教授 ，

松澤教授 ，津村博士，谷 岡教授，笠原名 誉教授，今村 教授 ，首藤名 誉教授 ，

岡本教授 ，山 口教授，阿部博士及び酒井博士 らが，各学術 分野 において科 学

的知 見 と して確立 してい た事項や個々の知見 の成熟度 について，的確 に証言

ない し供述 してい るので あるか ら， これ ら専 門家 による意見の存在 を無視す

るよ うなことがあってはな らない とい うべ きである。

そ して，上記 専門家 らの意見 を正確 に理解す れば，お よそ福 島第一発 電所

事故 について，作為義務 が肯定 され るよ うな予見可能性 も結果回避 可能性 も

認 め られ ない ことは明 白で ある。

当時，多 くの専門家 らの見解が どの よ うな もので あったのか を無視 し，一

部 の声が大きい専 門家 らの見解や ，結論 あ りきの判断 に都 合が よい知見のみ

を抽 出 し，回顧的 に規制権 限不行使 の違法性 を認定す るこ とは，科学的，技

術 的知見 を無視 して規制 をすべ き とい ってい るに等 しく，福島第一発 電所 事

故前 の 「長期評価 の見解 」の よ うに，単 に 「理学的 に否定で きない」 とい う

レベ ルの見解 の存在 のみ を前提 と した規制権 限不行使 の違法性が認 定 され る

ので あれ ば，い きお い， リス クを示す知見 が仮説 として も出 された場合 ，知

見の成熟度を無視 した規制権 限行使 が義務付 け られ るこ とにもな りかねず ，

この よ うな判 断は，将来 の原子力 防災 も科学 的知見 の適切 な評価 に基づいて

行 うとい う観 点は もちろんの こと，一般防災 も同様 に科学的知見の適切 な評

価 に基づいて行 われ なけれ ばな らない ことか らすれ ば，将来の一般 防災の観
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点か らも断 じて容認できるものではない。

本 訴訟 の審理 において は，福島第一発 電所事故前の地震 学，津波 学，津波

工学 ，原子力 工学 な どの各分野 にお け る専 門家 の見解 が どのよ うなもので あ

ったのかや ，科 学的知 見 と して確 立 していた事項や個 々の見解 の成熟度が ど

の よ うな もので あったのかについての正 しい理解 を前提 に した適切 な判断 が

され るべきである。

・ 以 上
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略称語句使用一覧表

略称 基本用語 使用書面 ペー ジ 備考
訴状訂正申立書 平成25年6． 月10日 付 け訴 状訂正 答弁書

申立書
1

訴状 訴状訂正申立書別添の訴状 答弁書

1

福島第一発電所 東京電力福島第一原子力発電所 答弁書

2

本件将来請求 請 求 の趣 旨第3項 （2），第4項 （2）及 答弁書
び第5項 （2）の各請求の うち本件訴

訟事実審 口頭弁論終結 日後の支払を
求める部分 2

被告東電 相被告東京電力株式会社 答弁書

5

福島第一発電所 平成23年3月11日 に被告東電の 答弁書
事故 福島第一発電所において放射性物質

が放出される事故 5

国会事故調査報 国会における第三者機関による調査 答弁書
告書 委員会が発表 した平成24年7月5

日付け報告書 8

INES 国際原子力 ・放射線事象評価尺度 答弁書

11

ソ連 旧 ソビエ ト連邦 答弁書

11

炉規法 核原料物質，核燃料物質及び原子炉 答弁書
の規制に関する法律

14

原賠法 原子力損害の賠償に関する法律 答弁書

16

原賠審査会 原子力損害賠償紛争審査会 答弁書

16

原賠支援機構 原子力損害賠償支援機構 答弁書

17

中間指針 東京電力株式会社福 島第一，第二原 答弁書
子力発電所事故による原子力損害の

範囲の判定等に関する中間指針 18

中間指針第1次 東京電力株式会社福島第一，第二原 答弁書
追補 子力発電所事故による原子力損害の

範囲の判定等に関する中間指針追補
（自主的避難等に係 る損害につい

て） （第 一次 追補 ） 18



中間指針第2次 東京電力株式会社福島第一，第二原 答弁書
追補 子力発電所事故による原子力損害の

範囲の判定等に関する中間指針第二
次追補 （政府による避難区域等の見
直 し等に係 る損害につ いて） 26

昭和36年 長期 昭和36年 に原子力委員会が策定 し 答弁書
計画 た 「原子力 の研究，開発及び利用に

関す る長期計画」 39

昭和42年 長期 原子力委員会が昭和42年 に策定 し 答弁書
計画 た 「原子力の研究，開発及び利用に

関す る長期計画」 40

最終処分計画 特定放射性廃棄物の最終処分に関す 答弁書
る計画

41

機構 原子力発電環境整備機構 答弁書

41

昭和53年 長期 原子力委員会が昭和53年 に策定 し 答弁書
計画 た 「原子力の研究，開発及び利用に

関す る長期計画」 42

昭和57年 長期 原子力委員会が昭和57年 に策定 し 答弁書
計画 た 「原子力の研究，開発及び利用に

関す る長期計画」 43

昭和62年 長期 原子力委員会が昭和62年 に策定 し 答弁書
計画 た 「原子力 の研究，開発及び利用に

関す る長期計画」 43

平成6年 長期計 原子力委員会が平成6年6月24日 答弁書
画 に新たな 「原子力の研究，開発及び

利用に関す る長期計画」 46

平成12年 長期 原子力委員会が平成12年11月2 答弁書
計画 4日 に新たな 「原子力 の研究，開発

及び利用に関す る長期計画」 47

「長期評価」 三陸沖から房総沖にかけての地震活 答弁書
動の長期評価にっいて

53

政府事故調査中 政府に設置 された東京電力福島原子 答弁書

間報告書 力発電所における事故調査 ・検証委

員会作成の平成23年12月26日

付け 「中間報告」 55

国賠法 国家賠償法 （昭和22年10月27 答弁書
日法律 第125号 ）

57

放射線障害防止 放射性同位元素等による放射線障害 第1準 備書面
法 の防止に関する法律

5

原災法 原子力災害への対応を規定した原子 第1準 備書面
力災害対策特別措置法

5



省令62号 発電用原子力設備に関する技術基準 第1準 備書面
を定める省令

7

保安院 原子力安全 ・保安院 第1準 備書面

11

JNES 独立行政法人原子力安全基盤機構 第1準 備書面

14

本件設置等許可 福島第一発電所1号 機 については， 第1準 備書面
処分 昭和41年12月1日 ，同2号 機 に

つ い て は ， 昭 和43年3． 月29日 ，

同3号 機 については，昭和45年1

．月23日 ， 同4号 機 にっ い て は ， 昭

和47年1月11日 にそれ ぞれ され

た設置 （変更）許可処分

16

後段規制 設計及び工事の方法の認可か ら施設 第1準 備書面
定期検査までの規制

17

昭和39年 原子 昭和39年5． 月27日 に原 子力 委員 第1準 備書面
炉立地審査指針 会によって策定された原子炉立地審

査指針
19

昭和45年 安全 昭和45年4月18日 に動力炉安全 第1準 備書面
設計審査指針 基準専門部会によって策定され同月

23日 に原子力委員会 においても了

承 された 「軽水炉についての安全設

計に関す る審査指針について」
19

平成13年 安全 昭和45年 安全設計審査指針 は，昭 第1準 備書面
設計審査指針 和52年6月 にその全面改訂 が行わ

れ，平成2年8． 月30日 付 け原 子力

安全委員会決定により全面改訂がさ
れ，平成13年3月29日 に国際放

射線防護委員会による1990年 勧

告を受けて一部改訂がされた

25

平成13年 耐震 平成13年3月29日 に改訂 された 第1準 備書面
設計審査指針 耐震設計審査指針

26

平成18年 耐震 平成18年9月19日 ，原子 力安 全 第1準 備書面
設計審査指針 委員会 において，決定 された耐震設

計審査指針
30



本件地震 平成23年3月11日 の東北地方太 第1準 備書面
平洋沖地震

35

電気事業法 平成24年 法律第47号 による改正 第2準 備書面
前の電気事業法

1

ク ロロキ ン最 高 最高裁判所平成7年6． 月23日 第二 第2準 備書面
裁判決 小法廷判決 ・民集49巻6号160

0ペ ー ジ 3

宅建業者最高裁 最高裁平成元年11月24日 第二小 第2準 備書面
判決 法廷判決 ・民集43巻10号116

9ペ ー ジ 5

本件各判決 宅建業者最高裁判決，クロロキン最 第2準 備書面
高裁判決，筑豊 じん肺最高裁判決及
び関西水俣病最高裁判決 7

ク ロロキ ン最 高 宅建業者最高裁判決及びクロロキン 第2準 備書面
裁判決等 最高裁判決

7

筑豊 じん肺最高 筑豊じん肺最高裁判決及び関西水俣 第2準 備書面
裁判決等 病最高裁判決

7

宅建業法 宅地建物取引業法 第2準 備書面

8

水質二法 公共用水域の水質の保全に関する法 第2準 備書面
律及び工場排水等の規制に関する法
律 13

その他の規制措 日本薬局方からの削除や製造の承認 第2準 備書面
置 の取消 しの措置以外の規制措置

16

延宝房総沖地震 慶長三陸地震 （1611年 ）及び1 第2準 備書面
677年11月 の地震

31

津波評価技術 原子力発電所の津波評価技術 第2準 備書面

33

政府事故調査最 政府に設置された東京電力福島原子 第2準 備書面
終報告書 力発電所 における事故調査 ・検証委

員会作成の平成24年7月23日 付

け 「最終報告書」

51

貞観津波 西暦869年 に東北地方沿岸 を襲っ 第2準 備書面
た巨大地震 によって東北地方 に到来

した とされている津波

54

スマ トラ沖地震 平成16年 イ ン ドネ シアの スマ トラ 第2準 備書面
島沖で発生した地震

57



マイア ミ論文 被告東電の原子力技術 ・品質安全部 第2準 備書面

員が平成18年7月 に米国マイア ミ
で開催 された第14回 原子力工学国

際会議で発表 した論文
59

女川発電所 東北電力株式会社女川原子力発電所 第2準 備書面

63

浜岡発電所 中部電力株式会社浜岡原子力発電所 第2準 備書面

63

大飯発電所 関西電力株式会社大飯発電所 第2準 備書面

63

泊発電所 北海道電力株式会社泊発電所 第2準 備書面

63

佐竹ほか （20 平成20年 に刊行 された 「石巻 ・仙 第2準 備書面
08） 台平野における869年 貞観津波の

数値 シ ミュ レー シ ョン」 （佐 竹健

治 ・行谷佑 一 ・山木滋 ） と題 す る論

文 77

合同WG 総合資源エネルギー調査会原子力安 第2準 備書面
全 ・保安部会耐震 ・構造設計小委員

会 地震 ・津波 ，地質 ・地 盤合 同 ワー

キンググループ
79

本件各評価書 「耐震設計審査指針の改訂に伴 う東 第2準 備書面
京電力株式会社福島第一原子力発電
所5号 機耐震安全性に係る中間報告
の評価について」及び 「耐震設計審

査指針の改訂に伴 う東京電力株式会
社福島第二原子力発電所4号 機耐震
安全性に係る中間報告の評価につい
て 」

79

原告ら準備書面 原 告 らの2013（ 平成25） 年1 第4準 備書面
（2） 1月7日 付 け準備 書面 （2）

1

福島第二発電所 被告東電の福島第二原子力発電所 第4準 備書面

11

原告 ら準備書面 原告 らの2014（ 平成26） 年3 第5準 備書面

（10） 月12日 付 け準備 書 面 （10）

1



原告 ら準備書面 原告 らの2014（ 平成26） 年5 第5準 備書面
（13） 月7日 付 け準備 書面 （13）

1

筑豊 じん肺最高 最 高裁 判 所平成16年4． 月27日 第 第5準 備書面
裁判決 三小法廷判決 ・民集58巻4号10

32ペ ー ジ 39

関西水俣病最高 最高裁判所平成16年10月15日 第5準 備書面
裁判決 第二小法廷判決 ・民集58巻7号1

802ペ ー ジ 40

原告 ら準備書面 原告 らの2014（ 平成26） 年3 第6準 備書面
（11） ‘ 月5日 付 け準備 書面 （11）

1

原告 ら準備書面 原 告 らの2014（ 平成26） 年5 第6準 備書面
（14） 月7日 付 け準備 書面 （14）

1

安全設計審査指 発電用軽水型原子炉施設に関する安 第6準 備書面
針 全設計審査指針

55

耐震設計審査指 発電用原子炉施設に関する耐震設計 第6準 備書面
針 審査指針

55

使用停止等処分 平成24年 改正後 の炉規法43条 の 第6準 備書面
3の23に 定める保安のために必要

な措置 79

原告ら準備書面 原 告 らの2014（ 平 成26） 年1 第7準 備書面
（18） 0月29日 付 け準備書 面 （18）

1

事故解析評価 原子炉設置許可処分申請に際して申 第8準 備書面
請者が実施する事故防止対策に係る
解析評価 7

安全評価審査指 発電用軽水型原子炉施設の安全評価 第8準 備書面
針 に関する審査指針

12

起因事象 異常や事故の発端 となる事象 第8準 備書面

25

安全系 原子炉施設の重要度の特に高い安全 第8準 備書面
機能を有する系統

26

原告ら準備書面 原 告 らの2015（ 平成27） 年3 第9準 備書面
（21） 月12日 付 け準備 書面 （21）

1

添田氏 添田孝史氏 第9準 備書面

1

島崎氏 東京大学教授島崎邦彦氏 第9準 備書面

5

原告ら準備書面 原告 らの2015（ 平成27） 年3 第10準 備書面

（22） 月12日 付 け準備 書面 （22）

1



原告ら準備書面 原告 らの2015（ 平成27） 年5 第11準 備書面
（23） 月8日 付 け準備 書 面 （23）

1

実用炉規則 実用発電用原子炉の設置，運転等に 第11準 備書面
関する規則

4

設置許可基準規 実用発電用原子炉及びその附属施設 第11準 備書面
則 の位置，構造及び設備の基準に関す

る規則 （平成25年 原子力規制委員

会規則第5号 ） 23
バ ックチ ェ ック 新耐震設計審査指針に照らした既設 第11準 備書面
ノレー ノレ 発電用原子炉施設等の耐震安全性の

評価及び確認に当たっての基本的な
考え方並びに評価手法及び確認基準
について 29

伊方原発訴訟最 最高裁判所平成4年10月29日 第 第11準 備書面
高裁判決 一小法廷判決 ・民集46巻7号11

74ペ ー ジ
31

原告ら準備書面 原 告 らの2015（ 平成27） 年7 第12準 備書面
（25） 月15日 付 け準備 書面 （25）

1

平成3年 溢水事 平成3年10． 月30日 に発 生 した福 第12準 備書面
故 島第一発電所1号 機補機冷却水系海

水配管からの海水漏洩
1

政府事故調査委 政府に設置された東京電力福島原子 第12準 備書面
員会 力発電所 における事故調査 ・検証委

員会 12

昭和52年 安全 発電用軽水型原子炉施設に関する安 第12準 備書面
設計審査指針 全設計審査指針 （昭和52年6． 月1

4日 原子力委員会決定） 21

平成2年 安全設 発電用軽水型原子炉施設に関する安 第12準 備書面
計審査指針 全設計審査指針 （平成2年8月30

日原子力安全委員会決定）
22

基準津波 設計基準対象施設に大きな影響を及 第12準 備書面
ぼすおそれがある津波

29

岡本教授 東京大学大学院工学系研究科岡本孝 第13準 備書面
司教授

8

山口教授 東京大学大学院工学系研究科山口明 第13準 備書面

教授
11

津村博士 財団法人地震予知総合研究振興会地 第13準 備書面
震防災調査研究部副首席主任研究員
津村建四朗博士 12

筒井氏 筒井哲郎氏 第13準 備書面

13

佐竹氏 佐竹健治氏 第14準 備書面

1



郡司氏 郡司嘉宣氏 第14準 備書面

1

深尾 ・神 定論文 昭和55（1980） 年 に発 表 され 第14準 備書面
た深尾良夫 ・神定健二 「日本海溝の

内壁直下の低周波地震 ゾー ン」 と題
す る論文 61

松澤教授 東北大学大学院理学研究科附属地 第14準 備書面
震 ・噴火予知研究観測センター長を
務める同研究科の松澤暢教授 95

阿部 （199 1999年 に発表 された阿部氏の論 第14準 備書面
9） 文 「遡上高を用いたMtの 決定一歴

史津波への応用1 108

新規制基準 実用発電用原子炉及びその附属施設 第15準 備書面
の位置，構造及び設備 の基準に関す

る規則 8

推進本部 文部科学省地震調査研究推進本部 第18準 備書面

3

長期評価の見解 長期評価の中で示 された 「明治三陸 第18準 備書面
地震と同様の地震が三陸沖北部から
房総沖の海溝寄 りの領域内の どこで
も発生す る可能性があるとする見

解 」
s

3

本件津波 平成23年3月11日 に発 生 した本 第18準 備書面
件地震に伴 う津波

4

佐竹教授 東京大学地震研究所地震火山情報セ 第18準 備書面
ンター長佐竹健治教授

20

今村教授 東北大学災害科学国際研究所所長 ・第18準 備書面
同研究所災害リスク研究部門津波工
学研究分野今村文彦教授

20

首藤名誉教授 東北大学首藤伸夫名誉教授 第18準 備書面

20

谷岡教授 北海道大学大学院理学研究院附属地 第18準 備書面
震火山研究観測センター長谷岡勇市
郎教授

20

笠原名誉教授 北海道大学笠原稔名誉教授 第18準 備書面

20

阿部博士 原子力規制庁技術参与阿部清治博士 第18準 備書面

20

青木氏 原子力規制庁原子力規制部安全規制 第18準 備書面
管理官青木一哉氏

21

名倉氏 原子力規制庁原子力規制部安全規制 第18準 備書面
管理官付安全管理調査官名倉繁樹氏

21



酒井博士 一般財団法人電力中央研究所原子力 第18準 備書面

リス ク研 究セ ン ター研 究 コーデ ィ

ネー ター酒井俊朗博士

21

4省 庁報告書 建設省，農水省，水産庁及び運輸省 第18準 備書面
が策定した 「太平洋沿岸部地震津波

防災計画手法調査報告書」
49

7省 庁手 引 建設省 ，農 水省 ，水 産庁 ，運 輸省 ， 第18準 備書面
国土庁，気象庁及び消防庁が策定 し
た 「地域防災計画における津波対策

強化の手引き」
49

日本海溝 ・千島 中央防災会議に設置 された 「日本海 第18準 備書面

海溝調査会 溝 ・千島海溝周辺海溝型地震に関す
る専門調査会」

49

日本海溝 ・千島 日本海溝 ・千島海溝調査会 による報 第18準 備書面
海溝報告書 告

49

推進地域 日本海溝 ・千島海溝周辺海溝型地震 第18準 備書面

防災対策推進地域

113

技術基準 発電用原子力設備に関する技術基準 第18準 備書面

132

平成20年 試算 被告東電が平成20年 に行 った明治 第18準 備書面
三陸地震の波源モデルを福島県沖に

置いてその影響 を測 るなどの試算
156

試算津波 平成20年 試算による想定：津波 第18準 備書面

171

特に断 らない限 り答弁書 とは，平成25年9月5日 付 け答弁書を指す。



［図 表1］ 甲A第26号 証 の2 ・1－59ペ ー ジ より

平成14年 「津 波評価技 術」（土木学会作成 ）

津波学 ・地震学 の見地か ら，領域 ごとに過 去 に津波を引

き起 こした地震を基準 にしつつ，最も影響が大きくなる条

件 で津波を算 出
1896年 明 治 三 陸

一 £嚢一一i

ド 議

嘩斧芋電
1938年 福 島 県 東 方 沖

地 震 （Mw7．9）

1677年 延 宝 房 総 沖

地 震 （Mw8．2）

津 波評 価 技 術 では ，福 島第 一 発

電 所 において最 も影 響 が 大 きく

なる津 波 は福 島 県東 方 沖 地 震

の領 域 で発 生 するMw7．9の 規

模 の 地 震 による津 波で，最 終 的

な最 大 想 定 津 波 は高 さ6．1メ ー

トル （1～4号 機 主要 建 屋 敷 地 高

は10メ ー トル ）



［図 表2］ 丙A第119号 証12枚 目 ・18枚 目より

平成14年 「 期評価の見 牛 （推進本部）

中央防災会議で防災計画を検討する前提として学術的

観点から地震活動の将来予測を行う（原告側の主要論 几）
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［図 表3］ 丙B第19号 証 の1及 び2 ・2
，6，11ペ ー ジ よ り

三陸沖と福島沖の観測結果では地形・堆積物が異なる
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［図 表4］
丙A第119号 証 ・18枚 目より

丙B第17号 証 ・3ペ ー ジ より

当時の最新の知見とは異なる領域区分

「長期評価の見解 」の区分
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［図 表5］

平成18年 「日本海溝 ・千 島海溝報 告書」（中央防災会 議）

丙A第26号 証 の2・59，62ペ ー ジ より
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［図 表6］
丙A第26号 証 の2・65ペ ー ジ より

平成18年 「日本 海溝 ・千 海溝報 告書 」（中央防災会議 ）
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［図 表7］
丙A第119号 証 ・18枚 目より

乙A第60号 証 ・9ペ ー ジ より

平成20年 に東京電力が「長期評価の見解」を前提にし
た場合，福島第一発電所に襲来する津波の高さを試算
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［図表8］
乙A第60号 証 ・8，9ペ ー ジ よ り

前提 ：
「長期評価の見解」による試算津波と本件津波 はまったく違う
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［図表9］
甲A第216号 証 ・15ペ ー ジより

甲A第2号 証 資 料 編20ペ ージより

前提 ：

福 島第一発電所に襲来する津波の方 向も規模もまったく違う

「長期評価の見解」による試算津波 本件津波
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戸 敗 水 ホ ノ ブCOt・－g川

定 蕊 高 さuFパ ． 二ぶ ‘1

一畢 与 早 畢 与 畢

5，6号 機付近も浸水

」

「

 

、゚

、

浸水 深約2～5メ ー トル

（2号機 付 近 も4，5m）

Pt！Z－－SIF詳 細ハラスタ 最大渓水深分布図i昇 側最大値 ヶ一 ス （R9－06－02H，朔望平均満潮位時OP＋1．490m」



［図 表10］
乙A第60号 証 ・11ペ ー ジ より

甲A第216号 証 ・15ペ ー ジ より

● 試算津波を基に鉛直壁を設定して波高を確認した上で，

高い波高が予測される場所に防潮堤を設置して浸水防止

悟 取 ホ ホ ン プ 旧 ド司n｛ ‘

津 波 高 さ 心PFL〔IS2‘11

漫 水 潔 ｛：ハ82］u
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違波富さOP＋ ｜260am

浸水深二、6u4m

．1…1

N“・TIB中央付近（OF＋1（lm）

津浪高さOP＋ ｜2020m

rv丑 水深⊇．02bm

図2－・bIF詳 細バラスタ 最大浸水深分布図 上昇側最大値 ケー ス （R9－a6－02H，朔望平均満潮位時OP＋1．490m）



［図 表11］
乙A第60号 証 ・10ペ ー ジよ り

● 試算津波を基に鉛直壁を設定して波高を確認した上で，

高い波高が予測される場所に防潮堤を設置して浸フ 止

N否

防潮堤対策で試算
幸波は阻止可能

南 側 か ら10メ ー トル 盤
へ の 流 入 阻 止

図＿5防 潮堤を設置した場合1～4号 機 す べ て

（R9・06D2H、朔望平均満漸 に 浸 水 な し



［図 表12］ 乙A第60号 証 ・12ペ ー ジ より

● 試算津波を基に鉛直壁を設定して波高を確認した上で，

高い波高


